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先生！ 現在どんなタイプのユニットをお使いですか？

つぎにはどのタイプを選ばれますか？

それともAタイプ ラ曝べ9」llizeライン

　　　i＝7一ユ昌ッ■一ですか

pm 　　か？
モリタは現在まで　術者・歯科補助者・

患者とチエアーの関係をあらゆる面か

ら　研究して　ユニットを作ってきま

した

そして　現在から未来の歯科機械とし

て　先生に充分納得していただき

自信をもって　おすすめできるのが
“ スペースライン”チエアーユニット
です
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わが国で初めての本格的国際歯学シンポジューム

第1回汎太平洋歯学研究会議開かる

　世界15力国より60余名の研究者が参加して，わが国で初めての本格的国際歯科学研

究会議が，去る4月14日東京芝の機械振興会館で開催されました。これは，IADR

日本部会とライオン歯科衛生研究所が共同主催して行なわれたもので，う蝕・歯周疾

患の基礎部門と，健康教育部門の2会場に分かれ，熱心な研究発表および討議がなさ

れました。また，この会議には多数の日学歯会員が参加されました。

来賓として挨拶をする湯浅会長
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就任のあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　湯浅泰仁

　日学歯会を向井先生より引き継ぎを受けましたが指導者と組織

の強化が何よりも必要だと思います。現在の加盟団体は勿論のこ

と広く全国的に一層の理解を求め中央と各地における活発な活動を進展させるとともに会の機構も整備さ

れて参りました。即ち本会は庶務会計，企画編集，学術普及の3大部門に分かれ副会長，常任理事はじめ

各担当理事者がそれぞれの部門に手分けして奮闘されています。なお役員の中には関係官庁や諸団体の審

議に関係されている方々もあって，本会の運営とも関連して必要に応じて小委員会を設けて具体策を講ず

ることに致しています。理事長も新たに決まり庶務財政の確立も一段と強化され事業面と併せ会務の進展

を計ることが急務と思われます。私は如何にして先人の業績を尋ね現時点の在り方を運営したらよろしい

かと慎重に考えています。先ず中央と地方のつながりを円滑に明るく運びたく存じ各地の皆様に御理解と

御協力を頂きたく存じます。そして皆様の意志が充分反映された運営でなければ活発な活動は期待出来な

いものでありますから，この点に注意を注ぎます。それには互いに解け合い「チームワーク」のよくとれ

た基盤の上に学校保健の有機的推進を計るべきだと信ずるものであります。即ち保健教育を関係者が実践

することであります。如何したらう蝕を防げるか，その可能な手段方法をみつけることは専門の先生方に

御努力をいただき，その線の実行実施に当っては互いに活動を通じて人間関係を深めた御指導を願いたい

と存じます。かくして関係諸方面に広く学校，家庭，地域社会に御理解を願いつつ学校歯科の評価に重要

なポイントを置きたく念じます。来る全国大会は学校歯科保健を理解し実践する意味において期待すると

ころ大いなるものがありますが，とにかく平素の活動と企画運営にエポツクを画する日を願って止みませ

ん。おわりに皆様の御努力を謝し学校歯科の発展を祈ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　丹羽輝男

　本学校歯科医会はすでに向井喜男名誉会長をはじめ多くの先輩諸

氏の献身的な努力によって，赫々たる業績をあげ今日にいたってお

ります。

　このたび，このようなかがやかしい歴史のある会の湯浅泰仁新会

長の下で，理事長の重責をおうことになりました。学校歯科の知識

が浅くかつ経験もまた少ないので不向きかも知れません。しかしそ

癖　

粥

の反面，現在の学校歯科は歯科をふくめて自然科学の支援をかり，健康に対する教育学的アプローチを重

視すべき段階にきております。また学校をとりまく社会は政治，経済，文化の諸方面にわたって大きな変

貌を示しております。このようなときにはかえって素人の方が会の円滑な発展に寄与することができるの

ではないかと思ってお引受けしました。

　今後とも，本会の役員，会員諸賢のご指導とこ鞭錘を切にお願い申し上げる次第であります。
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副会長（企画編集）栃原義人

　日学歯は戦後，昭和29年10月，出雲において全国学校歯科医の団結として

歯科医師会の中から自然発生的に創立された。その存在価値は過去の実績に

よって証明されているが，純文化団体だけに経営面の弱点は宿命とも言え

る。創立以来，会長としてよくリードされて来た向井喜男氏が辞任され，湯浅新会長の経論にゆだねら

れ，この後の発展を期待することになった。私は，3たび副会長に選任されその職責を汚すことになった

が，もとよりその任でない。ただ，加盟団体の古参会長の1人として地方から中央へのパイプ役の意味を

含め微力をいたしたい。よろしくご指導を賜わりますようお願いします。

零

：洋

副会長（庶務会計）　亀沢シズヱ

苦労はもとより，

てよいと思います。昭和43年11月8日熊本での日学歯総会において，

引きつがれ，向井会長は名誉会長に推戴され，陰に陽に会を育まれることになり，

と思います。不肖私は，

す。しかし，学校歯科保健に熱意も意欲も十分持っています。

湯浅丸をぶじ向う岸につけるべく鋭意努力いたします。なにとぞ皆さま方の御協力を得て，大過なく任務

をはたしたい所存でございますので，倍旧のお力添えをおねがいいたします。

’《”　　　　昭和28年11月14日高松市において日学歯会則案が審議，決定され，翌29年

　　　　10月8日出雲市にて設立総会が行なわれ，初代向井会長が誕生されてから15

　　　　　力年経過し，この間の建設時代の労苦は当時をしのんで感無量であります。

　　　　発会当時会費は1名50円で会員5，200名26万円，向井会長，岡本理事長の御

8万円の会誌代を出す裏方の苦しみ，これが現在の日学歯発展の原動力をなしたといo・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向井会長の指名により湯浅現会長に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まことに喜ばしいこと

　　副会長に重任の栄を賜わりました。はたして任に値いするか否や，案じておりま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この上は至らぬながらも湯浅会長を補佐し

「
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副会長（学術普及）川村敏行

　このたびは，はからずも日学歯副会長の重職を仰せつかり，その責任の重

大さを痛感いたしております。

　現下の園児学童生徒のう歯激増に直面しましては，総力をあげ，より一層

学校保健を推進するために，強力なる団結，研究，調査体制を整えなくてはなりません。

　学校保健の目標は予防保健教育を主軸とした保健活動を基盤として，児童生徒，家庭，社会環境の総合

的計画を練り，社会の公衆衛生啓蒙運動と結びつき，現実に即した福祉社会を作ることです。

　社会開発の核心は人間の健康であります。

　学校の機構の中で学童生徒の健康増進にはげむものとしては，目的貫徹には根気よく一歩一歩を踏みし

めて，プロフェシヨンに徹してやることだと思っています。私の信念はミ無我ミミ有言実行ミです。どう

か諸彦のご指導ご鞭健を賜わりますようお願い申し上げます。
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学校における保健教育への歯科領域の接近

　学校歯科医の問題意識を高めるために

学校保健と公衆衛生

文部省教科調査官能美光房

　教育の目的は，教育基本法（昭和22年3月31日法律第25号）第1条に規定する　「人格の完成をめざし

て，真理と正義を愛し，個人の価値をたっとび，勤労と責任を重んじ，自主的精神にみちた心身ともに健

康な国民の育成を期して行なわなければならない」ということにある。この目的を達成するための活動の

範囲や様式は幅広く多様であるが，国民教育の基礎となる重要な分野として，学校教育をあげることに異

論をさしはさむ余地はなかろう。

　学校教育の内容を，こと細かくあれこれと定めている学校教育法（昭和22年法律第26号）は，　「健康安

全で幸福な生活のために必要な習慣を養い，心身の調和的発達を図ること」を，学校教育の1つの大きな

目標として掲げている。すなわち，児童・生徒等の発育・健康を配慮すること自体が学校教育に課された

大きな命題であるが，一方児童・生徒たちの発育・健康の良否がまた学習能率に影響するところも少なく

ないし，さらに長じてのち社会人としての健康生活の実践能力も，学齢期に築き上げられるという事実も

見逃すことはできまい。したがって，陶冶性に富むこの時代に，生命の尊重，健康の保持増進，安全の確

保に対する理解・関心・態度・習慣などの形成が十分に行なわれることが必要である。この目的を全うす

るために行なわれる総合的な教育活動が，学校保健（学校保健活動または学校保健計画といってもよい）

ということになる。

　学校保健はまた一面からみると，公衆衛生の一分野というζらえ方もできる。公衆衛生は，生活協同体

の組織活動によって行なわれる，疾病予防，健康増進，寿命延長などを目的として推進される活動であ

る。

　学校保健の対象である児童・生徒等は，心身ともに発育の時期に相当し，未完成で種々の環境条件の影

響を受けやすく，伝染病に対する感受性も一般に高く，また密集した集団生活を営むから・伝染病発生の

場合は流行を示す可能性が大きい。このような特性は，学校保健を1つの特殊分野として公衆衛生の中か

ら取りだす方が都合がよいという論拠を，是認させる大きな理由ともなっているといえそうである。見方

によれば学校保健は学校教育に対する公衆衛生の接近，すなわちゴ学校教育の目的を達するための公衆衛

生の歩み寄りということになるだろう。

　学校保健と，公衆衛生の活動面における関連性と特徴を対照させてみると，表1および表2のとおりと

なる。
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表1　学校保健と公衆衛生との関連性

学校保健（活動）

○学校保健計画

○学校保健委員会，学校保健協議会等

○保健教育（保健学習・保健指導）

○学校保健組織活動（教職員保健・．研修活動，PTA

　・地域保健組織活動，児童・生徒保健委員会活動
　等）

○健康的学校生活（Healthful　School　Living）の指

　導

○養護教諭の執務（学校保健管理，保健指導，保健観

　察，家庭訪問等）

○学校環境管理

○学校給食

○学校保健管理（主体管理）

　①学校における健康診断・健康相談

　　・児童生徒の定期・臨時健康診断およびそれから

　　　の事後措置等

・ 教職員健康管理

　　・学校精神衛生

　　・肢体不自由児指導

　　・特殊教育

　　・学校歯科保健

　②各種疾病予防対策

　　・結核，赤痢，インフルエンザ等

　　・その他学校伝染病予防

　　・寄生虫対策，予防接種等

　③保健手帳

○要保護・準要保護児童生徒対策

○学校保健統計

公衆衛生（活動）

表2　学校保健と公衆衛生の特徴の比較

（

○地域保健計画

○地域保健委員会，保健所運営協議会等

○衛生教育

○地域組織活動

○地区住民の健康生活指導

○保健婦活動（地区管理，家庭訪問等）

○環境衛生

　fO食品衛生
　／0栄養指導

○各種の健康管理対策

　①各種クリニックにおける健康診断・健康相談

右1繕1三三；

　　　・妊産婦クリニック　　｛

　　　・成人病クリニック

　　　・精神衛生センター

　　　・育成医療

　　　・心身障害児対策

　　　・歯科クリニック

　②防疫対策

　　　・結核，赤痢，インフルエンザ等

　　　その他の伝染病予防

　　　・寄生虫病対策，予防接種等

　③母子手帳

○低所得者対策
『○衛生統計

学

の

お
め
握
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け
な
応
き
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比較項目

¶
⊥
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5

対　　　　　象

地　　　　　域

対象への接近の難易性

保健衛生技術者の存在

教育専門家の存在

学校保健（活動）

○地域内の特定児童・生徒，教職員

○限られた学校施設内が中心

○対象への接近が比較的容易

○比較的少ない（特に常勤者は養護

　教員だけで，それすら配置されて

　いない学校も少なくない）

○多数存在する（教育の専門職とし

　ての教諭等）

公衆衛生（活動）

○ある地域内の住民全体

○比較的広く定められた地域全体

○対象に接近することがやや困難

○比較的多い

○いまだに少数しか存在しない

し
戸
り
と

偵

旋
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6．活動の効果

7．　業務（活動）の内容

8．管理と教育との関係

○比較的短い年月で成果をあげられ

　る

○比較的限定されている（特に日常

　の教育管理が教育計画と十分に関

　連づけて行なわれている場合には

　そういえる）

○教育が中心となり，保健管理は教

　育との関連性を十分に考慮して行

　なわれる

○成果をあげるのに年月がかかる

○非常に広汎である。また新しい業

　務が年々増加する一方である

○どうしても管理的な業務が主とな

　り，教育が従となる傾向が強い

学校保健の領域の広がり

　独自の分野として存在する一面，．公衆衛生の接近を多分に必要とせざるをえない部分を持つという性格

の学校保健は，幼児（幼稚園児）・児童（小学生）・生徒（中学・高校生）・学生（高専・短大・大学生等）

および教職員（校長・教諭・事務職員その他）の心身の健康を保持増進して学校教育の目的を実現するた

め，合理的な保健教育と保健管理を計画的継続的に，しかも組織的に実施する一切の教育活動として，把

握することもできる。

　学校保健活動は，主として児童・生徒等を対象として，①生命尊重に対する意識の洒養②健康生活実践

力の育成③学習能力の向上④疾病・傷害の予防⑤家庭・地域社会における健康観の高揚，などを目標とし

て総合的に運営されることになる。この学校保健活動は，どのような要素によって構成されているか，す

なわちどのような領域の広がりとしてとらえられるかについては，多くの学者がそれぞれの自説を展開し

ているが，著者は図1に示すような構造を持つものとして概念づけている。

　すなわち，学校保健計画は①保健教育（活動）②保健管理（活動）③（学校保健）組織活動の3つによ

って構成され，それらがさらにそれぞれの活動領域を展開しているとみるわけである。もっとも，このわ

け方も便宜的なものであり，保健学習と保健指導をどう区別するか，保健指導と学校生活管理・主体管理

などの重複接触をどう割り切るかとなると，きわめて微妙でしかも困難な問題がないわけではないが，一

応筆者はこのように把握してるという自説であるので，いろいろの意見が存在するのは，むしろ歓迎すべ

きことであるといえる。学校歯科医が学校保健活動に果たす役割は，これらの幅広い全領域にわたるもの

である。

　学校保健法施行規則（昭和33年6月12日文部省令第18号）第24条の学校歯科医の職務執行の準則にてら

しても明らかであるが，多くの学校歯科医は保健管理活動だけが，その職務であると考えている傾向がみ

られるので，本稿において保健教育活動と歯科保健との関連について，特に焦点を絞って筆を進めること

としたい。

保健教育に歯科保健を接近させるために

　保健教育の法的根拠は学校教育法およびその系列法令に求めることができる。これらの法規によって規

定される、学校の教育課程は，学習指導要領という基準によって具体的な内容が示されているが，一連の教
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図1　学校保健（計画・活動）の構造

学

校

保

健

保　健　教　育

（学校教育法施行規則・学習指導要領による）

保　健　管　理

俵撫学校保健）

保　健　学　習

保　健　指　導

主　体　管　理

環　境　管　理

学校生活管理

保健組織活動

（磐係諸齢等によ）

一
〇教科としての保健（体育，保健体育）1

－
○社会，理科，家庭，道徳等における関連

　　　指導

一
〇児童活動をとおした指導（児童会・生徒

　　　会活動，学級会活動，クラブ活動）

　　○学校行事をとおした指導（保健体育的行

　　　事，保健安全的行事，安全指導的行事，

　　　体育的行事，その他）

　　○学級指導における保健指導

　　○学校生活における随時・随所の指導

　　○学級・保健室における個人指導

一
〇家庭生活・校外生活における指導

一
〇日常の健康観察　　○学校給食

　　○定期・臨時の健康　○体力の診断と結果

　　　診断　　　　　　　　処理

　　○健康相談　　　　　○知能・学力の診断

　　○健康手帳の利用　　　結果処理

　　○学校病・伝染病等　○性格の診断と結果

　　　の予防　　　　　　処理

一一〇安全・救急処置

一
〇学校環境の衛生管理（定期・臨時㌧目例

　　　　日常検査の実施と事後措置）

　　○校地・校舎・学校施設の整備計画と維持

　　　管理

一
〇安全点検と事後措置

一
〇健康で楽しい学校生活の運営（有用的・

　　　魅力的な学校生活・学習環境の雰囲気の

　　　醸成，学校給食，全校体操，全体合唱等）

　　○学習過程の保健管理（時間割・日課表の

　　　編成，学習時おけるに普通・特殊児童・

　　　生徒に対する配慮，精神衛生的・情緒的

　　　の配慮等）

　　○健康生活実践の評価（学校生活，家庭生

　　　活ぐるみの）

一
〇学校生活・校外生活における保健・安全

　　　管理

一
〇学校内活動・教職員（学校保健計画の分

　　　担，研修活動，職員保健委員会，職員会

　　　議等）組織活動，学校保健委員会・学校

　　　医等の組織活動等

　　　PTAおよび地域の保健組織活動

一
〇保健所等の地域社会内各種機関・団体等

　　　の協力による組織活動

育課程・学習指導要領の法規系列の関係を示すと，図2のとおりである。

　教育課程はカリキユラム（curriculum）ともいわれ，学校教育の目標を達成するたあに，選択された文

化財や学習活動を教育的に編成して，それらの学習が，いつ，どこで，いかにして行なわれるかを，体系
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図2学校教育課程の根拠法令の系列図

〔法

〔法

律〕 教　育　基　本　法

i

∫昭22・3・31　法25号
／（第、，2，　．3，　4条）

律〕 学　校　教　育　法

（文部省令〕

i

学校教育法施行規則
　　　　　　　　　　　中学校（第53条，54条の2）

一一丁一刊　　　　　　　　　　　高等学校（第57条，57条　2）

昭22・3・31　法26号
＿「

小学校（第17，18，20，106条）

1中学校（第35，36，38，106条）
高等学校（第41，42，43条，45条2項，106条）

羅滋繕鵜1号

て文部省告示〕

小学校学習指導要領

中学校学習指導要領

高等学校学習指導要領

（昭43・7・11告示268号）

（昭44・4・14告示199号）

（昭35・10・15告示94号）

約に示した全体計画のことを指している。もっと簡単にいえば，児童・生徒が学校の指導のもとに学習し

てゆく順路のことである。

　学校の教育課程の基準を示す性格を持つ学習指導要領は，アメリカでいう　「コース・オブ・スタディ

（course　of　study）」とか「児童発達に対する教師の手びき（teacher’s　guide　to　child　development）」な

どの言葉を日本語にしたもので，教師が①学習目標の設定②教材の組織化③学習活動様式の選定④指導方

：法の決定⑤結果の評価　などを行なうに際し，参考とする手びきとして提供される冊子のことを意味して

いる。

　わが国においては，戦後文部省は当初「試案」と表記し，参考基準として使用すべきものとして頒布し

た。ところが現在では，さきにも述べたように学校教育法施行規則の規定に基づいて，文部大臣が「教育

課程の基準」として告示する学習指導要領であるから，国家基準としての法的性格を持つものと文部省は

主張しているが，この説に強い反対を唱える者もないわけではない。

1．小学校教育課程

ユ）　教育課程の内容

　現行の教育課程は①各教科（体育を含め8教科）②道徳③特別教育活動④学校行事等　の4領域で構成

！図3改訂小学校教育課程の領域編成

　　　　　　　　　　　　　　　各　　　教　　　科

小学校教育課程
　　（3領域）

一
国語・社会・算数・理科・音楽

一
図画工作・家庭・体育

道 徳

特　　別　　活　　動
　　一児
一・一

学

　　一学

動
事
導

活
行
指

童
校
級
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図4特別活動の内容（改訂小学校教育課程）

特

別

活

動

一
児　童　活　動一

一学校　行　事一

一
学　級　指　導一

一児童会活動

一学級会活動

一クラブ活動

一
儀　　　　　式

一学芸的行事　　　　　　　　　　一運　動　会

一保健体育的行事一一健康診断　　　　　　　　　　一そ　の　他

一遠足的行事　　　　　　　　　　一安全指導

一
安全指導的行事　　一避難訓練
　　　　　　　　　　一そ　の　他

一
学　校　給　食

一
保　健　指　導

一
安　全　指　導

一
学校図書館の利用指導

一
そ　　の　　他

されている。ところがこれは，昭和43年7月における学校教育法施行規則の一部改正・小学校学習指導要

領の全面改正によって，図3に示すとおり，①各教科②道徳③特別活動　の3領域に編成され，46年4月

1日から全国的に実施されることになった。

　これは，現行の教育課程が昭和33年から実施されてきた10余年の実績の反省に基づいて，調和と統一の

とれた教育内容に精選・整理するという原則に立って改訂された結果である。

　新学習指導要領において，学校保健という立場から特筆されなければならないことは，総則の第3に

「体育」という柱立てが行なわれ，「体育に関する指導については，学校教育活動全体を通じて適切に行

なうものとする」というくだりが新たにうたわれたことである。この体育は，知育・徳育とならぶ広義の

体育で，体育という言葉を保健と置き代えて，学校の教育活動の中にオール・ラウンドに生かすべきもの

と解釈することができる。

　特別活動の領域は，現行の特別教育活動と学校行事等の2領域の内容を精選・総合して新設されたもの

で，図4のとおり保健関係の事項のいくつかが大きく位置づけられている。たとえば，学校行事の中に保

健体育的行事や安全指導的行事などが，また学級指導の中に保健や安全の指導がそれぞれ顔をだしている

表3学校種別にみた教科保健実施の法的根拠

ノ

一1

r
∠

’

王

学　　校　　種　　別 根　　拠　　法　　令 教　科　名
■一調
■

幼

小

中

稚

学

学

園

校

校

高　　等　　学　　校

大 学

幼稚園教育要領
（昭和39年　文部省告示第69号）

小学校学習指導要領
（昭和43年　文部省告示第268号）

中学校学習指導要領
（昭和44年　文部省告示第199号）

高等学校学習指導要領
（昭和35年　文部省告示第94号）

大学設置基準
（昭和31年　文部省令第28号）

健　　康

全領域，体育科：保健（5　6年）

保健体育科：保健分野（1　2　3年）

保健体育科：保健科目（2　3年）

保健体育科：保健講義
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などの点である。特に健康診断が，保健体育的行事として学校行事の中に位置を占めたことは注目に値い

する。

2）　新小学校教育課程と歯科保健

　学校教育課程の中で保健教育を実施する中核となるのは固有の保健学習場面，’すなわち教科保健であ

る。参考までに学校種別の教科保健実施教科を，根拠法令とならべて示すと表3のとおりである。

　新しい小学校学習指導要領の中の各教科，道徳（教科）においては，保健に関係する事項がかなり多く

取り上げられている。その内容のあらましを示すと次のとおりである。

巨
践
ヨ
」

D

こ
一
丁
）
D

）
ヨ
ト
7
⊃

○国語（1～6年）：正しい姿勢，伝記などの読書，行事についての作文等

○社会（1～6年）：学校保健管理の内容，衣食住生活，交通安全，遊びの安全，環境衛生，保健衛

生・安全関係職種，自然環境と人間生活，生活改善，保健所活動，公害，健康増進対策の推進等

○算数（3～6年）：統計資料の整理，統計数字の扱い方，数字の図表化の基礎知識等

○理科（1～6年）：動物の生長と自然環境・食生活環境の影響，人体の構造・機能，食物の消化・

吸収，新陳代謝等

○図画工作（1～6年）：色彩感覚の発達促進と交通安全適応能力の助長，ポスター・広報資料のデ

ザイン等

○家庭（5～6　）：食物と衛生・栄養，家庭衛生・住居衛生等

○体育（1～6年，保健（教科）は5～6年においてそれぞれ年間］O～11時間学習させる）：身体の

育成，体力向上，情緒安定，健康・安全な運動の実施，　（保健）心身健康の理解と身体発育の認識，

嗜好品と健康，飲料水と健康，目・耳・歯の障害と予防，けがの予防，生活場面の安全対策，学校保

健活動等

○道徳（1～6年）：生命尊重，健康増進，安全保持，環境衛生，公衆衛生，生活の健全化・合理化

等

　このほか，特別活動の諸分野においても，適時・適切に保健指導の場面が展開されることになるのは，

この領域の内容をみても当然のことといえるであろう。

　新小学校学習指導要領に盛られた各教科，道徳の領域や分野と歯科保健関係の事項をどのようにつなげ

ることができるかをみると，表4に示すとおりとなる。

表4改訂小学校学習指導要領（各教科・道徳の2領域）と歯科保健をつなげる主な場面

国　　語

第

1
学
年

社　　会

○保健室，健
　康診断，健
　康相談，保
　健指導，保
　健的行事
○保健衛生関
　係職種
○衣食住の生
　活
○季節変化と
　家庭の衣食
　住

算　　数 理　　科

○動物の食べ
　物・食べ方
　の違い

図画・工作 家　　庭 体　　育 道　　徳

○自分たちの
　世話をして
　くれる入び
　とに感謝す
　る（低学年

　1～2年）
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第

2
学
年

第

3
学
年

国　　語 社　　会 算　　数

○伝言己を読むb上下水測○酬擁
（医学者な
どの）

活
医
活
社
活

藩
講
保
動
療
用
会
用

○

と
活
離
問

境
生
・
健

環
住
地
保

然
食
き
の

自
衣
へ
島
題

○
　
○

む
な
　
来
く
事
マ

読

者
出
書
行
P

を
学
）
や
を
健
テ

記
医
の
事
と
保
を
）

伝
（
ど
行
ご
（
等
に

○
　
　
○

第

4

学
　
年

第

5

学

年

－
H
－

　
日
h

○同上 ○食品衛生・
　栄養（食品
　工業）
○統計資料・
　グラフの利
　用

○棒クラフの
　読み方，書
　き方
○折れ線グラ
　フの読み方

○棒グラフ・
　折れ線グラ
　フの使い方

第

6

学

年

○平均
○度数分布図
　表
○以上・未満
　などの区間
　表示
○資料から割
　合を求める
○円グラフ・
　帯グラフの
　使い方

○同上 ゜糠灘纏襟
の生活凋
土衛生）

○表やグラフ

理　　科

○冷血動物の
　住い，食べ
　物

図画・工作

○デザイン：
　行事の通知
　などを作る

　　　　　　10ほう酸’溶・液1

○食塩溶液
○でんぷん，
　あぶら，た
　んぱく

○絵画：身辺
　の事物の描
　写

：
校
知
の
て

ン

学
な
も
し

イ
・
要
る
夫

ザ
級
必
せ
工
る

デ
学
で
ら
を
作

○

家　　庭

・人体各部tE．1・デザでン・1

肥
　
歯
機
　
ル

機
　
・
・
要
ア

・

要
耳
造
概

，
性

造
概
・
構
の
性
リ

構
の
目
の
能
酸
力

　
　
○
　
　
○

学級　学校
で必要な通
知・広報な
どの作成

○食物・日常
　の食物，食
　品の栄養

体　　育

○う歯とそしゃ
　くの関係
○う歯の現状，
　予防法

○食物の消
　化：そしゃ
　く，酵素の
　働き，吸収，

　同化
○栄養素の代
　謝，エネル
　ギー転換

゜絵画：躯゜告箒誘新学校生活と

　　　　　　　養
○　　イン

物事

：
域
要
広
作

　
地
必
・
の

　
・
に
知
ど

ザ
校
会
通
な

の

写
デ
学
社
な
報
成

　健康，保健活
　動：校内保健
　活動，学校・社

　会の健康（職
　業や施設）
○社会の健康と
　自分の役割：
　地域民・国民
　の健康状態，
　科学の進歩と
　健康，健康な
　社会の建設

道　　徳

自
・
め
め
人
敬
る
：
）

に

康
努
　
た
す
尊
す
年
年

的
健
に
　
の
く
を
謝
学
4

極
の
全
　
共
つ
と
感
中
～

積
他
安
る
公
に
び
し
く
3

0
　
　
　
0

　すなわち，国語，社会，算数，理科，図画工作，家庭，体育，道徳などの学習的教育活動の中に，かな．

り沢山の関係事項が取り扱われていることがわかる。

2．　中学校教育課程

1）　教育課程の内容

　現行の教育課程は現行小学校の場合と同様に①各教科（保健体育を含め必修8教科，選択9教科）②道

徳③特別教育活動④学校行事等の4領域によって編成されている。

　ところが，昭和44年4月の学校教育法施行規則の一部改正および中学校学習指導要領の全部改正によ

り，新たに3領域の課程として編成されることになった。これは，昭和47年度から全国的に実施される運
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　新中学校教育課程の3領域は，図5に示すとおり①各教科（保健体育を含め必修8教科，選択6教科そ

の他）②道徳③特別活動という新しいスタイルに精選・集約されている。

図5改訂中学校教育課程の領域編成

中学校教育課程

（3　領域）

各　　教　　科

徳

一
（必修）国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体

　　　　　育・技術一家庭

一
（選択）外国語・農業・工業・商業・水産・家庭・学習

　　　　　指導要領で定めるその他特に必要な教科

道

特　別　活　動
一
生徒　活　動

一学級指導

一学校行事

　新中学校教育課程の特色として，特に保健という立場で目立つ点は，学習指導要領の総則第3に　「体

育」の充実がうたわれ，学校の教育活動全体を通じて適切に指導を行なうことを要請したことである。こ

の体育は保健という言葉と置き代えることができる，いわゆる広義の体育を指すものであることは，新小

学校学習指導要領における場合と全く同様である。

現行の特別教育活動と学校行轄を統合して新た｝ご謝られた糊活動ぽ・図6に示すとおりの内容で

構成されているが，新小学校課程の特別活動の内容とくらべ，心身の発達段階に応じてかなり多様化さ

れ，保健指導は学級指導（健康・安全に関すること）と学校行事（保健・安全に関すること）の場面で主

として取りあげるようになっている。

図6特別活動の内容（改訂中学校教育課程）
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2）　新中学校教育課程と歯科保健
　新しい中学校教育課程において保健学習の中心となるのは，新中学校学習指導要領に示される保健体育

（教）科の中の「保健分野」である。
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この分野の学習内容は，次に示す7つの大項目と29の中項目によって構成されている。

①健康と身体の発達：健康のなりたち，身体の発育，身体の機能的発達

②環境の衛生・空気条件と照明・飲料水の浄イヒ法汚物哨害融などとその処理，館と健康

③生活の安全：事故災害とその防止，交通事故とその防止，外傷や急病とその防止，救急処置

④顯姓活の設計と雑・栄養の群と食品の雑価，栄雛害と食中毒，薬品嗜好品と健康，
　疲労と休養，健康な生活設計

⑤病気とその予防・伝染病の予防清少年のかかりやすし病気成人に多い病気識業病と風土病，

　病人の看護

⑥精神の健康：精神の発達，精神の障害，健康な精神生活と心身相関

⑦国民の顯・国民の寿命・国民の傷病，国民の保va・＃il」　1lll［　，保健・医療に関する社会保障訟衆衛生

　の進歩

　これらの学習項目は，①と②を1学年において20時聞，③と④を2学年に，また⑤，⑥，⑦を3学年に

おいてそれぞれ25時間ずつ・3学靴わたり7・時間の授業騰をかけて生徒に教えることになっている。

　一方，保健体育科の「体育分野」は，この分野の目標が体力の向上，生活の健全化・明朗化にあること

からも，当然保健的配慮の裏付けがなければならないから，体育分野そのものが保健教育と表裏一体のも

のであるべきはずのものである。

体育分野以外の緻科においても・保健1こかかわりを持つ事項は少なくない．ここには特に保鰍育と

関係が深い教科とその内容のあらましを紹介しておこう。

○社会：地理的分野（自然聯と顯）・歴史的分野（科学の発達と文化の大衆化）訟民的分野（家族

　生活，社会生活，経済生活，国民生活と政治）

○理科〔第2分野（生物分野）〕：生物の種類と生活（生物と細胞等），生活活動のエネルギーと光合成

　（生活活動のエネルギー，光合成と物質交代），動物の物質交代（血液循環，消化器の構造・機能：栄

　養摂取・消化吸収，酵素の働き等）

○技術・家庭（女子向き）：〔1学年〕食物（青少年の栄養，食物と生活），住居（住生活と健康）：

　〔2学年〕食物（成人の栄養，強化食品・食品添加物，食物と生活），褄服（衣生活と健康）：〔3学

　年〕食物（幼児と老人の栄養），保育（幼児の心身発達：体重・身長の発育とそのバランス，乳歯の

　重要性・運動機能の発達傾向，情緒・社会性の発達傾向，幼児の遊び，幼児の衣生活，幼児の食生

　活，保育と環境との関係）

O道徳：①生命の尊重，心身健康の増進，節度・調和のある生活（自他の生命の尊重，身体・精神の健

　康の保持増進）　②身辺の整理・整頓　③人間性の愛惜，美・崇高性を感受する心の涌養　④男女の

　清純な交際と健全な異性観の把握

　新中学校学習指導要領に明示された各教科，道徳の領域・分野のどこにどのようにして歯科保健を結び

つけるかを，場面ごとに整理してまとめると表5のようになる。

　すなわち，国語，社会，数学，理科，美術，技術・家庭（女子向き），道徳などの学習的な学校教育活

動の諸場面に，多くの歯科保健指導の機会が存在することを知ることができるのである。
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表5　改訂中学校学習指導要領（各教科・道徳の2領域）と歯科保健をつなげる主な場面

国 語 社 会 数 判理 科

第

1

学

年

第

2

学

年

第

3

学

年

○読むこと（記録・報告・説明・報道な

　どの文章を読む；伝記などを読む）

○聞くこと，話すこと（話し合い，討

　議・会議に参加し，また司会する；

　発表，報告，説明をしたり，聞いた

　りする）

○書くこと（記録・報告・説明などの

　文を書く）

○聞くこと，話すこと（話し合い，討

議・会議の参加・司会）

○読むこと（記録・報告・説明・報道

　などの文章を読む；伝記などを読
　む）

○書くこと（記録・報告・説明などの

　文章を書く）

○聞くこと，話すこと（話し合い，討〔公民的分野〕
　議・会議の参加・司会；発表，報告，○家族生活（健康で文化的な家
　説明をしたり聞いたりする）　　　　族生活一家族生活の課題）1
　　　　　　　　　　　　　　　　　0社会生活（職業と生活；地域
○読むこと（記録・報告・説明・報道　社会の生活；地方自治と住民
　などの文章を読む）　　　　　　　　　；社会生活と文化）
　　　　　　　　　　　　　　　　　○経済生活（家計と企業；日本
○書くこと（記録・報告・説明などの　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済の現状と課題
　文章を書く；意見・主張などを文章○国民生活と政治（日本国憲法
　に書く）　　　　　　　　　　　　　と基本的原則）

0目的に応じて資材

　を収集，整理し，

　表，グラフ，代表

　値などを用いて，

　その資料の傾向を

　知る（度数分布・

　ヒストグラム等）

○簡単な場合の統計
　的資料について，
　散布度や相関の見
　方を理解させる
　（標準偏差，相関
　表，相関図，標
　本，母集団，標本
　調査）

〔第2分野〕

○消化器の構造・機能

　（栄養分と食物，消

　化吸収；消化と酵
　素；食物摂取法と消

　化器の構造，動物に

　よるそれらの差異）

美 術1 保健体育（保健分野） 技術・家庭（女子向き） 1道 徳

第

1
学
年

第

2

学

年

第

3

学

年

○デザイン（伝達の

ためのデザインが

できるようにす
る；使用のための

デザインができる

ようにする）

○デザイン（伝達や

　使用のためのデザ

　インができるよう

　にする）

○健康と身体の発達（健康のなりたち

　；身体の発育）

○環境の衛生（採光・照明；飲料水と

　水の浄化法）

○生活の安全（事故災害とその防止；

　交通事故とその防止；外傷や急病と

　その防止；救急処置）

○健康な生活の設計と栄養（栄養の基

　準と食品の栄養価；栄養障害と食中

　毒；健康な生活の設計）

○病気とその予防（青少年のかかりや
　すい病気一近視，う歯，歯肉炎，副
　鼻腔炎など；職業病と風土病）
○精神の健康（精神の発達；健康な精
　神生活と心身相関）
○国民の健康（国民の傷病；国民の保
　健制度；保健・医療に関する社会保
　障；公衆衛生の進歩）

○青少年の栄養（成長と栄養の関係；

　食品の栄養的特質；食品群別摂取
　量）

○食物と生活の関係（青少年の好みと

　食習慣；日常の食事作法）

○成人の栄養（栄養の特徴；栄養所要

　量；食品群別摂取量）

○日常生活における食品（強化食品と

　加工食品；食品の添加物）

○食物と生活との関係（成人の食習
　慣）

○幼児と老人の栄養・幼児向き，老人
　向き行事食の献立作成
○食物と生活との関係
○幼児の心身発育（乳歯の重要性とい
　う中項目あり）
○幼児の食生活についての指導（幼児
　食・間食の考え方等の中項目あり）
○保育と環境との関係（幼児の成長発
　達に関係する環境因子の取りあげが
　みられる）

○生命を尊び，

　健康を増進

　し，安全の保

「持に努める・

10自分たちや世

　のなかのため

に尽くしてく

れる人々に対

し，尊敬し感

謝する。

（各学年を通

じて）
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表

3．　高等学校教育課程

　現行の高等学校教育課程は，昭和35年10月の学校教育法施行規則・高等学校学習指導要領の改訂以来，

これらに基づいて今日まで存続している。この教育課程は，①各教科・科目②特別教育活動③学校行事等

の3領域によって編成されている。これらを，②と③の中身を一緒にならべて示すと，図7のとおりであ

る。

図7　現行高等学校教育課程の領域編成
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学校行事等

一
すべての生徒に修得される教科一国語・社会・数学・理

　科・保健体育・外国語，その他普通科および職業科等に

　別々の履修教科が定められている。

一
ホームルーム

生徒会活動

クラブ活動

一
儀　　　　　式

一学芸的行事

一
保健体育的行事

一
遠 足

行

他

旅
　
の

学修

そ

　小・中学校における教育課程の1領域に位置づけられた道徳は，高等学校では1領域として独立せず，

学校の教育活動全体を通じて行なう道徳教育という形で展開されることになっているが，関連の最も深い

教科は，社会科の1科目として設けられている「倫理・社会」である。

　高等学校の教育課程およびその基準を示す高等学校学習指導要領は，小・中学校のそれらと同様に時代

の流れに即応させるために改訂を行なう必要に迫られており，昭和48年の新教育課程の全面実施をめどと

して，目下教育課程審議会において改訂に関する検討が進められている。

　現行の高等学校教育課程の内容を具体的に示す学習指導要領の各教科等の内容には，保健関連の事項が

少なからず存在しているが，これらは早晩改変される運命にあるので，参考までに歯科保健をつなげるこ

とが可能と思われる主な場面を拾いあげてみると，表6のとおりである。

　一・見して，社会，理科，保健体育，家庭（普通科女子・家庭一般）などの教科の中に，関連事項が散在

していることがわかる。
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表6　現行高等学校学習指導要領（各教育）と歯科保健をつなげる主な場面

第1学年

第2学年

第3学年

社　会

○社会福祉の

　増進’：社会

　保障，社会

　保険，公的

　扶助，社会

　保障制度

理　科

○生物体の構成：細胞

　の構造，個体の構成，

　生物体の物質的構成

　など

○生物体における物質

　・エネルギー交代：

　物質交代，エネルギ

　ー一交代，．酵素，生物

　の栄養など　　　尊

○動物の栄養：栄養素，

　消化の意義，消化運

　動，消化酵素，吸収

　など

保　健　体　育 家庭（普通科女子・
家庭一般）

○主な元素とその化合

　物：非金属・金属元

　素

○生物体に関係ある物

　質：炭水化物，脂肪，

蛋白質（酵素の働き

についても触れる）

〔2～3年〕

○人体の生理：加令な

；どによる身体変化

○人体の病理：病気の

　原因，主因，誘因，

　内因，外因，病変，

　症状（転帰，治療，

　治ゆ，後遺症など）

○労働と健康・安全：

　職業病，労働災害

○公衆衛生：公衆衛生

　の基礎的活動（衛生

　統計，保健管理），

　公衆衛生の内容と機

　構（疾病予防・医療

　・社会復帰，母子衛

　生，栄養改善，環境

　改善，公衆衛生と社

　会保障・社会福祉），

　公衆衛生と健康の本

　質（健康観の変遷と

　公衆衛生道徳，公衆

　衛生の発展）〔2～

　3年）

0栄養と献立：年齢別・性

　別・労働別栄養所要量，

　食品の栄養価，栄養の充

　足，嗜好と献立

○日常食品：炭水化物性・

　脂肪性・蛋白質性食品，

　ミネラル給源・ビタミン

　給源食品，エンリッチ食

　品

○食生活の合理化：家族の

　栄養改善

○乳幼児の保育：乳幼児の

　心身発達（身体発育とそ

　の特徴），乳幼児の食物

　（乳幼児の栄養，幼児食

　の献立調理），乳幼児の

生活指導（基本的習慣）

〔1～2年〕

4．特別活動等と歯科保健

　望ましい集団活動をとおして，心身の調和的な発達を図るとともに，個性を伸長し，協力してよりよい

生活を築こうとする実践態度を育てる（改訂小学校学習指導要領における目標），生徒の自主的，実践的
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な集団活動や教師と生徒および生徒相互の人間的な接触を基盤として，人格の調和的，総合的な発達を図

る（改訂中学校指導要領における目標），生徒の自発的活動をとおして，個性の伸長を図り，民主的な生

活のあり方を身につけさせ，人間として望ましい態度を養う（現行高等学校学習指導要領における特別教

育活動の目標），各教科・科目および特別教育活動のほかに，これらとあいまって高等学校教育の目標を

達成するために，学校が計画し実施する教育活動とし，生徒の心身の健全な肇達を図り，あわせて学校生

活の充実・発展に資する（同前学校行事等の目標）などを実施させるため，特別（教育）活動などの領域

が教育課程の中に位置づけられている。

　これらの領域において，歯科保健を指導できると思われる場面を取り上げてみると，表7のとおりであ

る。

　改訂・現行いずれの領域においても，かなり多くの歯科保健指導の機会が存在することがわかるであろ

う。

表7教科・道徳以外の学校教育課程における歯科保健関係事項の

　　指導場面（改訂・現行両課程の比較）

改
訂
学
校
教
育
課
程

（小
・
中
学
校
）

（小
・
中
⊥
局
等
学
校
）

現
行
学
校
教
育
課
程

特 別 活 動

児　　童　　活　　動
（中学校は生徒活動）

○児童会活動（中・高では生徒

　会活動）

○学級会活動（高ではホームル

　ーム）

○クラブ活動

○児童（生徒）保健委員会活動

　等

特別教育活動

　○児童会活動（小）f
　　　〔生徒会活動（中・高）〕

し　○クラブ活動（小・中・高）
　○学級活動（小・中）

　　　〔ホームルーム（高）〕

学　　校　　行　　事

○定期健康診断

○臨時健康診断

○歯の衛生週間

○交通安全週間

○月例体重測定

○遠　足

○修学旅行

○学校保健委員会

○給食週間

○展覧会　○映画会

○諸統計作成

○安全指導

○全国的な保健諸行事の教育活

　動への取りあげ等

学　　級　　指　　導

○学校給食

○保健指導

○安全指導

○健康相談等に応ずるための事

　前指導

○手洗い・うがい指導

○うがい・歯みがき指導

○食事・間食指導

○給食後の歯みがき

○朝の健康観察

○あそびの指導等

学　　校　　行　　事　　等

○儀式

○保健体育的行事

○修学旅行

○その他

○学級指導的教育活動

○個別指導的教育活動

○学芸的行事

○遠足

○学校給食

18
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おわりに

　歯学の理論・技術を，個人やその集団社会の健康生活を充実させるたさ6に適用することが歯科医療であ

る。さらにこの学理や技法を，学校教育の目標達成のたtoに，保健教育・保健管理という活動の中に織り

込んで，学校という生活協同体の組織活動として推進するのが，学校歯科保健活動ということになる。

　従来ややともすると，学校歯科保健活動とは学校歯科保健管理活動のことであると考え勝ちであった多

くの学校歯科医に，保健教育に果たす歯科領域の重要性を認識してもらいたいことを願って駄文を綴っ

た。そして，生命と健康がこよなく尊いものであることを教える保健教育のうえに，歯科領域がなにをも

元らすことができるかを考えることは，学校歯科医の各人にとっての大きな命題であることもここに強調

しておきたいのである。

参考文献

1）　能美光房：新しい小学校学習指導要領と歯科保健，日本歯科評論，No・　310，970，昭和43年．　2）　能美光房：新しい学校

教育課程と保健，学校保健ジャーナル，27号，1，昭和43年．　3）；能美光房：学校歯科医の職務はなにか，日本歯科評論，No．

312，1240，昭和43年．　4）　能美光房：学校教育課程と歯科保健，歯界展望，32（5），924，昭和43年．　5）　能美光房：学習

指導要領の改正と歯科保健と如何につなぐか，第18回全国学校保健研究大会歯科職域集会誌，P．11，昭和43年（11月21日，於岐阜

．県）．6）　能美光房二改訂小学校学習指導要領のなかの歯科保健の扱い，日本歯科評論，No．314，1496，昭和43年．　7）　能美

光房：小学校学習指導要領の改正と歯科保健，目本歯科医師会雑誌，21（9）839，昭和43年　8）　植村肇，他：中学校保健改

訂案の概要，中等教育資料，18（1），46，昭和44年．　9）能美光房：中学校学習指導要領改訂案の中間発表，日本歯科評論，昭和

44年．　10）　山田茂、：児童・生徒のう歯の現状と予防，健康と体力，1（2），80，昭和44年．　11）　能美光房：改訂中学校学習指

導要領と歯科保健をどうつなぐか，日本歯科評論，No．320，726，昭和44年．12）　能美光房：中学校学習指導要領の改訂と保健

教育，健康教室，No．225，33，昭和44年．13）　山田茂二学校歯科新書，東山書房（京都），昭和42年．
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日学歯の法人化問題をめぐって

日本学校歯科医会副会長栃原義人

　向井喜男会長が退任されるに当たり残されていた1案件　　日学歯の法人化問題　　が再び姐上に上っ

た。これに対し湯浅新会長は，この課題はボタンを押すだけに進められているので，後はただ決断とテク

ニツクの考究だけだ……という意味を述べられている。全く，その通りであるが，いざ断行となれば悔を

残さないようさらに広く慧智を集め慎重に取り扱うべきであろう。考えて見れば創立後，早々に法人にし

て置けば何でもなかった問題であった。ここまで成長するに，さほど支障もなかったと思われるのに，そ

れを今頃，改あて法人化する価値があるのだろうか，そのため会の強化にヒビが入るようなことはあるま

いか。ここで再び利害得失を充分検討したいとするのも無理からぬ。

　筆者は先に，法人化準備委員として直接関与したことがあるので，ここに私見を織りまぜ，この案件を

めぐっての経過を述べて置きたいと思う。

－
卍

　
I
　
I
I

なぜ，日学歯を法人としたいか

　日学歯を強化し発展させるたtoには法人化すべきであるとの考え方は創立以来の懸案であり，昭和38年

山形総会において法人化が決められ第1回委員会は39年3月に開かれた。さて，実動に入るとスムー一一ズに

進まなかった。歯科界の広い理解が不充分のためだったと思う。日学歯は性格上，人格ある意志表示ど執

行力を持つことが望ましい。日歯の機構の中にある日本歯科医学会は法人化の必要がなくとも，日学歯に

は必要がある。両者の本質的相違から当然であろう。

法人化準備委員会の答申書

　昭和38年10月，山形総会の決議iに基づき向井会長は委員会を設置し「日学歯を法人とするための定款そ

の他，これが準備に関する件」を諮問した。よって，法人化準備委員会は，委員会の結末を翌39年9月，

富山総会で報告した。

　答申：日学歯を法人化することの有利さは，会の性格上，疑義ないところで創立当初からの懸案であり

昭和38年度総会（山形）にて法人化が決議されている。而して，日学歯現時の発展を顧みる時，日歯の庇

護育成に負うところもまた少なくない。将来とも，日学歯は日歯と不離不即の関係で協力すべきことは言

を要しない。そのことは，本会会則第14条にも唱われている通りである。さて，本委員会は，会長諮問に

答えて立案，慎重審議を重ね，定款および運営規程については，一応の成案を得たので，ここに案文をそ

え報告申し上げます。

　なお，社団法人日本学校歯科医会発足の趣旨，内容については，広く日学歯ならびに日歯に充分理解さ

れるよう御配慮を希望し，また一面，法人化断行による歯科界の混乱を感得される節あり，この点は今一

度，私どもの真意の本態に湖り御検討の上，情勢判断に遺漏なきよう期待していることを申し添えます。

添付書類　1．社団法人日本学校科医会定款案　2．施行細則案
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　なお，総会での法人化に関する議案の取扱い方は，役員改選前に審議を進められたきこと，また，法人

化された後も，日学歯事務局は日歯会館内に置かれるよう希望した。

　議案は審議の結果，保留の形となったが議場では代表者より……強力に推進せよ……との発言が多くあ

った。爾来，向井会長は本会の立場からのみでなく，関係方面との問題もいろいろ考慮されて今日にいた

っているところである。
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歯科医師会との関係位置づけ

　日学歯は地方学校歯科医会の連合体で統合指導的役割を果たす純文化団体だけに経営面の弱点は宿命的

ともいえる。もともと学校歯科医会は，歯科医師会から自然発生的に生まれたものである。変なたとえだ

が，ある点では歯科が医科から分離発展した過程にも似ている。ともあれ，学校歯科医会は，わが国の学

校保健制度で定められた学校歯科医が結団して，この分野の円満な発展に奉仕すべく生まれたものであ

る。その存在価値は既た過去の実績によって証明されている。さて，実際問題としての学校歯科医会の運

営は東京，大阪，各古屋級の大都市を除くほとんどの地方においては，歯科医師会の組織を借りずしての

独立運営は先ず困難であり，かつ，無意味に近い。法人化は中央の日学歯だけであるとしても，その事に

からんで日学歯が日歯から遊離したイメージを地方に与えることはマイナスである。心すべきはこの点で

ある。

　要するに，日学歯と日歯との協力体勢が従前通り保たれるならば，日学歯の法人化は大いに祝福するに

価いする。ともあれ・私どもは・日学歯のすごやかな成育を祈念するのである。愛すべき次代を担う小国

民たちの幸福のために　　。

小学校学習指導要領の一部改訂を要望するの件　（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学習指導要領に関する小委員会

1．改訂要望の主旨

　　来る昭和46年4月1日より施行せられる小学校学習指導要領第5学年体育の内容G保健（3）のウに「う

　歯とその予防について知ること」のつぎに・「歯肉炎とその予防について知ること」および「不正咬合と

　その予防について知ること」を加えることを要望する。

2．改訂要望の理由

　イ）歯肉炎は小学校児童においてもしばしば認められることは公知の事実である。したがって小学校児童

　　においても歯肉炎とその予防について知ることは必要であると考えられる。

　ロ）歯肉炎は小学校児童にみられる歯科疾患中・その大部分が日常の健康生活の指導によって予防でき，

　　治癒に向わせることのできるものであるから・小学校の保健教育においても特に重視する必要があると

　　考えられる。

ハ）不正咬合は大部分小学校児童の年代において発現するものであり，その一部は保健指導によって予防

　できるものであるから・小学校においてその予防について知ることは必要であると考えられる。

二）不正咬合の治療開始時期は小学校高学年が最適と考えられ，この時期を失すれば治療困難となるばあ

　いもあるので・小学校において不正咬合とその予防について知ることは必要であると考えられる。

L
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歯の作文の一例

新潟県学校歯科部会本間雄

　新潟県歯科医師会，並びに県歯公衆衛生委員会

では，日頃児童，生徒が歯の衛生，，知識に関心を

持つには如何にしたらよいかと種々の角度から検

討している。すでに「歯の衛生週間」中には小，

中学生の図画，ポスター，標語の募集は全県下に

周知徹底して実施され，その審査，処理について

各郡市会ではより効果的な方法を研究されている

と聞いている。その外，児童，生徒が歯の衛生に

ついて関心を高あるための方法，手段が県歯会発

行の「新歯界」に紹介されている。本年度は，三

条市歯科医師会が，市教委，学校当局の協力を得

て，小，中学生の作文募集を実施されたので，ま

だ審査の段階の時点ではないが，森山県歯会公衆

衛生委員の御厚意により，その一作品を御披露申

し上げることにした。

　　　わたしの歯

　　　　　　　　三条小学校3年4組　内藤寿恵子

　わたしのはは，むしばが1本もありません。それが

わたしのはのじまんです。でもはがでこぼこで，おと

なのはは，あまりなく，こどものはのほうが，たくさ

んあります。それに，ははぬけているのが5本か6本く

らいあるので，ときどき「や一い，はぬげばあさんや

い」と，いわれるときもありました。いもうとは，は

が白くて，むしばも1本もなく，ぬけたはもありませ

ん。わたしは，いもうとのきれいなはをみるたび　き

れいだなとおもいます。ときには，わたしもそんなは

にしたいとおもいました。わたしは，2年生のとき，

右がわのはしのほうに大きなやえばがありました。す

ごくとんがっていて，かたちはとんがり山のようなか

たちをしていて，さきのほうはまるではりのようなと

んがり噛さでした。ときどきそのやえばが，口の中のに

くに，ひっかかって，ものすごくいたいときもありま

した。でも，ほけんしつの先生や，ほかのはのわるい

人と，さとうはいしゃにいってちゅうしゃをうってぬ

いてもらいました。かえるみち「先生にぬいてもらう

とき，いたかったよ」ということばがたくさんでてい

ました。

　わたしは，そのぬいた日から，ぬいてよかったなあ

とおもいました。そしてもう大きなやえばをつく・らな

いようにしたいとおもいます。それに，こんどからも

あさもばんも2かいずつはを，みがいて，むしばをつ

くらないじょうぶなはに，したいとおもいました。
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本校における学校歯科保健の20年の歩み

横浜市立港北小学校

校長小玉　晶

学校歯科医細田ツギ

保健主事小田切照穂

養護教諭杉本悦子

教諭吉田カヨ子

はじめに

　本校20年の学校保健は，常に児童の全生活の基

盤となる健康の維持と増進に，医学の進歩の中に

ともすれば形式的になり勝ちになる中で，実質的

に児童自身にはねかえり，将来への幸福となるよ

う，実践展開され，今日にいたった。

　すなわち，学校保健全領域にわたって，かたよ

りのない充実を目ざし，歯科における健康の増進

（歯科保健の充実）これを核として発展させ，現

在にいたった。

○本校の概況
可

⊥
9
臼
3

4．

5．

開校　昭和24年一創立20年を迎える。

学区　横浜市の北部郊外

学校規模　児童数　約1，100名

1　学級数27学級
　　　　　校長および教師数　34名

父母の職業と環境　大部分が勤め人一東京

　　　　　　　　　横浜の中心へ

　　　　　一部商業従事者

　　　　　住宅地の恵まれた環境にある。

表彰（学校保健関係）　神奈川県よい歯の

　　　　　学校一創立以来毎年

　　　　　神奈川県歯科保健優良校一昭和

　　　　　42年，43年

　　　　　全国よい歯の学校一昭和36年，

　　　　　37年，40年，41年，42年，43年

　　　　　神奈川県保健優良学校一昭和37

　　　　　年，43年

第1図

100人当処置歯、う蝕歯、C亀十C竃歯数の推移

180－

160－

140一

　　　八
　
　
／
＼
　
！
　
ノ
　
V
　
’
r
処
置
歯
／
1

　　　’
1＼》」1

120一 ！
ノ

100一

’
1

80一
’
！

60一
q、　　　う蝕歯
＼
、

ヤ、　　　　2＼

40一
、　　　　　　　’　　、、

、　　　　’　　　、、

＼／　　＼／＼、ノ　　　　v　　　’帆、

20一
ビ　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　℃

C3°十C4°

0 ト『
＼＼　　　．　　　一＿4＿＿

35　　　　37　　　　39　　　　41　　　　43
　　　　　　　　年　　年年　　年　　年

23



1

ー
n
I

　6．学区内外の歯科診療所

　　　　　　　　児童の利用し得る診療所は約10

　　　　　　　　カ所

　なお昭和35年度以降，児童の永久歯，う蝕罹患

ならびに処置状況の推移は第1図の通りである。

（昭和34年度までの成績は，第25回学校歯科医大

会において発表ずみ。）

学校歯科保健の位置づけ

　本校では，う蝕の抑制を目標として，歯科保健

は学校経営計画の中に位置づけられている。した

がって，毎週火曜日の午前中を検査によるう触の

発見と，治療を通しての個人指導等にあて，年間

の計画にもとつく，学年，月別，時数等保健計画

に明確な指導内容をもって進めている。

　学校歯科保健について本校のねらい抜すい。

　1．むし歯の早期発見と早期治療につとめさせ

　　る。

2．むし歯予防が健康増進に深い関係にあるこ

　　とを理解させる。

3．むし歯予防について理解を深めるととも

　　に，実践力を養う。

（1）早期発見

　　学期1回の全員検査を行ない，むし歯のあ

　　る児童について臨時検査を重ねる。

②　早期治療

　　○発見されたムシ歯は，早く処置する。校

　　内では毎週火曜日を歯の日とし，予防処置

　　　と検診にあてている。

　　○要保護，準要保護児童は学校病の治療費

　　をあてることができる。

　　○勧告にしたがって，早期治療のできるよ

　　うに指導する。

（3）歯みがきの徹底

　　○朝晩歯みがきをするように徹底させる。

　　　（3，3，3方式にもとついて）

　　○歯ぶらしのえらび方

（4）おやつのえらび方

　　○よくない，おやつとは，

　　○おやつの与え方の工夫

（5）児童の理解

24

○健康手帳を利用して自己の歯の状態を知

らせるとともに，常に関心を払い，すすん

で予防につとめる態度を身につけさせる。

○歯みがきをすることによって，むし歯を

予防するとともに，身体の清潔につとめさ

せる。

学校歯科医の管理

　（i）検査

　各学年ごとに，検査回数が増すと同時に処置歯

数および未処置歯数が増加しており，未処置歯数

の方が，処置歯数より，多数となり，う歯の進行

が如何に早いか，さらにより多くの処置を必要と

するかを示している。

第1表年間3回の検査結果から

学

年

1

2

3

4

5

6

計

検
査
時
期

40．4

40．9

41．1

40．4

40．9

41．1

40．4

40．9

41．1

40．4

40．9

41．1

40．5

40．9

41．1

40．4

40．9

41．1

40．4

．40．9

41．1

検
査
人
員

148

148

148

195

193

192

188

185

186

215

214

214

187

182

182

181

179

176

1，114

1，101

1，101

処

置
歯

17

70

100

112

209

219

316

375

388’

438

507

532

474

487

515

495
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522

1，852

2，159

2，276
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　臨時検査の未処置う歯あるものは，他に最少3

回検査し，検査のつど，前指示の結果を点検把握

し，必要あるものには，．直接児童に指導をくり返

している。検査は明視野に留意し，鮮明な歯銑

鋭利な探針を使用している。

　また検査と同時に指導が展開される。すなわち

保健室に常備されている鏡，掛図，模型等を活用

しているが，その中でも日常，しばしば手鏡を児

童に持たせ，その児童の口腔内景，たとえば「6一

の頬面充填物の破折，　15未萌出の際における

　「6一近心面のう触，　「6の咬合面にあるアマ充の

破損，充填物縁の二次う触，　厄近心歯頸部の溢

出過剰充填物，歯垢歯石による歯齪縁炎，後続永

久歯の出齪を妨げている晩期残存乳歯および残

根，保隙装置の撤去清掃手入，加療中止のものは，

その個所を指摘，直視させ，児童および担任教師

の理解を深めている。

　この際養護教諭は第25回全国学校歯科医大会誌

上で発表した，本校独自の歯牙保健管理表（以下

管理表と称す）に記入し，同時に昭和39年度から

採用している健康手帳と併用して，処置完了した

ものにもかかわらず，まだ指示票の貼布ないもの

は，処置ずみ歯の記号を記入する。健康手帳の活

用については別記のとおりである。

　検査時，恐怖心をいだいている児童に対して

は，同学年のすでに処置完了したものの口腔内を

見せ，あるいはその時の体験談を聞かせ，恐怖心

の除去につとめる等，なんらかの方法をもって加

療しようとする動機づけに心がけ，また数回の勧

告でようやく処置した児童には，多くの級友中に

おいて担任教師を交じえて賞讃につとあている。

　（ロ）う触卸制手段

　歯ぶらしによる清掃指導は常時反復実施してい

るが，特に新入時の健康診断および父母会におい

て，歯科保健，特にう触抑制手段の必要性を認識

させると同時に，治療勧告と指導は極めて効果的

であること。特に6歳臼歯の重要性を強調し，さ

らにこれから出齪する永久歯に対して，家庭で実

施し得られる方法として，顎型に適した大きさの

歯ぶらしと現在市販されている弗素入磨歯剤の励

行を指導している。入学後は，定期検査の結果に

もとづき，治療を指示すべきものは指示し，さら

に6歳臼歯の使命の重要性にかんがみ，保護者の

了解のもとに刷掃と平行して，萌出間もない第一

第2表細筆法による鍍銀成績

健　全　面　数

園照酬実験面
180

i80

う蝕発病面数

発　　病　　率

64　7nv”　’b’i『

35．5　　　　　　　　17．2

萌出間もない大臼歯咬合面12カ月

大臼歯にう触抑処置，すなわち，嶋村，木津，川

崎が検討した細筆法による鍍銀法を施し，12カ月

の成績は第2表の如く，50％以上の抑制率を示し

ている。

　鍍銀法実施に際して，児童の指導はもちろん家

庭にも，文書をもって緊密なる連絡をとったが，

観察中，校外歯科医療機関により，う触歯と誤診

されてか，充填された十数例を認あたことは，実

施当初予想外のことで，弗化第一錫使用の場合と

同じく，塗布面が黒く着色するので，実施に当た

って十分な注意が必要であると思われる。

　また，小窩裂溝の初発う触，いわゆるSticky

Fissureは，極力早期発見につとめ，発見する

と，すみやかに，エヤタービンで温水噴霧のもと

に開拡し，ラバーダム完全防湿下アマルガム充填

をする。この際児童には手鏡により，ときどきう

窩の形態，深さ，大きさ，病的象牙質等を直視さ

せ，歯科治療を十分に体験させて，将来の歯科保

健に対する態度を涌養すると同時に，その体験を

クラスで発表し，学級活動の一端となるように，

管理し，指導を行なっている。

　㈲　養護教諭および学級担任の協力

　学校歯科医の検査は，各学年，各組別の歯牙管

理表に，そのつど整理され，養護教諭と担任教師

との密接なる連絡により，各学級においては，実

態に即した個人指導が常にくり返されており，添

付事例は学校保健に直接たずさわる養護教諭を介

して，担任教師のたゆまざる，管理と指導の成果

である。

25



　（＝）　「よい歯のリボン」

　う歯のない児童に対して，「よい歯のリボン」

を偏用させる。これは毎年6月のむし歯予防週間

の行事として，う歯のない児童，う歯をよく処置

第3表

年度別よい歯の子の数

　　　　1
年　度

六年間よい歯の表彰をうけた児童数

35年

36年

37年

38年

39年

讐会務年度

30．0

32．0

24．7

32．　3

22．0

39年

40年

41年

42年

43年

男

1

2

2

3

0

女 計

40年

41年

42年1

43年

24．0

32．0

29．0

44．0

0　　　1

1

1

1

2

3

3

4

2

した児童を対象として，全校朝礼のとき，学校歯

科医立会のもとに与え，児童は胸にリボンを偲し

て，さらに治療意欲を喚起するように指導してい

る。年度別よい歯の子，および6年間連続よい歯

の表彰をうけた児童は第3表のとおりである。

学校における歯科保健指導について

（1）学校保健委員会

　学校保健委員会では，①う歯未処置児童を加え

て開催すること。②児童保健委員会における学級

活動（学級保庭委員会）とがある。①について

は，未処置児童を加えて，処置をしない理由を話

し合い，原因を出来るだけとりのぞくように教師

側で，指導方法を考えると同時に，むし歯のおそ

ろしきを改あて知らせる等，ζの場を利用してい

る。また，原因解決の一方法としては，事例（知

能の低い児童）の中にあるように学級活動に発展

させ解決をはかっている。

　②については，学級代表による児童保健委員会

において，学校全体の歯科の問題を検討し，それ

を学級におろしていく，すなわち児童保健委員会
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が中心となり，学級活動へと発展させていく。こ

の場合，学級によりその発展のさせかたは自由で

あり，学級の問題を児童個々の問題として解決に

あたっている。

　この時，教師は，よき相談役であり，助言者で

あると同時に，常にその働きをとらえている必要

があることは，いうまでもない。このように，学

校保健委員会および，児童保健委員会を通して児

童に問題点を発見させ，どのように処理するかを

気付かせていくことが大切である。

　次は44年2月28日，横浜市港北区保健大会にお

いて児童が発表したものである。

　なお表題および内容その他，すべて児童により

相談し，定められたものであることをつけえ加た

い。

虫歯ゼロへの挑戦
（5年5組児童発表内容）

発表者　八木正幸

　ぼくたちは，きょ年の四月定期健康診断をうけ，ク

ラスに虫歯がたいへん少なくなっているのを知った。

これが虫歯ゼロへのチャンスだと思い努力しはじめ

た，きっかけです。

　まず，ゼロへの挑戦として，虫歯のある人の名前を

黒板に書き，治した人は名前をけすという方法，その

たあに虫歯のある人たちが組をつくって，さそいなが

ら歯科医院へ通い，いっしょ・に帰るようにした。

　第三に保健委員は，おわりの会の時など早く治すよ

うにと，よびかけたが，勉強でひまがないとの苦情が

でたので，医院でまっている時間があるので友達とい

っしょにやると，はずかしくもないので，待っている

間に勉強をやると良いのではないかと名案をみんなで

考えて努力し合った。そのため虫歯のある人も友だち

に負けないようにと自然に競争したりしたので治す人

が多くなり，黒板の名前は，みるみるうちに消えてい

きました。

　六月になると，虫歯のある人全員が臨時健康診断を

うけた。この時南沢さんをのぞいて全員ちりょうして

いた。南沢さんは四年生の時転校してきたので，き．っ

と港北の生活にまだなれていなかったのだろう。早く

みんなの努力をわかってほしい。そして五年五組はよ
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い歯の学級として表彰された。この時ぼくは，いまま

での，一しょうけん命やってきたみんなの一ちした心

がけや行ないが次々とうかんでとてもうれしかった。

発表者　越智冬子

　わたしは夜ねる前に必ず歯をみがくし，朝もひどく

ねぼうした時以外は，みがくように心がけています。

でも，2カ月に一度ぐらいずつある学校の歯のけんさ

のたびに「虫歯があるから治すように」という紙をも

らう。この紙をうちへもって帰ると母は「あら，ま

た」とこまったような情けないような顔をする。わた

しの歯は，もともと虫歯になりやすい歯らしいのです

が，気をつけていても虫歯になるのだから，他に何か

原因があるのではないだろうか。去年の7月，杉本先

生に「おかしの食べ方」についてお話をうかがったこ

とがあった。その内容は①ガムやキャラメルは食べ方

に工夫する。②あまりあまいものを食べない。③食事

のあとや，おやつのあとは必ずうがいをする。であっ

た。ガムや，キャラメルが歯によくないのは，つめた

ものがとれたり歯にあまいしるがしみこんだりするか

らだと思う。①や②は守りやすいが③は忘れたりめん

どくさかったりでなかなか実行するのがむずかしい。

でもわたしは夏休みにずい分注意したつもりだったの

に，九月の歯のけんさの時には，また虫歯ができてい

た。それで歯医者さんへいった時，先生にうかがった

ら「あなたの歯は，歯のひだがふかいので，虫歯にな

りやすいのですよ」　とおっしゃいました。それで歯

のみがぎ方について考えてみました。わたしは今ま

でこすっていたが，めんどうでも歯ブラシをまわすよ

うにしてみがく方が歯のひだの中にはいった食物のか

すがとれると思う。そして母は歯ブラシの毛のかたさ

や，歯ブラシの古くなってその先がひらいたものを，

つかわないように注意してくれている。この歯のみが

き方を，わたしだけでなく，クラスの人にも広げたい

と思っている。，

　ここに，わたしたちのクラスの虫歯になった入数の

表があります。6月には虫歯のひとが一人だったのに

9月には，こんなにふえているのは，やはり夏休みの

生活が不規則になって歯をみがくのを忘れたり，また

一
日中家にいることが多いので，おやつの量もふえ虫

歯が多くなるのだと思います。やはり一人一人が歯の

大切なことを考えて毎日毎日，努力するより他に虫歯

を防ぐ方法はないと思いました。

発表者　臼居信子

　わたしたちは，一学期に虫歯のある人は治療してこ

れから虫歯にならないように①おやつの食べ方に注意

する②歯の正しいみがきかたをおぼえること。この二

つを実行することを約束して夏休みにはいりました。

9月には臨時検査をうけたところ，虫歯の入が7名に

ふえていました。6，月にはわたしたちのクラスは，よ

い歯の表彰を受けたのに，なぜこんなに虫歯の人がふ

えたのか，みんなで作文を書き，反省してみました。

港北小学校は歯の検査を回数多くやり，虫歯の発見に

力をつくしています。よく新聞でガンの早期発見のこ

とを書いてありますが，虫歯の場合もこのガンの早期

発見と同じことだと思いました。これだけ条件がよい

のに虫歯の人がなくならないということは，その人の

性格によるのではないかと思いました。12月になって

第2図

歯牙管理表
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臨時検査を受けたところ，10月の検査の時，虫歯のあ

った人は4人だったのが，そのうち3人が治して，ま

た1人新しく虫歯のある人がでて虫歯のある人は合計

2名にへりました。そこでこの2人の性格について考

えてみました。A君は，あまりきちょうめんではなく

学用品をよくわすれたりします。B君も，　A君と同じ

ようにあまりきちょうめんでなく，わすれものもよく

します。受持の吉田先生に「カエルのとうみんできる

あなから，くまがとうみんできるくらいのあなになっ

た」といわれても2人は，いっこうになおそうとしま

せんでした。他にも原因はたくさんあると思いますが

性格が一番の原因ではないかと私は思います。これか

ら流れてくる音楽「あなたの歯」は，みんなが虫歯を

治し，きれいな歯になるよう，音楽の村山先生の指導

で歌ったものです。私はこの作文を書きながら虫歯に

なるということは，各自のゆだんからできるものだと

気がつきました。これからもむし歯にならないように

一人一人が気をつければよいと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　発表者　熊沢紀子

　1月の臨時検査の時に虫歯のある人は男子5名，女

子1名で，ずっとふえてしまいました。わたしたちは

1年間，虫歯にならないための工夫をしてきました

が，いろいろ問題のあることに気づきました。一番大

きい問題は，せっかく治したのに，つめていたもの

が，とれてしまうことです。まだ1年でとれたという

ならわかるのですが，たった一カ月ぐらいでとれると

いうことは，たいへん残念なことです。校医の細田先

生のお話によると，小さな虫歯の時つめたいものは，

とれにくく，大きな虫歯の時につめたものは，すぐと

れやすいそうです。わたしが思うのには，あまい物，

特にチョコレート，ガムの好きな人に再検査をうける

ことが多かったということです。

　次に歯をみがいているが，みがき方が悪いために注

意をしていても，うっかりしてわすれてしまうこと

や，歯の弱いということなど，たくさん問題がありま

す。努力しても2学期，3学期はあまりよい成績率は

あげられませんでした。でも失敗は成功のもと，とい

うことばがあります。結果はよくなくても，いろいろ

な問題が参考になりました。

　歯に弱い人はいつも，歯に気をつけて，学校での検

査だけで虫歯だと発見されるのではなく，自分で早く
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ムシ歯「ゼロへの挑戦」1年間の歩み （5年5組）

4月

6月

7月

8月

9月

10月

○定期健康診断をうける

○ムシ歯の治療をする（学級全体で考え実
　践する）

○臨時健康診断をうける（ムシ歯のあった
子がうける）

よい歯の学級表彰をうける

○おやつの食べ方に注意する

○歯みがきの正し方法をおぼえる

07月につづき実行していく

12月

○臨時検査をうける（全員）

○作文を書き反省してみる

1月1

○臨時検査をうける（全員）

（どうしてムシ歯ができたのだろうか考える）

○臨時検査をうける

（ムシ歯のあった子がうける）

○臨時検査をうける（全員）

　　　01年間の反省をする
2月1
　　　　（作文を書いてみる）

　　t

定期・臨時・歯の検査による結果（ムシ歯の人数）

4月

男　　『女

　4　　　3

6月　　0

9月

10月

12月

1月

4②

2

2①

5③

1

3①

2

0

1①

計

　7

1

7③

4

2①

6④

南沢…転校生

岡本・酒井・佐藤・稲
葉・越智・柳沢・南沢

斉藤・稲葉・柳沢
南沢

稲葉・佐藤

（○は両発人数を示す）

稲藤・酒井・佐藤・真
田・三宮・本沢

鐘
護
薩
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気がつくように，また歯のみがき方については杉本先

生の指導を受けたり，お話を聞いた保健委員が学級会

でみんなに発表したりして解決していきたいと思いま

した。

（2）健康手帳の活用

　健康手帳使用は即，活用でなければならない。

形の存在から，保健をより前進させるものになら

なければならない。このためには活用させようと

する関係者の中心となる学級担任教師が，健康手

帳あ価値を適確にとらえ，日常生活，教育活動の

中で，単なる形として埋没させず，意識的，積極

的に活用という時点へと結びつけていかなければ

ならないと思う。

　すなわち，活用の根底には，

○　担任教師の健康手帳活用への意欲，ならび

　に，その上にたっての，

　・父母への啓もう

　・児童への意識づけ

　・適切な資料の提供

　などがあるものと考える。

　以上の前提にたって，その活用の要素を，

（1）健康手帳を使用活用させることにより，保健

　意識の高揚をはかる。

（2）現状をよく認識させ，さらに前進させるため

　の一手段として考える。

　の二面にとらえ，本校においては，特に（2）の考

　え方により，現状からより高度なものへ脱皮し

　ようとする。一つの刺戟として考え，それを歯

　科保健の場に視点をあて，これを核として，全

　領域へのひろがりを期待した。

の状態の維持は，単に現在までの維持管理のみ

では困難であり，また退歩の危険性を多分にふ

くんでいる。さりとて，現状の管理維持の方法

に対し，これ以上の要求は不可能である。

　したがって，進歩しなければ，それは退歩に

つながるものと考え，一応限界に達したと考え

られる。この壁を打破するためには，健康手帳

の活用が，児童個々に保健に対する問題意識を

もたせる意味でも，非常に効果のあるものと考

えた。

●　健康手帳使用の現状

　○（使用を簡単に分析すると，表裏の関係では

　あるが，（1）記載する。（2括用する。という二面

　があり，記載されたことにより，活用面も出来

　たと考えがちとなり，また記載するには時間的

　にも，労力等相当の負担のかかることの考慮を

　要す。

　本校の記載については，41年度100％の記載率

　をみている。

（1）記載方法

　○　低学年……教師（家庭）による記載

　○　中学年……教師または児童（家庭）の記載

　○　高学年……児童自身（家庭）が記載

（2）記載時期

　（i）検査と同時に記載

　　○　養護教諭と担任の同時作業

　（ロ）検査後の記載

　　○担任記載　○児童が原簿（歯の検査票）

　　を見て記載　　　　　　　　　　　　　　一一
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○　その理由

　　第1図のう蝕患歯のグラフに見られるよう

　に，本校の歯科保健に関しては，その管理維持

　的な面の充実により，36年度より，高度な時点

　で，横ばい状態となり，特に，41年度において

　は，飽和状態に達したものと考えられるが，こ

●　問題点

　（イ）の場合

　　○児童に対する問題の意識づけが弱い一つま

　　り低学年で自己の身体への関心をもたせる重

　　要な時期に，この問題を生ずることになる。

　（ロ）の場合

1

f

筆

29
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○記載時間の生み出し方

　他教科の時間数との関連，行事としておさ

えられている保健時数との関連等から困難を

感ずる

O記載時期が延びる

　家庭および本人の意識づけに影響を与え

る。

○健康手帳への記載が不確実になる面があ

る。

問題点の処理

　本校においては，使用上の立場で述べたよう

に，家庭をふくめて，児童その他の保健に対する

意識の高まりを，健康手帳の活用によって求める

ことをねらいとしているので，記載時期の生み出

し方には特にとらわれず，回の場合に視点を合わ

せた。しかし，健康手帳への記載が不確実になる

点については，この意味からあえてとりあげず，

｛イXロ）を当面の問題とし，これは教師の経験と情熱

にまつこと，および1学期間に最少3回は健康手

帳を必要とする現実，この維持の面からくる他律

的制約より完全記入を期待することとした。

活用の評価

　ねらいに対する意識づけ，およびその能動的な

ものに対する評価は，情緒的，内面的なものがと

もなうので，たいへん困難ではあるが，日常生活

での意識的な高まりは，学級で差異はあるが；観

念的・主観的のきらいはあるが，低学年をのぞい

て，相当の高まりが見られた。それは

　（1）検査時，歯科医師の話したいことを聞き，

　　直ちに治療する児童が多数見られること。

　（2）日常の会話の中に，歯に関する話題が多い

　　こと。

　（3）教師においては，歯科治療に対する種々の

　　疑問やなやみの多いこと。

　（4）教師と学校歯科医との間に学校保健に対す

　　る種々な問題と意見の交換がみられる。

　以上のことから，本校の歯科保健を核とする健

康手帳の使用あるいは活用は，それによって，よ

り前進しようとする意欲と，それに伴う悩みを提

起するところとなり，もっとも望ましい，常に問

題を意識し，前進しようとする，能動的，有機的

な活用へと指向しているものと思う。

おわりに

　学校歯科医は，学校保健教育の目的達成のた

め，常にその執務を効果的にすすめなければなら

ない。そのため，学級担任の指導成果のあがるよ

うに，絶えず，養護教諭ならびに担任教師と緊密

な連絡をとりながら，さらに専門的教育者とし

て，歯科保健については，成長過程にあり，変化

の激しい児童の口腔内景の検査に際して，そのつ

ど詳細に各個人に対して指導する態度が必要であ

るび一方その指導は，そのまま管理の資料とな

り，すなわち管理（検診）と指導が表裏一体とな

り，はじめて教育の目的を達成し得る唯一の方法

であることを確信する。

　なおこの目的達成のたtoには，養護教諭の果た

す役割の甚大であることを付言する。

　稿を終わるにあたり，御懇篤なる御指導と御助

言とを賜わった東京歯科大学竹内光春教授に深甚

なる謝意を捧げる。
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（知能指数の低い児童）
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性格（無口でおとなしい）

家庭環境（3人兄妹の3番目）父勤人，生活その他ごく普通

39年度卒業した宮○○○子さんの1年から卒業までの6年間を通し歯牙検査とう触の進行状態をとり上

げ，その指導および管理過程を事例とした。
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定期検診：黒

臨時検診　点字，点○
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34．4．15

　　9．7

35．2．20

定期検診では，う蝕歯はない。

臨時検診においてrC」の診断をうける。

歯みがきの励行を指導する。

検診，欠席

ξ
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35．．4．20

35．5．18

9．21

12．2

36．．1．13

C3

年

生

上

下

36．4．25

〇二年生になり・上記のようなう蝕歯の発見をしおどろく。

○鏡によってう蝕についての指導をするも，効果はうすい。

O特別勧告として勧告する。

　治療に対する時間や処置について，勧告票に特に注意を書きそえそ

　出す。

○勧告を三度目出す。

〇二度目の臨時検診をもつ。治療はしていない。

　担任教師は「勧告票ずら家へ持ち帰っているかどうか疑問だ」とい

　われる。

　勧告方法を改めて考えなければいけない事を知らされる。

　（今までのことが何にもならなかったことを知りガッカリさせられ

　る）

○担任からも家庭連絡を特に出してもらう。

〇四度目の勧告を出す。

32

○母親から子供がいやがり歯科医へ行きたがらないで困るという連絡

｝’f



7．10

　　9．10

37．1．20

　をうける。

○定期検診を行なうも，治療はしていない。

○蘭治癒……1年がかりでやっと処置してくれた。しかし，上顎に

　また初期う蝕が出来てしまった。

　（下顎の2本の処理をすることの出来たのも，学校と家庭が真剣に

　取りくんだ結果だと思う）

○臨時検診を行なう。

○一　〃　　〃
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　　　　　37．5．7

0

下

0

9．4

○定期検診を行なう。未処置のままである。

　1・2年生にいうようにやさしく，う蝕治療について指導する。

　「Mさん，あんなに大きなムシ歯を治せたんだからえらかったわ

　ね。貴女は我まん強いし，やれば何でもやれる子じゃないかと先生

　は思うんだけど。下の歯を治したより上の歯はまだ小さいム．シ歯だ

　から早く治るし，痛くないと思うラ。またお母さんと治しに行きま

　しようか？」

　口数の少ないMさんは，小首をふって「うん治す」と聞きとれない

　ような小声でうなずいた。

　「じや，先生の約束よ」私とMさんはこうして約束した。

　坐治癒……約束通りMさんは治療した。

　多勢の中にまじって検診を受けに来たMさんは，記録，消毒と大忙

　しの私に目を走らせ，ニッコリした。

　歯科医の声は「4本とも丸」と私の耳にひびいた。思わず「わ一え

　らい，みんな聞いてちようだい，Mさんが大きいムシ歯を治したの

　よ。えらいでしよう？　みんなも負けずに治してね」と私の口から
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38，2．

　とび出していた。

　クラスの並んでいた児童も口ぐちに，

　な風景がくりひろげられた。

○臨時検診を行なう。

「えらいねMさん」と，こん

五

年

生

38．5．2．

　　5．　7

　　7．16

　　9．17

　　12．20

39．2．　14

　　3．5

0

六

年

生

《冷

39．4．20

○学年が進むにつれて，永久歯の数も増加していく。

○今年は前歯のムシ歯が目立つ。

○クラス替えがある。

○クラス全般が身体作りと病気予防に力をそそいでいる。

　偏食矯正と歯みがき指導

　　　ミよい成績をとるには先ず身体をミ

○定期検診後勧告をする。

劃m抜歯

　臨時検診後二度目の勧告

1⊥治療

　劃治癒……今まで随分この児童には私も手をやいて来た。しかし

　このクラスの児童には個人指導は少なくとも私からはぬけた気分が

　する。

　臨時検診後三度目の勧告

　　　〃　　　　　　〃

○定期検診後勧告

34
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39．6．4

9．25

11．24

40．2．10

　2・1！1・2治癒

○臨時検診においてまたう蝕歯を発見，勧告をする。

Ol　7治癒

○臨時検診，異状なし。

　このクラスはよく治療している。

　担任はこういって笑っていた。「朝の会で学級委員がまだ治療して

　いない人の名を呼び，「いつから治しますか』と1人ずつ聞く。答

　えは日を書いておいて，治療をしないと全員の前で約束を守らなか

　ったと叱られる。児童同士が徹底した態度なんだ。時には叱られて

　いる児童の弁護をしてやるようなこともある」といっていられた。

　時間があると児童同士が健康手帳を取り出して健康問題の話し合い

　をする。時おり保健室の私をたずねていろいろの知識を得ていく。

Mさんも，クラスの友だちが私と治療に行こうという具合に，本人

　の態度を知って連れだって治療をうけるようになり，全部処置も終

え卒業して行った。
　　　　　　t

まとめ

　学校保健に直接接する養護教諭は，だえまない努力と血の通った指導が，教師をも，父母をも，また児

童をも動かすことの出来る原動力となるものと考える。

　しかし，われわれの指導によって心動かすことのむずかしい児童もあり，より効果をあげ児童の身につ

くものにするために，学級での扱い，担任教師の健康に対するかまえ方が児童1人1人のものになってい

くことは，見のがせない事実として私の脳裡に深くきざまれている。
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児童の研究発表を終えて

　3月1日（土）3校時，5年5組全員で反省会をもつ。
　（イ）発表にあたった児童

　　○あがってしまいドキドキした。

　　○ドキドキしていたが，話しているうちに落ちついて平気になった。

　　○多ぜいのおとなの人の中で，びっくりした。　（あんなに集まっているとは）

　　○「しっかりやるんだ」という気持がとても強かった。1

　　0思っていたより，しっかり，ちやんとやれてよかった。

　　○わたしたちも，やれば出来るんだと，自信がわいてきた。

　と，ニコヤカに話してくれた。

　《ロ）クラス全員の声

　　○「成功しましたか」……他校へ代表者だけが出かけたので，心配でした。
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1

　会場のようすをテープにとり，みんなで聞く。聞き終り，みんなで拍手を送りにっこりして顔と顔を見

合わせほっとした表情である。

　　○「わたしは歯を治してよかったと思います。だっておせんべいが，ポリポリとよい音を立てておい

　　　しく食べられます」

　　○「Tさんは近頃ユーモアが出るようになったんじやないかしら」……みんな認める。

　　○「虫歯を治してからじやないかしら」

　　　次々と，たのしく，話はつづいていった。そしてA君，B君も，「ぽくたちも，きっと話すよ」と

　　約束した。……みんなの拍手，そして最後に，　「これからは先生にいわれなくても何でも自分たちで

　　やっていく」と力つよい声で，笑いの中での1時間を終えた。（反省時のテープー部抜すい）

ムシ歯追放への反省文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田　匡

　　ぼくは，この夏休みに虫歯が1本出来てしまった。

　どうしてだろう。

　　虫歯の原因はどうも夏休みのくらしに関係があるら

　しい。歯みがきはどうだっただろう。毎日わすれずに

みがいた。しかし，みがき方が悪かった。ときには30

秒ぐらいしかみがかないで歯みがき表にまるをつけた

　こともあった。つぎにおかしの食べ方はどうだろう。

　ビスケット，チョコレートなどを食べたあと，うがい

　などをすることになっていたのを，しなかった。この

　ようなことが原因で虫歯が出来たのだろう。

　　これからは歯みがきにも，おかしの食べ方にもよく

　注意して虫歯をつくらないようにしたい。また5年5

　組にはまだ虫歯のある人がたくさんいる。みんな虫歯

　をなおして，ひとりも虫歯のない，よい学級にしてい

　きたい。

歯みがき三，三，三を知っていますか。一日3回，3分

以内（食後）3分間みがくことです。おぼえておいてく

ださい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山弥生

　夏休みが終わって歯の検査があった。長い夏休みの

間（虫歯になっているか）と思うと心配になってくる。

2学期になり検査がはじまった。長い順番をまつ間，

気になっていた。先生は，わたしたちのわからないこ

とばをいい「虫歯はないよ」といわれた。そのしゅん

間，わたしはほっとした。　　　　一

　長い夏休みにはアイスクリーム，ヂョコレート，キ

ャンデーなどすきな物がたくさんある。ほしい物なの

で，ついたくさん食べてしまう。けれどその後に，き
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ちんと口をゆすぐことをわすれなかった。それから朝

晩の歯みがきはきちんとかかしたことはない。だから

長い夏休みも虫歯にならなくてすんだのだ。みんなも

きちんと口をゆすぐことや歯みがきを続けよう。

．よかったですね。あなたの努力が，ほっとした気持にし

てくれたのでしょう。すきなものを食べてそのあとしま

つのし方や，食べ方が大事じゃないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　南沢美和子

　わたしたちのクラスが，虫歯のないことで校内一に

なって賞状をもらった。

　わたしは虫歯が二本あって保健の先生に歯医者に行

くようにいわれて，やっと通い出した。学校から帰る

とすぐ歯医者に行った。そのころは宿題が毎日おそく

までかかった。永久歯の奥歯をぬく時，おかあさんに

ついて行ってもらった。その時は痛み止めのちゅうし

ゃをしたので，家に帰ってきてから，しびれだして家

の中をおりの中の動物のように行ったりきたり飛びは

ねていたことを思い出す。ぬいたあとは今ではきれい

になっている。今度は入歯をするようだと思う。これ

からは，ひどい虫歯をつくらないように，早くなおす

ようにしたいと思っています。

E

E

南沢さんのようすがよくわかる文です。大事な永久歯を

ぬいてしまっだことは残念ですね。読んでいても，とて

もつらい気持です。これからは歯を大切にしてくださいσ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生由美恵、

　わたしは1年生のころ，歯い者さんに行くのがだい

っきらいで，その上強情ばりなので母は困ったよう

だ。虫歯がひどくなってから歯い者へ行ったのでだい

者さんに「もっと早く治療にくれば痛い思いをしなく
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てもすみましたよ」といわれた。その時，歯は痛い

し，食べることもできないので，その日は一日中，悪

いことばかりだった。それ以来虫歯になりかけるとす

ぐ歯い者さんへとんで行くように治療にでかける。

　虫歯がひどくならないうちに，治療するのは，だれ

のためでもない。自分のためだ。C4にもなってから

痛い思いをするのは自分だ。

　わたしは，そう思いはじめてからは，虫歯がなくて

も時々診察にでかけるようにしている。

よい経験をしましたね。これからもつづけてください。

きっと今に，よい経験と言える時がくるでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田佳代子

　わたしたちが健やかに育つためには，栄養をとらな

ければならない。だからといって，野菜ばかり食べる

といった具合に栄養がかたよらないようにすることだ

け考えればよいのだろうか。わたしは決してそうとは

思えない。

　口の中で食べ物をかむことも大事だ，これは歯の重

要な役目である。歯といえば，すぐ思いあたるのが虫

歯である。虫歯のない真白な歯はいやなにおいがしな

いし㍉とても清けつだ。話すことばの調子もちがう。

わたしたちの組，5年5組は学校一，よい歯の学級と

して今年6月表彰された。その表彰状は，教室にかけ

てある。神奈川県でよい歯の最ゆうしゅう校として選

ばれた，わが港北小学校の一番よい歯のクラスの一員

なのだ。

　虫歯について何も注意しない，どうでもよいなどと

無関心な態度は虫歯に通じる道だと思う。でも自分自

身あまり注意し完ぺきな予防をしているわけではな

い。それは甘いものを食べるからだ。しかし，朝歯を

みがかないと食事がおいしくない。うっかり夜，歯み

ががきをわすれると（虫にくわれる）と思って一度ね

かけたのを，またおきてみがいたこともある。杉本先

生は，「一人一人が，丈夫な歯をつくる方法を考えて

いくことが大事でしょう」

　とおっしゃっています。だから自分自身で虫歯予防

と共に丈夫な歯をつくる方法を考えてみたいと思いま

す。

　わたしは乳歯がぬけると，その歯を大切にもってい

たり，永久歯の白い頭が出てくると鏡をもち出して上

からみたり，ななめから見たりする。なにしろ自分の

歯を大切にし，健康を保ちたいと思います。

ずい分，しっかりした考えをもっていることがわかりま

した。一人一人が自分たちで丈夫な歯をつくる方法を工

夫していくことが大事でしょう。

う歯治療について
アンケートによる考察

京都市学校歯科医会

　昨年6月より，当市学童のう歯治療費が，公費

で負担されるようになったことは，日学歯会誌，

七大都市学校保健協議会において発表し，多大の

関心を集めたのであるが，具体的な効果は，去年

の秋，実施されたミよい歯の学校表彰ミにおい

て，受彰校が大幅に増加したことによってもわか

ることである。

　しかし，単に「治療率の向上」という数的な問

題のみにとどまることなく，う歯予防について指

導，う歯の早期治療の必要性を理解させるととも

に，みずからすすんで治療を受ける態度を育成す

ることも肝要であるととに着目せねばならない。

わが学術班は京都市学校保健会う歯対策研究班と

協力し，年々，治療率は上昇しているものの，ま

だ未処置の児童生徒は相当数いるわけであり，・か

れらの治療を拒んでいる内的，外的諸条件を見き

わあて，その問題点に対処するために，10割給付

後の未処置数の実態についての追跡調査をおこな

った。

　そこで処置ずみの者については，治療に際して

●

壷
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の各自の理解とか態度，心がけといったもの，未

処置の者については，未処置の要因となっている

ものの実態を把握し，検討を加えて，今後のう歯

対策上の資料に役立てたいと願い，次の要領でア

ンケートを実施した。

　1．対象者

　昭和43年4月から44年1月末日までの間に治療

勧告をうけた本市の児童，生徒のうち小学生（3

年～6年）5，692名，中学生（1～3年）3，917名

を，各支部より抽出した。

　2．実施日

　昭和44年2月1日から2月10日までの間。

　3．実施方法

　教室での自記法による（あてはまる項目一つだ

けに○をする）

　4．調査内容

むしばのちりょうについてのアンケート

学　年　　　男　女

注意　1．　このアンケートは，きょ年（43年）の

　　　　4月からいままでに，学校からむしばの

　　　　ちりょうを受けるように，通知のあった

　　　　人だけ書くこと。

　　　2．名前は書かなくてよい。

　　　3．　もう，ちりょうの終った人や，いまち

　　　　りょう中の人や，歯医者さんへ行ったが

　　　　「いまちりょうをしなくてよい」といわ

　　　　れた人などは，（1）のところの番号の「1

　　　　から6までの）中から自分にあてはまる

　　　　ものを⊥つだけえらんで［○でかこみなさ

　　　　い。

　　　4．　まだ，ちりょうに行っていない人は，

　　　　（2）のところの番号の（7から14までの）

　　　L中から自分にあてはまるものを巨至ぎ塵え

　　　　らんで○でかこみなさい。
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学年 性別

ちりょうに行ったわけ

1

9
日
3

」
4
F
O

6

（1）

歯が痛くてしようがなかったから，ちりょうに行

った。

先生や親に，ほめてもらえるから行った。

自分のクラスのちりようの成績をあげるために行

った。

表しようをしてもらえるから行った。

歯をなおすと，ものがよくかめてからだのために

よいので行った。

先生や親が，やかましくいうので，しかたなく行

つた。

　　　　　　　　　　（2）

まだちりょうに行っていないわけ

7
89

10．

11．

12．

13．

14．

いま痛くないので行かない。

ちりように行くと，痛いことをされないかと心

配だから（こわいから）行かない。

じゆくへ行ったり，おけい古ごと，宿題などが

忙しくて行けない。

学校のかえりがおそくなるので行けない。（ク

ラブ活動などで）

家の手つだいが忙しくていけない。

遊んでいて，’つい忘れてしまうので行けない。

家の人がなにもいってくれないので，どこの歯

医者さんに行ってよいかわからない。

歯医者は，こんでいて，長い間待つのがいやだ

から行かない。
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A　被処置歯要因の分析

　さきに被処置要因について各項目別に集計した

が，その項目のうち，類似傾向の項目をまとめて

次の4つの要因にしぼった。

　1．　う歯治療について正しい理解

38

2．教師や親の勧奨

3．歯痛による生理的要求

4．その他
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　小学生は，約60％の者が，う歯についての正し

い理解のもとに治療を受けているが，中学生で

は，それを下回り（44％），歯痛による生理的要

求によるもの（28％）や教師や親の勧奨によるも

の（23％）が，逆に，増加していることは，保健

指導の困難さ，知的理解だけにとどまらず，それ

を実生活に取り入れることのむずかしさを如実に

物語っているものである。

B　未処置歯要因の分析

　さきに未処置の要因について各項目別に集計を

したが，これらの項目のうち，類似傾向をもった・

要因をまとめて次の4つの要因にしぼった。

　1．　う歯治療についての無理解，恐怖心

　2．　保護者の無関心

仁

小学校児童未処置要因

（3年～6年）

50％

待
　ち
　蒔

保
護
者
の

無
関
心

　
％
　
31

　　の歯
　　無の
　　理治
52％解療
　　・に
　　恐っ
　　怖い
　　心て

要因

1．52％

2．31％

3．12％

4．5％

中学校生徒未処置要因

（1年～3年）

の
10
　％

　　無歯
　　理の
　　解治
59％・療
　　恐に
　　怖っ
　　心い
　　　て
　　　の

要因

1．59％

2．10％

3．20％

4．11％
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　3．宿題，塾，けい古ごと，クラブ活動，家事

　　手伝いなど

　4．待ち時間，その他

　歯の活動についての無理解，恐怖心によるもの

が，小学校，中学校とも半数以上を占めているこ

とは，この面について指導の徹底が要求されるも

のである。小学校では保護者の無関心による未処

置が31％もあり，保護者への積極的な働きかけが

肝要である。

　今後の対策

（1＞処置済者対象アンケートよりの反省

　う歯治療についての正しい理解にもとついて治

療を受けたものが，小学校では約70％，中学校で

約50％いるわけであるが，残りの者は，歯痛によ

る生理的要求や，親，教師などの勧奨によりしか

たなく行った者であり，このような傾向からも，

正しい理解にたって自発的な態度で治療にのぞむ

ような指導の徹底をはかることがのぞまれる。な

お「表彰してもらえるから……」とか「治療成績

をあげるたあ……」とかいった項目の該当者は，

小，中学校とも少なく，正しい指導がなされてい

ると考察できるが，今後とも，表彰するというこ

とは，治療を受けた結果として実施されるべきで

あり，そうしたことが，治療の目的そのものにな

らぬよう，指導上の配慮がのぞまれる

（2）未処置者対象アンケートよりの反省

　未処置の大多数は，まだう歯の早期治療の必要

性が理解されておらず，その上に恐怖心も手伝っ

て治療を受けていない。したがってやはり，う歯

の早期治療の意義を理解させるとともに治療を受

ける時（特に初回経験時）には，多少とも恐怖心

を緩和させてやるべく歯科医の協力を仰ぎたい。

　また，保護者の無関心による未処置者もかなり

あるわけであり（特に小学校の場合）各種の保健

委員会を通じて，保護者に対する啓蒙を一段と強

化したいものである。

　宿題，塾，けい古ごと，クラブ活動等に時間を

とられて，治療があとまわしになっている者は，

特に中学校では20％あるが，早期治療を徹底させ

ることにより，あるていどまで，解決できる問題

であろう。待ち時間が長くていやだから……とい

う項目について，できるならば，治療時間の指示

制（割当制）などのシステムが，とり入れてもら

えるならば幸いである。

（3｝従来う歯治療を受けなかった原因の一つとし

て経済的理由があげられていた。

　京都嵯峨野小学校で昭和32～33年に調査された

ところによると，未治療者の5～15％が経済的理

由によるものであった。

　幸い京都市では43年6月以来全小学児童のう歯

治療に対して10割給付を行なった結果，既述のよ

うな調査成績を得たものであり，よい歯の学校表

彰（永久歯処置率50％以上）を受けた学校は，

　43年度，小学校　70校

　44年度　小学校　90校（20校増加）

　（44年度は予定される校数）

となり，市内小学校151校の約60％に当たる小学

校が表彰されるということになる。

　（本資料は京都市学校歯科医会学術班，京都市

学校保健会う歯対策班の提供による）

う歯発生基礎調査中間報告

　昭和39年本調査発足以来，4年間実施されてまいりま

した。第一次5年計画もあと1年となりましたので4年

間に渉る調査結果をまとめてみました。先日の県学校歯

科医会総会にて一一応の発表は致しましたが，データその

他を御報告致します。

40

群馬県学校歯科医会

　例年ながら毎回，担当学校医，学校当局の御協力と委

員各位の御尽力により，調査を続けられたことを感謝致

します。

　省みまするに，いろいろな問題に逢着致してまいりま

した。
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　カリエスの本態の問題，例えば面カリエスと，裂溝，

ピット等のカリエスの取扱いの点，水道の普及による水

質調査の場合，さらに委員構成のありかた等に対処して

まいりました。これらが検討された結果と思われますが

次年度からは，群馬県口腔衛生センター専門担当の理事

の就任を見るとかで期待がもたれます。

　本調査の「ピーアール」を兼ね，各方面の御協力，御

指導を願ってこの調査の目的その他を申し上げて本題に

入ります。

1．調査の目的
　口腔衛生の完壁を期することは如何に健全なる健康を

保持するに重要，かつ大なるかは，すでに承知の事であ

りますが，その素因となる可きう歯発生が如何なる過程

により生ずるか，その基因につき，特に年少期の児童，

生徒についてよい歯を持っているもの，悪い歯を持って

いるものの両者についての生活環境等を調査検討しう歯

予防対策の樹立と今後の指導面に於ける基礎資料とする

ものであります。

2．調査あ対象

　この調査は逐年的に同一個人について行なう。

　従って小学棟第1年児童中より抽出して調査する。

　①　県内を4地区に区分し，1地区から4校宛抽出す

る。その4校は都市，準都市，農山村，準農山村に所在

するものとする。

　②　各学校よりう歯の無い者1名，対照として同学年

中のう歯の有る者1名を選出調査する。（但し先代より

現住所に膚住する家族であること）

調査結果（別表）

出生時の体重

　畢度
体重

39 40 41 42 計

3000g
以　セ

11 6 7 7 31

爾歯のない者 3
0
0
0
7
　
　
ド
以

5 8 3 9 25

鯖歯のある者
強゜qlL 12 10 7 9 38

3000g
以　下

3 6 4 7 20

出生月

（男　　女）

　　　　　年度

生れた月
39 40 41 42

計

1 1 2 1． 1 6

2 1 2 0 2 6

3 2 1 1 2 6

4 0 1 0 1 2

5 3 1 2 3 9

6 1 1 0 1 3騙歯の

ない者
7 3 ゜ 1 2 2 8

8 1 1 2 0 4

9 1 2 0 0 3

10 1 0 2 3 6

11 0 1 0 0 1

12 2 1・ 1 1 5

1 2 3 0 0 5

2 2 0 0 2 4

3 1 1 1 3 6

4 2 1 1 1 5

5 3 1 2 2 8

6 1 1 0 1 3爾歯の

ある者 7 0 0 2 0 2

8 2 2 2 1 7

9 0 0 1 1・ 2

10 2 3 0 4 9

11 0 2 0 1 3

12 1 2 2 0 5

妊娠中の異常（つわり）

　一次
程1‘

39 40 41 42

重 0 3 0 1 4

醜歯のない者 軽 4 4 5 7 20

普通 12 7 6 8 33

重 4 2 3 4 13

齢歯のある者 軽 6 7 3 4 20

普通 6 7 6 8 27

男女別

39 40 41 42 計

男 9 6 9 10 34
騙歯のない者

女 7 、8 3 6 24

男 7 6 6 6 25
爾歯のある者

女 9 10 6 10 35
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出生順位

　　缶度

順位
39 40 41 42 計

1 3 6 3 4 16

2 5 3 5 7 20

3 3 3 1 4 11

蘭歯のない者 4 2 0 2 1 5

5 1 2 0 0 3

6 1 0 0 1

7 1 1 0 2

1 6 7 6 5 24

2 6 5 1 3
　　．
15

3 4 3 4 5 16

鵜歯のある者
　04 0 0 0 2 2

5 0 0 0 0 0

6 0 1 0 1

7 0 0 0

乳児期の栄養方法
1

39 40 41 42 計

母乳 10 7 8 6 31

人工 4 3 1 4 12
鯖歯のない者

混合 2 3 3 6 14

其他 1 1

母乳 10 9 4 8 31

人工 2 2 2 2 8
齪歯のある者

混合 4 5 5 6 20

其他 1 1

偏食の有無

39 40 41 42 計

有 2 4 2 5 13
歯禺歯のない者

無 3 6 8 10 37

有 7 5 5 11 28
齪歯のある者

無 9 5 4 4 22

歯ブラッシの使用状況

年次 39 40 41 42 計

朝 4 3 1 4 12み
毎
が
く
日

夜 1 0 1 1 3
爾歯の

ない者
朝夜 1 1 0 1 3

時々みがく 7 4 8 9 28

みがかない 3 5 2 1 11

朝 2 4 7 5 18み
毎
が
く
日

夜 1 0 0 2 3
齢歯の

ある者 朝夜 0 0 0 0 0

時々みがく 11 8 4 10 33

みがかない 2 5 1 1 9
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幼児期に経過した主なる疾病とその時期

1垂一次

39 40 41 42
言
十

な　　し 3 5 0 2 10

1才 0 1 1 0 2

2・ 3 0 e2 1 6
騙歯の

ない者

は
し
か

3 2 3 1 6 12

4 3 2 2 3 10

5 4 2 4 3 13

6 1 1 1 1 4

百日咳 1 1 2 2 6

腸　　炎 0 0 2 0 2

　デ其の他 1 3 3 2 9

な　　し 2 2 0 3 7

11才 0 2 1 2 5

’2 1 0 0 3 4
鵜歯の

ある者

は
し
か

3 3 3 1 1 8

4 5 0 3 2 10

5 1 8 5 5 19

6 4 1 2 0 7

百日咳 0 1 0 1 2

腸　炎 2 2 1 1 6

其の他 3 2 3 3 11

家族歴（父母の最終卒業学校）

年次 39 40 41 42 計

義務 12 10 10 9 41
父 高校 2 3 2 4 11

大学 1 1 0 4 脚
6

鯖歯の

ない者 義務 12 10 6 7 35

母 高校 4 4 6 8 22

大学 0 0 0 0 0
■

義務 9 10 7 8 34

父 高校 4 4 4 6 18

大学 3 2 1 1 7蠕歯の

ある者 義務 7 10 7 9 33

母 高校 9 6 5 5 25

大学 0 0 0 1 1

間食調査（甘味品）

爾歯の

ない者

年次

好

き
い
い

好

い
や

梵

大

や

ど
嫌

　

の

者

　

歯

る

　

爾

あ

計
一
1
2
「
1
6
一
1
4
一
1
1
一
2
5
一
2
1
一
7
一
2
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ー
宝
煮

曾
臣

甘味品細分調査．

種類　　　年次 39 40 41 42 計

毎日 時々 毎日 時々 毎日 時々 毎日 時々

チューインガム 4 7 3 5 2 9 3 12 45
蘭歯のない者

　お　　菓　　子 4 7 2 6 2 8 3 6 38

パ　ン（菓子） 5 8

おせんべい 5 8 2 8 4 8 7 9 51

果物、ジユース 6 10 4 5 2 8 12 2・ 48

キャ　ラ　メル 4 11 3 6 1 9 5 10 49

其　　　　　他 2 1 0 0 3 1 1 1’ 9

キャ　ラメ　ル 12 4 4 5 8 4 6 9 52
蘭歯のある者

チューインガム 4 12 7　』 2 6 6 5 9 51

お　　菓　　子 2 11 2 7 2 10 6 8 48

パ　ン（菓ヂ〕 8 7
「

おせんべい 4 7 1 7 5 6 7 8 45

果物、ジュース 10 6 5 6 7 5 14 1 54

其　　　　　他 5 4 1 1 1 5 0 0 17

保護者の口腔衛生知識

年次 39 40 41 42 計

良好なもの
伴数以上知・ている）

ユ1 11 10 13 45
蘭歯の

ない者 不良なもの 2 3 2 3 10

未　回　答 3 0 0 0 3

良好なもの
／半数以上知らない1

14 15 12 13 53
爾歯の

ある者 不良なもの 0 1 0 1 2

未　回　答 2 0 0 2 4

本人の歯牙以外の口腔衛生状態

39 40 41 42 計

正　常 10 11 11 15 47

a 2 1 0 1 4

爾歯のない者 b 0 0 0 0 0

ab 0 0 0 0 0

未回答 4 2 1 0 7

正　常 7 9 9 12 35

a 3 3 2 2 10

爾歯のある者 b 1 0 0 0 1

ab 1 0 0 0 1

未回答 4 4 1 2 11

（注）aは正常より紅潮して鮮紅色又は暗赤色を呈

　　　するもの

　　　bは歯ぎんの腫脹しているもの

　　　abは以上の両者が共にあるもの

口腔清掃状態

39 40 41 42 計

｝
6 7 10 14 37

± 8 2 1 0 11

編歯のない者 十 0 1 0 1 2

計 1 2 0 0 3

未回答 1 2 1 1 5

一
7 4 8 6 25

± 7 3 4 7 21

蠕歯のある者 十 0 4 0 2 6

十 1 0 0 1 2

未回答 1 5 0 0 6

（注）　肉眼的に歯牙に附着物のないものを

　　　歯牙のみ沈着しているものを　　へ

　　　歯石歯苔（垢）の附着しているものを

　　　（但し歯石のみ又は歯苔が多量に附着

　　　しているものは昔　また一と＋の中間

　　　は±とする）

十
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歯列咬合の状態

39 40 41 42 計

正　常 6 8 8 13 35

a 1 1 2 2 ’6

、b 0 0 0 0 0．

C 0 0 0 0 0
鯖歯のない者

d 0 0 0 0 0

e 3 1 1 1 6

其　他 1 1 0 0 2

未回答 4 3 1 0 8

正　常 5 8 9 12 34

a 2 0 1 2 5

b 1 0 0 1 2

C 0 0 0 0 0
齪歯のある者 d 3 0 0 0 3

e 1 1・ 1 o 3

其　他 1 2 0 0 3

未回答 3 5 1 1 10

（注）a　反対咬合（下顎前突）b　上顎前突過蓋咬合

　　　c開咬d　そう（叢）生e蕉中離開

その他の異常

年次 39 40 41 42 計

無い　も　の 8・ 11 11 14 44

歯齪膿瘍’ 1 0 0 0 1
騙な
歯い
の者

有
ξ
の
口　角　炎 0 0 0 0 0

歯牙発育不全 0 0 0 0 0

未　　回　答 7 3 1 2 13

無い　も　の 5 9 12 16 42

歯齪膿瘍 3 0 0 0 3
，隔あ

歯る
の者

有
る
あ
口　角　炎 1 1 0 0 2

歯牙発育不全 1 1 0「 0 2

未回答 6 5 0 0 11

日
糊
　
　
－

　
　
　
臼
脚

h
－
1
隔

　
　
一

　
　
　
－
u
口

　
　
　
　
　
I
I
　
I

校医の報酬について

　昭和44年7月10日，各都道府県教育委員会学校保険主管課長宛，文部省体育局学校保健課田健一課長より

昭和44年度地方交付税における学校保健関係の財源措置について通知があった。

　すなわち，「地方交付税の一部改正する法律」　（昭和44年6月7日法律第39号）の成立に伴う教育費関係

の単位費用の改正については，昭和44年6月20日付文初財第368号をもって初等中等教育局長から各都道府

県薮育委員会教育長あて別途通知されましたが，学校保健関係は，下記のとおりでありますので，お知らせ

します。

　なお，市町村教育費にかかる事項については，貴管内市町村長及び市町村教育長に対し御指導をお願いし

ます。

校医の報酬の引き上げは

医
医
医
師

科

科

科

剤

内
歯
眼
薬

26，000円→30，000円

26，000円→30，000円

26，000円→30，000円

12，000円→15，000円

　この実施上の基準は年間180時間，45日出勤して，児童・生徒810人である。なお41年交部省調査による

と，都道府県立では最高72，000円，最低6，000円で平均は19，854円。市町村立では小学校は最高72，000円，

最低4，300円で平均12，333円また中学校は最高72，000円，最低4，500円で平均12，　845円であった。
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学童の歯と清掃
学校歯科医は指導の立場と責任からまず

第1に清掃の判定をしてみる必要がある

　かわいらしい学童に，歯をみがいている人はとたずね

ると，どこの学校でもみがいていると答える者は70％か

ら80％に達している。秋田市の中央地区なら，おそらく

100％に近いアンケートが出来ているはずである。

　しかしその大部分の者は，朝にみがくだ．けで，本当に

みがいてほしい就寝前の歯みがきは，その半数にも達し

ていない。多くても，20％もあったら上々ということだ

ろう。

　私の担当している南秋田郡天王町追分小学校では，わ

ずか5％でしかない実態を観察して，つくづくと私自身

の指導のつたなさ，力なさに今さらのように反省させら

れた。

　だが，みがいているという学童のことばを，そのまま

アンケートとしていいものかどうか。どの程度，どんな

みがき方をしているかを調べてみることが，統計に現わ

れた70％，・80％といった数字よりも，より重要であると

の考え方から，私はこの子供たちの歯の清掃状態を細か

く調査してみることにした。

　学童の歯の健康診断は，新学期が始まる4月から5丹

にかけて行なわれるのが通例である。これまでも，幾度

かやってみようと思いながら，学校の都合や，私の都合

やらで延び延びになっていた。

　そこで，今年こそはとこの機会を利用して，あれこれ

の準備を学校に頼み，この5月からやり始めたのが，追

分小学校における歯の清掃判定の実験である。おそらく

秋田県歯科医師会理事　奈良隆之助

本県としては，初あて公開で行なうことになったく拠女

診査”の実験と研究であろう。

　判定の試薬としては，無臭無味，無害の紅い色素の

ニュートラル・レッドを用いた。1％で，いかにも簡単

に，いかにも著明に，歯垢（こう）のついている歯の部

分だけは紅々と染まってしまう。この部分が将来，う歯

（ムシ歯）になる個所であり部位であるところから，こ

の部分の観察が最も大切である。

　その中で良いものをAとし，ごく普通のものはBと

し，悪いものをCと三段階に分け，1人1人を克明にカ

ルテにマークしていく。そしてそれからが大事な清掃の

指導にかかる。

　まず正しい合理的な歯のみがき方である。見たところ

一
番多く習慣になっているみがき方は横みがきだが，こ

れは一番不合理で，次は縦みがき。これはやや上等のみ

がき方だが，完全清掃とはいえない。それなら最も合法

的で，完全なものはというと，縦横をかねながら，歯の

内外，咬合，歯間の空隙（げき），そして歯肉にも達す

る回転式のみがき方，つまりローリング・ブラッシング

が最上，最高のものである。

　初めは少々窮屈なものだが，慣れると上手に子供たち

はブラシをローリングしていかにも楽しそうにみがいて

ぐれる。P・一リ：ングの必要から，ブラシの行動半怪は，

縦，横みがきに比べると大きいところから，歯ブラシは

小型のものが好ましい。おとなの場合でもレもちろん同
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じことである。一学級ごとに，理論指導は集団で，ブラ

シングの技術指導は1人1人に手をとって教えてゆく個

人指導が必要である。

　それは幾度か繰り返していくうちに，子供たちは，い

つしかローリングを自分のものにして「先生，早く私の

みがいた歯を判定してください」と催促するようにな

る。判定の結果，Cの子供が一躍Aにでもなろうものな

ら，そのうれしさは格別である。

　総体的に観察して，BがAになり，　CがBになる順序

は動かせない事実だが，まれにはCが飛躍してAになる

ことも珍しいことではない。追分小学校では，3年生と

5年生を実験対象にしているところから，6年生の児童

などは「なぜ私たち6年生をやってくれないのか」とし

きりにせがんでいる。

　一方では，PTAのお母さんたちからも「私の子供の

学年も」との希望もそろそろ出始めているところから，

やがて全学童の指導と判定を手がけていく必要があると

思う。1カ月くらいの結果が，こんな大きな反響を呼ん

でいるのを考えて，う歯の予防はまず正しい歯の清掃か

ら始めたい。この仕事は，これから6力年はかかるつも

りである。

　そして，その清掃は，科学的な判定を基礎にして，鏡

に写した学童の歯には，1本のう歯もない美しいきれい

な歯であることを，私は，自分のまだ短い体験と合わせ

て，今後，全県的にこうした研究が行なわれることを望

みたい。

日本学校歯科医会の改革を望む

京都市立鞍馬小学校学校歯科医藤井昭

　私達現場の学校歯科医にとって理解出来ないものの一

つは日本学校歯科医会（以下く湘学医”という）の存在

である。というのは特に中央と地方の学校歯科医会の間

に指導並びに連絡というものが全くといっていい程な

い。だから末端の学校歯科医は日学医が何を考え，何を

行なわんとしているか全く不可解なのである。昭和6年

以来，わが国の社会は何回となく変革しているのに相も

変わらないのは日学歯である。歯科医が学校歯科医とし

ての任にあたる場合，学校歯科は何の為にあるのか，学

校に何故歯科医が必要なのか，というような基本的な問

題を何一つとして理解していないのが現実である。ただ

単に学校保健法という一つの法の為に義理と形式で健診

が行なわれているに過ぎない事実をどの程度日学歯の執

行部は理解しているのだろう。出来得るならば学校歯科

医を辞めたいと思っている歯科医が如何に多いことか。

これ等は日本歯科医師会の歯科医としてよりも保険歯科

医としての経済優先の指導が招いた結果とだけ評してよ

いだろうか

　戦後特に学校教育における保健教育の位置が大きく前

進したのに，かえってそれに関係する人間の如何に後退

したことか。これも単に時代的な人間感覚の差とみなす

だけでよいのだろうか。現場の学校歯科医の感覚問題を

云々する前に，日学歯の長い間の新鮮さと実行性の欠除

が現在を生んだといえば過言だろうか。

　学校歯科40年の歴史の中でCt学校歯科の手びき”は一

大ヒットであった。しかるに各地方における指導はいぜ

んとして学校歯科創設時代の感覚であり，単なる己自陶

酔から一歩も出ていない。せっかく前途に見た光明もそ

の指導性の甘さというか，前時代的感覚の為に立派な方

針が少しも生かされていない。為に現実の問題として歯

科医師会と学校歯科医会の関係等は縄張り意識の優先か

ら一歩も進まず，国民歯科衛生と学校歯科衛生とが共通

の場であることが何故素直に取入れられないのか。また

学校歯科医の交替にしても何故世襲意識が強いのか。何

れも学校歯科に対する基礎指導と理解の無為から来てい

ると思う。’

　目学歯の関係の会議や集会について何が論議され，何

が討議され，何が行なわれようとしているか地方の学校

歯科医には全く解らない事は前述したが，役員構成にし

ても学者連と何十年間自己陶酔のベテラン学校歯科医の

集団に過ぎない。全役員の数は全国稀に見る豪華さであ

るが・内容はどうか。これ以上言いたくないし，誰一人

として現状からは何も期待していないだろう。現在各大

学問題の発生で一般に最も判然としたことは，学者が如
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何に行政面で無能であるかという点である。日学歯も大

学問題を範とし，自ら改革の実行を施すべきである。学

校歯科医は学生程に若くない。だから行動を起こす以前

に日学歯に対して何の期待も魅力も持たず無視するだろ

う。ただ長い習慣によって無意味，無気力に行動してい

るだけであろう。役員のポスト争いが外野的，野次馬的

興味としてだけあることは事実である。

　日学歯は制度の改革と同時に現在の技術革新の時代に

どう対処するのか。若い世代に期待するには如何なる指

導が必要なのか。若い力のない革新は革新にあらず，学

校歯科衛生の発展は国民歯科衛生の向上と生活の豊満で

ある。日学歯の勇断に期待する。

ノンポリ学校歯科医

滋賀県学校歯科医会島野達也

　第33回全国学校歯科医大会が，地元滋賀県で開かれる

ことになり，その準備のメンバーのはしくれとして狩り

出されていなかったら，学校歯科ということは，まだま

だ私にとって縁遠い存在であるに違いない。

　過去何年間か，学校歯科医として最少限の責は果たし

てきたつもりでいるが積極的に活動したことはまずなか

ったであろう。このような学校歯科は恐らく私一人だけ

ではあるまい。学校歯科だけが歯科の凡てではないわけ

であるから，他の分野により多く興味をもって活躍して

いる人も多いであろう。しかし保険医としてあまりに忙

しすぎて学校歯科までは手が回らぬという声を多くき

く。実際にそうなのかもしれない。一方毎日診療さえし

ていれば，何も面倒くさいことはしなくてもよいではな

いかという人たちもいるだろう。とにかく，このような

人たちは近頃の言葉でいえば学校歯科医のノンポリであ

る。現に私もその一人なのである。ただ多くの犠牲を払

って大会の準備に奔走されている方々をみると，少しは

心がけを改めねばならぬという気がしてくるのである。

　しかし，大会の準備をみていると，なかなか理解でき

難い点が少なくない。たとえば，関係行事を含あて4日

間，何故これだけの日数をかけねばならないのか私には

理解できない。年に一度の大会であるのだから，できる

だけ多くの時間をかけ，沢山の成果をあげることが望ま

しいにはちがいないが，本当に4日間もいるのかなと思

う。大会として本当に大事なことだけにしぼったら，一

体どれ位の時間を必要とするだろうか。それに観光が堂

堂と日程の中に組み入れられているのはどういうものだ

ろうか。これは大会の習慣であるようだが，郷土芸能を

観賞させたり，観光を行なうことが本当に大会での会員

ヘサービスになるかどつか。観光自体は大いに結構であ

る。ただそれは大会とは何の関係もないことではないか

と思うだけである。

　大会の基本姿勢というものが，どうもピンとこない。

私がノンポリであるからかもしれない。しかし，本当に

真面目にとり組んだらゲバ棒を振り回したくなるかもし

れない。そんな気がする。

歯磨体操の号令を改定してもらいたい

熊本県阿蘇郡一の宮町立宮地小学校校医宇治誠孝

歯磨訓練指導者講習会に列席して何時も考えさせられ

る事は歯磨体操の号令がかけにくいことである。体操の

号令で1から16までかける体操は殆んどないと思う。

一々動作が異る場合ならいざしらず，同じ動作を繰り返

47



一　
1

す場合は1234，2234，3234－4234，と
分割した号令をかけた方が動作に節度があり，11，

12，13，と二口にかかる号令はかけにくいし号令が

流れると動作も流れ自然節度もなくなり，多数でやる体

操に一致した動作が出来難iい。特に歯磨体操に私の主張

するこの号令を適用してやって見ると次の動作に移る時

　0　　　　　△　　　　0

が4234の423で次の場所に移動する時で非常に具

合がよい。相当熟達していても指導者となって逆手（左

手）一で人の前に立ってやる場合応々間違う事がある。私

は指導の本と取り組んでレコードをかけ練習する中にこ

の方法に気が付きこの号令でやって見ると非常に具合よ

く，これで教えて見ると教えやすいし，習う方も飲み込

みよく動作も節度よく適格に揃って動作が非常に美し

い。号令の合間に上から下に，あるいは下から上に，ク

ルックルッなどの相の手を入れても号令に間違いなくや

れ，もし1234・d－16とかけている内には仲々相
の手も入れにくくよほど熟達していてもやれない。何番

の処で入れて何番の処から次の号令に移るか判らなくな

ってしまう。

　私はこの十数年この様式でやって来たが，学校の先生

方もこの方法が具合がよく直ぐ覚えると賛成してくれて

いる。まず距離間隔を取り整列させて「休め」（この時

は歯ブラシを第一の持ち方）レコードをかけ歯磨体操を

致しましょうのかけ声で不動の姿勢（気を付け）にな

り，　「歯の外側」の号令で左手腰右手を右斜上に右足を

右に同時に開く，　「左上」で左王の奥歯の外側に右手を

曲げて持って行き「ハイ」で1234，2234，32
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
34，4234の423で左下の号令がかかるので42

3で一度もとの姿勢にもどして直ぐ左手の奥歯の外側思
　　　　　▲
持って行き4は「ハイ」になり1234，2234，3
　　　　●　　　　　▲　　　　　　　　’

234・ 総，i・・234・・……・・

次は右下，前の上，前の下，と歯の外側を終わるが前の
　　　　　●　　　▲　　●
下の最後の4234の4で手（ブラシを持った手）を右

上斜に上げたままで「歯の内側」の号令，「左手」で歯

の外側の時のように左上の奥歯の内側に持って行き「ハ

イ」で1234，2234…・・…一
左下，右上，右下，前の上，前の下，と内側を終わるを
　　　　　●　　　▲　　●
この最後の4234の42で右手（ブラシを持った手）°

右斜上に戻しここで「奥歯の噛合せ」の号令はそのままの

姿勢で待ち「左上」で左上の奥歯の噛合せに持って行き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　▲

「一イ」で・234・2234・8234孟総浩

・234・2234・ 8234孟響浩・234・

2234・’　3i34・響浩・234・2234・
3234・「晶で右手を右斜上顧しなおれの号令で

不動姿勢に戻る。　「休め」で終わる。先生方にはあまり

関心をもたれていない歯磨体操が号令の改定により歯磨

訓練に成果を挙げ，伸び悩んでいるう歯予防に効果をも

たらす事が出来たら幸いであり又そうありたいと願う次

第である。　　・

　栃原義人注ニー宇治誠孝博士は阿蘇郡に居住し14・5

年前から熱心に郡内隅なく巡回して多年，実地に教職員

　　　　　　ジ並に学童の歯磨訓練指導をして来た篤志家でこの宇治式

号令は貴い体験によるご意見である。歯磨体操というの

はライオン歯磨制作のものを指す。

叙　　勲

本年度春の叙勲に際して，授与された日本学校歯科医会関係者の氏名は，次のよう

である。

旭　5

旭　5

瑞　5

大　町　真　事

河野 亘

今　岡　太久馬

島　根

大　分

奈　良

元島根県学校歯科医会長

元大分県学校歯科医会長

元奈良県学校歯科医会副会長
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私のくふう

学校歯科組織化運営の一例について

米沢市歯科医師会河野秀夫

はじめに

　一入の学校歯科医が一校を受持って学校歯科活動を行

なうのが理想的であるとされている。しかし現実には人

口動態の激化と共に，全国的に過密過疎の現象が起り，

これが各地に種々な問題を提供し，我々もその流れに動

かされて，一考を要する時期に至っていると思われる。

ここで一小都市における歯科医師会の学校歯科に対する

あり方の一例を述べて，諸賢の御批判を仰ぐ次第である。

米沢市は人口約10万，歯科医師数は19名，歯科医師一人

当りの人口は6，000名近く，管下小中学校は29校，13，000

名の児童数を管理し，高校を含あると相当の過重負担に

なるので，一つの合理的運営方法を考え，昭和40年度よ

り歯科医師，’歯科衛生士および補助者の連合組織体を作

り，一校一歯科医師の原則を拡大し，全歯科医師会員が

全市内小中学校高校担当者であるという意識の下に団結

して学校歯科の運営に当たって来たが，考慮すべき結果

を得たので，その概略を発表する次第である。

ねらい

　（1）学校歯科医負担力の格差是正による均一化を考

えた。すなわち一人数校受持？者・小学校のみあるいは

中学，高校のみ受持つもの，僻地の分校数校を受持つも

のもいるが，受持区分の偏重傾向をなくそうという建前

から，全歯科医師会員がほぼ平等に負担しで，お互いに

協力して運営する。

　（H）学校の保健学習や保健指導にも，学校歯科医と

協力しやすい組織を作りスムーズに運営されるようにす

る。たとえば，定期保健診断が一日で終了せず数日を要

するような大きな学校においては，数人の学校歯科医で

一日で終わらせ，その実施に当たって教育委員会との連

繋体勢をスムーズにする。

　（皿）　教育委員会，校長会，保健主事会，養教部会な

どと歯科医師会員との接触場面を大にし，さらに歯科医

院従業員も加わった協同作業とする。

　（IV）学校歯科医報酬は青森県八戸市の如く一括して

歯科医師会に支払われ，年間合計額は会員個々に支払わ

れないので，これを強力な保健事業その他学校歯科活動

の運営基金の財源にあてる。

経営と取組み

　以上の目的をもって昭和40年度より組織化運営に踏み

切ったが，実態の概要を述べると，

　（1）定期検診については年間最大の時間的労力を要

するものとして前年より学校，在籍児童生徒数，，月日，

歯科医師名，補助者・員数，自家用車あるいは教委より

の配車等を明記した予定表を作り，特に会員の責任学校
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を中心として，年齢，地区別，作業量，自家用車の有無，

従業員数等の各種条件を考慮し，月日の重複をしないよ

う検討の上，4月前に年間行事内に組み入れた。その結

果学校側の受ける最大の恩恵は，数日を要した作業が一

日以内に終了し，特に中・高校では学習授業に格段の好

条件となり，養教未配置の学校においてはさらに好まし

い結果を得た。．また会員としては所要時間，所要労力に

変りないが，数年間に変化のある数校の学校あぐりとい

う形となり，その関連性から学校歯科に対する視野を拡

大することができ，さらに検査データの統一的傾向が見

られた。　（H）事後措置については定期検査結果を全

市内統一された県学校歯科医会の基準による「治療のす

すめ」に記入発行し，その受入れについては特に夏休み

の間どこの歯科医院も児童生徒で満員となり，一般患者

の診療に支障を来たすことのないように，次のような計

画表を教委に呈示した。このようにしても受診しない者

則学年隔制月学年備考

の無歯科医地区として認可を取り，法的な枠内でこれに

対処し，治療成績の向上と共に毎年強力な要望をもって

迎えられている。これによる診療報酬は各会員個別に支

払われず，歯科医師会の公的基金として収納し，学校保

健事業に使用されている。学校診療は会員を中心として

定期検査の際と同様，予定表により会員一人当り数校

に，従業員，材料商，その他の要員を含めて一体とな

り，平均化された負担力で組織的に行なわれている。以

上の他三歳児検診も相互に割当てられ，今年にいたり衛

生士会を結成して10名の会員が予防方面に組織的に活動

している。詳細は毎年発行される「米沢市学校保健の実

態と今後の課題」に発表され，特に2力年にわたる西部

小学校の研究指定校におけるカラーテスト，細菌検査に

よる指導等にも効果が現われて来ている。

5

6

7

5年6年

3年4年

1年2年

この期間
中に治す
様にして
下さい

9

10

11

5年6年

3年4年

1年2年．

前図の月
にすんで
いない人
が受けて
下さい

8 新市内の児童生徒

i・　2・　3】この月は舳に受けて下さい

が60％もいるので，学校移動診療を年間数日にわたり熊

本方式によって実施した。これにより全市内平均処置完

了者は70％に増加した。特に当市においては純然たる僻

地に限らず，新市内山農村地区の小中学校をも広義解釈

むすび

　本市とほぼ同様の条件における小都市は全国に数多く

あると思われるが，その運営の一方法として私達は一つ

の理想を持って努力して来た。その結果，歯の検査を能

率的に進め，むし歯の処置も能率的に進められるように

なった。しかしながら，いま一つの学校歯科医の責務，

すなわち，学校歯科医と子ども1人1人との人間関係め

上に立って行なわれる保健指導，子どもらが将来社会に

出た時に，歯が健康のために大切なことを認識し，歯を

むし歯から守り，むし歯のあることを知ったら困難を克

服して進んで治療を受けるような人間づくりのための教

育を効果的に進めるために，今後創意工夫をこらし，グ

ループ活動をこの方面にも効果的に進められるように，

一層努力せねばならないと考えている。

健歯ならびに処置完了児童の第二次審査会場に

k

おける刷掃指導を省みて

　毎年千葉市では千葉市歯科医師会と市の教育委員会の

共催で年一回歯の衛生週間に市内44校の6年生を対象と

して健歯児童ならびに処置完了児童のコンクールを行な

って歯科衛生思想の普及高揚に努めている。

　市歯科医師会の依頼で千葉県歯科衛生士会が昭和38年
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岩田三和子

発足以来6年間審査部門における補助はもちろんこの第

二審査会控室において各校選出の代表児童と付添の養護

の先生を対象にして各種の（小衛生講話，スライド，

　　　刷掃指導等）指導を行なってきた。たまたま昨年

と今年刷掃指導を私が担当することとなった，その行事



の概要を記録し併せて2，3の問題点を反省して見る事

とした。多少でも皆さんのご参考となれば幸せです。

刷掃指導会次第

1．挨拶　　県歯科衛生士会

2．刷掃訓練前話（虫歯と歯垢の話，歯垢について特に

　児童生徒は大人に比べて歯垢付着が目立つということ

　を強調する）

　a．ハブラシの選び方と管理法

　b．ハブラシの持ち方並びに使い方

　c．u－一リング法について（各個人指導）

3．16カ所の刷掃法の説明，訓練

　　　　　　　　　　　　　　　　　　外側より①左上

　　　　　　　　上　　　　　　　　　　②左下③右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上④右下⑤
　　　　　　　　⑤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前上⑥前下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　内側⑦左上⑧左

右③

右④⑯

　　　　　　　　左　　下⑨右上⑩

　　　　　　　　　　　右下⑪前上

　　　　　　　　　　　⑫前下

　　　　　　　　　咬合面⑬左上⑭

　’⑧⑮②左　　右上⑮左下

　　　　　　　　　　　⑯右下

⑫1カ所10呼間の
⑥　　　　　　　　　内8呼間磨いて

　　　　　　　　　　1呼間で直り，

下もう1呼間で次
　　　　　　　　　　の磨く位置に持

　　　　　　　　　　って行く。　（壇

上に合せて，他の歯科衛生士が列間に入って模型で同位

置の模範を示す）

　　注意　イ．リズミカルに行なう

　　　　　ロ．指導者は常に児童と逆にハブラシを左手

　　　　　　　に持ち模型を右手に持って反対に動作す

　　　　　　　る

　　　　　ハ．壇上の指導者は特に元気よくハギレよく

　　　　　　　簡明に行なう

　　　　　二．音楽に合せてさせる

　　　　　　一通りやってからの注意をしくり返す

　　　　　　（他の歯科衛生士が列間に入り個人指導）

4．質問　疑問点をのべさせ回答する（歯科衛生士役員

　　　　　による）

5．約束　今晩から，かならず歯を磨きましょう

6．付添の先生にお願い

　　　　　時々学校でくり返していただき，よい習慣を

　　　　　つけさせること

7．　2，3の問題点　反省点

　a．この刷掃指導会は単独の行事ではないので審査会

　　　の流れの時間帯に合せて予めよく時間の打ち合せ

　　　をして置くことが大切である

　b．刷掃指導中の審査児童の呼出し方法の検討

　歯科衛生士役員の協力があったので各個指導が十分行

　きとどいたように思われた。

8．用意したもの

　　（1）指導用の大きな全顎模型4個

　　　　　　　　大きなハブラシ4本

　　（2）　レコード，テープレコーダー

　　（3）白衣

　　（4｝参考品としてよいハブラシ悪いハブラシ
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ホ
一　キ　の　効　用

滋賀県学校歯科医会富永才助

　例年の如く，また歯の衛生週間がやってきた。学童に

は，やれ，歯磨訓練だ。それ，ポスターだのと，関係者

一同多忙の毎日である。恒例のように毎年同じことを繰

り返し，う歯の撲滅に余念のない学校歯科医師ではある

が，反面学童の歯科疾患はその忙しさに逆らうかのよう

に，うなぎ昇りに増加の一途をたどっているのである。

社会情勢は人間の尊重を第一主義となし，実の入らぬお

題目のように人間様を過保護にしているのではなかろう

か？。私にいわせれば，刹那的人間尊重の時代であると

もいえる。自然に逆流する人類の前途に，何かはかない

ものを感じるこの頃ではある。さてむし歯保有者である

アナーキスト（穴明き人）の数は，どの疾病の占有率よ

りも群を抜いて多いのである。一体この社会構造は，ど

うなっているのか？　かけ声だけは誠に立派なものだ

が，一歩中に身を投ずれば，おそまつ極まりない有様な

のではなかろうか。と私は感じ，歯磨運動（語彙として

は好きでないが……）の徹底を何とかしたいものと考え

牟兜何かのキャッチフレーズみたいに，上あ歯ま主ふら

下へ〃では，学童に教える先生でさえもあやしげなもの

である。歯ブラシが，かってに歯を掃除してくれるかの

ような考え方でぽなかろうか？　もっと基礎的な，そし

て物理的なものの考えからも，歯の形態と歯ブラシの作

用を充分に浸透させる必要があろうと思う。歯ブラシー

つにしても，毛束の一本一本が，フックの弾性の法則に

したがって歯間のディアステーマにまでも毛先が届いて

清掃できるように手首を動かすべきであって，単に腕を

くねくねくねらせるだけでは決して完ペキな清掃は望め

ないのである。全校生徒を集めて何か話をしなければな

らない立場に追い込まれた学校歯科の先生方は，毎年毎

年同じ話をすることに少なからぬ抵抗を感じておられる

むきもおありになろうかと存じる。低学年から高学年ま

で，面白おかしく話に引き込ませる道具の一つとして，

小さな歯ブラシより，童話に出てくる魔法使いの持つホ

ーキこそ，最良の小道具ではないかと思う次第である。

図に描いた歯牙（平面的）や，三個位並べた歯牙代用の

大きなビン（立体的）等に，毛束の弾性をいかした清掃

法を，言葉巧みに話すことこそ，本当の刷掃指導ではな

かろうか。また理科教室の備品，薬品も，大いに活用

し，咬合面の清掃には，地形を示す起伏の多い模型もあ

れば，弾性を教える教具も至る所に散在しているのであ

る。物理的な歯ブラシの清掃とあいまって，化学的なう

歯の成立を教えるのも意義のあることだと思う。甘いも

のを食べるとむし歯になる。これは酸による脱灰だ，と

口で説いても子ども達にはピンとこない。近頃では，見

て，聞いて，確かめる，という方法がとられているた

め，抜去歯を，子ども達の目の前で強酸につけ，脱灰の

様子をその目で確認させ，それに付随する説明を加えれ

ば，酸性食物摂取後の歯口清掃も，必然的に行動に移せ

るのではなかろうか。私の担当する小学校からも，一人

でも多くアナーキストの少なくなる日を待ちこがれなが

ら，ホーキの効用を期待している昨今なのである。

僻地におけるう歯予防対策と実践

京都府学校歯科医会後藤宮治

京都府船井郡瑞穂は，山また山の山間の僻地で京都か

らバスで明智光秀が峠に立って馬上から東を指して「わ

が敵は正に本能寺にあり」と叫んで一気に駆けおり，桂

川を渡って本能寺に織田信長を襲った史実を語る「光の
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坂」を越えて亀岡，八木，園部を経て街道に名だたる難

路の観音峠を越してようやく丹波町に達し，更にバスを

乗り換えて瑞穂に着く。この瑞穂の町下に檜山，明後，

三宮，質美の四小学校と瑞穂中学がある。

　いずれも校下に歯科医が在住せず，治療を受けようと

すれば僅に朝夕二回通うバスを利用して山また山の峠を

越して，はるばる園部または八木まで往復4時間を費や

して辿りつき，ようやく診療を受ても帰りのバスがなく

全く処置のないのが実状である。そこで筆者は，開店休

業で折角の施設が放置されている瑞穂病院で町下の各学

校に対して教育委員会に呼びかけ，検診と事後処置を実

施し，各校より日程を定めて養護教諭が児童を引率して

来院し集団的にC1のアマルガム充填と交換期乳歯の抜

去を実施した結果下記の成果を得て，実施した1中学と

4小学校が全校揃って50％以上のう歯処置率を挙げるこ

とができて，待望の「全日本よい歯の学校」として輝く

表彰を受けることになった。

1
2
3
」
4
5

檜山小学校

明俊小学校

三宮小学校

質美小学校

瑞穂中学校

在校生　う歯処置率

224名　　　87．O％

209名　　　86．5％

110名　　　78．9％

　80名　　　92．8％

401名　　　69．　9％

　なお京都府乙訓郡長岡に新設された肢体不自由児を収

容する向日が丘養護学校においては，検診後，校内にお

いてC、のアマルガム充唄を実施した結果，在校生138

名中う歯処置率76％を挙げて，これまた「全日本よい歯

の学校」として表彰を受けるに至った。

1
1

わたくしの学校の歯科教育の実際

大阪市立東三国小学校教諭田中博

　本校では昨年度より，学校の重点目標の一つに「健康

な強い子を育てる」をとり上げ4月以来この活動を続け

ています。この目標遂行の具体的方策として「健康生活

の習慣をはかる」をとり上げ，その中に最も困難な問題

点をいろいうと持つ，う歯対策に子ども達とともに努力

しています。う歯対策には予防，治療，歯に対する知識

と，どれ一つとり上げても重要であり，かつまた数多く

の問題をふくんでいます。しかし本校ではあえて，この

三つを総合的にとらえて活動しています。

　さて本年の年間計画ですが次のように立案しました。

昭和44年度 歯の保健年間計画 大阪市立東三国小学校

本年度の目標
1．　100％の治療率をあげる

2．児童・保護者の啓蒙に力を注ぎう歯予防の効果をあげるように努力する

学 期 学 期 学 期

治

療

1

2．

3．

4．

歯の定期健康診断（第1回）4月

治療目標
5月末60％以上，6月末，90
　　　　％以上

7月末　100％

治療状況を先生・保護者がわか

るように治療カードを作成

保健室に未治療者がよくわかる’

1．歯の臨時健康診断（第2回）

　9～11月

2．第2回目　治療目標

　検診後　2週間以内に100％治

　療を完遂する

3．児童・保護者を啓蒙する

4．未治療者の原因調べ

1

2

3．

乳歯の治療促進

歯科医との連絡

来年度の対策
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よう表示

5．　要治療者台帳作成・記入

6．　夏休み中に治療管促のハガキを

　　2～3度出す。　（7．月末に未治

　　療者があった時）

7・　未治療者の原因調べ

予

防

「－

　1．　むし歯予防の朝礼講話

2．

3。

学校保健委員会

「はみがきとハブラシの適正に

ついて」

「保健だより」で児童・保護者

の啓蒙

4．弗素の塗布……2～4年

5．　ハブラシの適正検査

6．　ハブラシの標本作成，掲示

7

8

家族のはみがきカードを渡し週

末に回収し結果をグラフにして

表示

はを大切にするポスター等作文

をつくらせ掲示等する

1．　「はに関するお話し集」を，

　　各家庭に配布し啓蒙

　　特にふりがなしてよくわか

　　るようにする

2．　rはに関すること」で，学

　　級会を開く

3．　毎月はみがきカードをつづ

　　けてつけさせる

4・保健だより発行

1．　はに関する知識を検査し，

　　その啓蒙をはかる

2．　「はに関する知識」のしお

　　りを発行する

3．　毎月のはみがきカードをつ

　　けさせる

4．　保健だより発行

　この年間計画のうち，特に6月4日　虫歯予防デーを

もつ6月を「虫歯予防強調月間」として全校的にとり上

げ，その活動を大きく三つの柱と考え実践に結びつけた

のです。

　　1・予防への習慣化

　　2．　治療の徹底

　　3．歯についての知識を深める

　この三要素をうまくかみ合わせた教育こそう歯対策だ

と思います。この中のどの一つが欠けましても，活動そ

のものに意義が失われるのではないでしょうか。単なる

教師側の押しつけに終始することなく，子ども達の生活

問題としてとらえ，その中に意欲的な活動，思考が児童

自身のものとして行なわれなければ，この教育活動は失

敗するものと信じています。

　さて本校の強調月聞の活動について述べますと，

1．活　動

　a　予防への習慣化のための活動

　　　朝晩の歯みがき表をつける。

　　（この活動の中で特色は家族全員の歯みがき表であ
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　ること，家族ぐるみの活動にしたのは，ややもすれ

　ば，児童の中には，夜の歯みがきを忘れ，親も全く

　関心なくそのまま放置され，新しい虫歯になる場合

　が多いこと，それに家族全体に晩も歯をみがこうと

　する努力とムードのようなものによって，習慣化へ

　の道をたどらせたいと考えたからです。幸いにして

　本校の児童の歯みがき表の集計を見ましたところ，

　はじめのうちは，晩のはみがきをしなかったお父さ

　んも，日を追うにつれ参加されていることを知り大

変うれしく思うと同時に，家族ぐるみの歯みがき表

　が有効であったことをよろこびました。

　　この表は1週間のものでありますが，子ども達は

学年なりに自分自身で表をつくり，積極的に習慣化

への道をたどっているようです。また家族の者への

採点もきびしく，ある保護者などにが笑いのようす

を知らせてくれています。

b　う歯治療を100％にする活動

　歯科検診がすみ次第，う歯のある者，要抜去歯のあ

　る者に対し，各担任より歯の検査通知及び受診表を



家ぞくみんなの歯みがきひょう 東三国小学校

◎よくみがけた

×みがけなかった
年 組

名 ま え

9日巨・日 11日［12日113日1　14日 15　日 まとめ
1あさ劇あさばんあさばんあさばんあさ1ばん囲ばんあさ庫・lx

1

こ　　う　　け　　い

　渡し，その時，子ども達の気持ちを率直に述べさせ

　る会をもちます。A児童は「去年は受診表をもらっ

　たが今年はもらわなくてよかった」ともらし，B児

　童は「歯医者さんに行くこ．とはいやだ」と発表した

　　り，そんな会話の中に，早く治療しなければならな

　いことや，今までの歯みがきの反省が生まれている

　ようです。しかし児童の中には，経済的理由，歯の

　治療に対する惑怖心などで，直ちに治療できない者

　が数多く見られます6その者に対しては，ただ治療

　　に行けと押しつけず，友人たちの協力や，歯の知識

　　の深まりと共に治療が進むよう指導しております。

6年学級における話し合い活動

　第1回検査後治療率

　　　5月31日現在63．8％　6月9日現在72．7％

　家庭に現在まで治療勧告を2’回出し，徐々に治療

率が高まっています。経済的理由で治療できt4い者

には医療援助をし100％への道をあせらずのぼり続

けたいと思います。

う歯保有者数のグラフを保健室に掲示していました

　　が玄関前に出しましたところ，児童の反響が大き

　　も僕の学級は私の級はと，話題になり，学級会等

　　でこの話題をとり上げ，話し合っているようです。’

　　100％になった学級には金色の桜をはりつけ一そう

　　はげむように心がけています。

全校う歯保有者，治療者グラフ（玄関前に掲示）

c　歯についての知識を深める活動

　歯について，児童としての知識面をとらえ楽しい

読み物として昨年度より各自持たせています。この

読み物資料を朝の会，学級会，終りの会などで読み

合い，楽しい活動を通して知識を無理なく，吸収さ

せています。これには「はのお話し集」「はをまも

　るためのちしき」があります。

　　前者はくわしく，そして読みやすく，とらえてう

　ります。所どころに絵を入れ，子ども達が読みたく

　なるよう’に配慮したつもりです。

　「はをまもるためのちしき」は，問題集のような形

　式のもので，後に答えがでています。1年より6年

　まで各学年なりに分類された問題がでています。
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●環境資料として，保健室前，廊下，玄関等に掲示

するものは，毎日児童が見て，楽しくそして考えさ

せるものでなくてはいけないと思います。そこで本

校では特に，児童が見て，にっこりとほほえみ，そ

して話題になるようなものを掲示資料として用いて

おります。作品は先生方の工夫により，おもしろい

作品ができております。下に一部を紹介します。

　このように，児童が前を通るたびにそれを見て，無

理なく理解する。そんな資料が掲示の場合要求され

　ると思います。

d　その他の活動

　●児童の意識を高めるための活動

各学級強調月間中にポスター，作文を書かせ，児童

　自身の意識を高めようとするものです。作文の指導

に当っては自由に題材を選ばせ，思ったことを中心

に，すなおな気持を表現させるようにしています。

　2，3例をあげますと，

　「僕のきらいな歯医者さん」

　「カードをもらわなくてうれしい」

　「しまった虫歯ができた」

など実に多彩な内容のものが多く，読んでいて，ふ

き出してしまうものが多くでています。この作品

中，優れたものは学校に提出され，放送したりして

全校生徒の意識を高めるのに大変役立っています。

この指導の中で一番大切なことは，歯医者さんに行

くのがいやならいやだとはっきり述べさせ，その中

から何かを得てがんばろうとする心を生み出すこと

だと思います。

◎各種の調査活動

　●現在使用の歯ブラシについて

　児童たちの使用している歯ブラシはいつごろから

　使っているだろうか，という心配から生まれたも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　のです。調査の結果心配していたことが現われ，
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これではいけないと現在子ども達に指導している

ところです。毎日使用するものだけに良い物を，

そして適当な期間使用することが大変重要です。

調査の結果下記のようになりました。

li甕

●う歯について

児童達のう歯はどんな様子だろうか。新しく虫歯

ができていないだろうか。t．と考えて調査したので

すが，結果は下記のグラフの如くC1が大変多く，

新しい虫歯ができていました。このグラフから

も，正しいはみがきの重要性が考えられます。ち

ょっとした児童たちの油断が一本の歯をおかして

しまうのです。

　④う歯調べ（C、～C。）

●歯のみがき方について

歯は正しいみがき方によって，守ることができ

る。子ども達が果して教えていただいた通りの正

しいみがき方をしているだろうかという疑問より

生じた調査です。結果は下記の通り約半数しか正

しいみがき方をしていません。しかしこの正しい

と思っている者の中の何％が本当の正しいみがき

方であるかと考えるとき，みがき方の指導は，1

回ですますものでなく，何回もくり返す必要があ

ると思うのです。特に低学年のあい1だに，しっか

りと教えることが効果的だと信じていんす。

6家庭への啓蒙活動

毎月児童の家庭に出される「保健だより」を通じ

て，歯のいろいろな問題について，保護者に知ら

せ，学校での指導が充分家庭で実行されるよう努

力しております6父兄の中には，児童の健康に対

して無関心な方もあり，子ども達の生活の大半を

うけもつ家庭が不充分な状態である。家庭にまで

及ぼした活動がなければ，強調月間の活動も不充

分なままで終わうてしまうと思われます。

吃
壁
，

起
馨

雛

囎

●区全体への歯の衛生週間行事への呼びかけ

　6月10日本校講堂において，歯の衛生週間行事の

　一つとして，東淀川区の学校より保健主事，保健

　主任，養護教諭に参集いただき，一例として本校

　のう歯対策につきいろいろと話し合いました。ま

　たこの会にはど多忙な時間を2おさきいただき，

　大阪市学校歯科医会会長川村先生をはじめ多くの
　　　　　　　　　　　　　　
　歯科医先生方に，ご指導いただき，この会の意義

　が一そう深まりました。

今まで本校の活動面につきいろいろと述べてまいり

ましたが，本校が最も力を入れ，また特色といたし

ておりますものは，

　1・家族ぐるみの歯みがきの徹底。
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2．読み物資料による知識を深める。

3．　う歯保有者とその他の者との食生活の比較研

　究。

4．環境資料による意識の向上。

等であります。しかしこの道は広くそして険し

　く，私達職員の歩む道が，必ずしも良いとは思わ

れません。まだまだ道は遠い感があります。1日

　1日を1人1人の児童を大切にした指導がなされ

　なければなりません。

　う歯を持った児童が本校に，一人も見あたらなく

なることは無理なことではありますが，それに近

　づくことはできると思います。その活動が教育で

　あるのでしょう。しかし本校が，、かかえている問

題はまだたくさんあります。

　1つには正しい歯のみがき方の徹底

　2つには良い歯ブラシを常に利用させること

　3つには治療に行くことをかやがる子の指導

　4つには給食後の歯みがきと手洗場の問題。など

数多くの問題点を，一つ一つたんねんに，息切れせ

ず，児童の生活の中に浸透させねばなりません。こ

の問題点に共通することは長期にわたる活動が必要

であること，また学校だけ，家庭だけでなく学校家

庭の一体化した教育が必要であること。この一体化

と長期の指導が適切に実行されたζきこそ，兜童一

人一人に歯に対する良い習慣が形成され，本校児童

の心に健康に対する積極的な活動が生まれます。最

終目標である，健康の自主管理ができるようになる

日は遠いが，しかし必ず訪れると信じています。自

分自身の体を常に正常に保とうとする心の養成，こ

れが保健教育の目標ではないでしょうか。これから

の長い人生を歩む児童にとって私達職員が，医師の

方々と手をたずさえて，この点め指導を更に進めた

いものだと思っています。健康な，にこやかな幸福

感，幸福な人生の誕生のために今後ますます努力し

たいと念じる次第です。

昭和44年度

はをまもるためのちしき

一ねん

1，　ははみがかなくてもよいでしょうか。みがかないと

　　いけないでしょうか。よいほうに○をつけましょ

　　う。
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　　イ　は、はみがかなくてもよい。

　　ロ　ははみがかないといけない。

2．　（　）のなかのよいとおもうことばに○をつけまし

　　ょう。

　　　はは（みがきたいとき，ときどき，まいにち）み

　　　がくのがよい。

3．むしばになったらどこへいってなおしていただきま

　　すか。

4．　はのかたちはみなおなじですか。ちがいますか。よ

　　いほうに○をつけましょう。

　　・みなおなじ　　・ちがう

　こたえ

1．　ロ，ははみがかないといけない

2．　まいにち

3．　はいしゃさん

4．　ちがう

5．　はをみがくときにつかうものに○をつけましょう。

　　　はぶらし，，ようじ，せっけん，昼みがきこ，こっ

　　　ぷ，ちゅうぶいりねりはみがき，せんめんき。

6．　いちどはえたははおとなになるまでそのままでしょ

　　うか。よいほケに○をつけましょう。

　　　みなかわる，かわるはとかわらないはがある。み

　　　なかわらない。

7．　きゅうしょくをしたあとうがいをしていますね。

　　うがいをするときつぎのどちらがよいでしょう。

　　　・がらがらうがい。　・ぶくぶくうがい。

　こたえ

5．

ハ

0
7
■

はぶらし，はみがきこ，こっぷ，

はみがき。

かわるはとかわらないはがある。

βミくSgsくうカSい。

ちゅうぶいりねり

二年

1．　ははまい日みがかないといけないことはよくしって

　　いますね。それではあなたはつぎのどれが一ばんよ

　　いとおもいますか。よいのに○をつけなさい。

　　・がっこうでしらべられるからみがく。

　　・おかあさんにいわれるからみがく。

　　・せんせいにいわれるからみがく。

　　・じぶんからすすんでみがく。

　　・おとうさんにいわれるからみがく。

　　あなたのははみなでなんぼんぐらいありますか。

　　10ぽんぐら・い，20ぽんぐらい，30ぽんぐらい，40ぽ

　　んぐらい。



3．　あなたのいまはえているははつぎのどれでしょう。

　　・はえかわらないはとはえかわるは

　　・みなはえかわらないは

　　・みなはえかわるは

　こたえ

噌

⊥
2
3
4・
【

0
ら

6．

7．

じぶんカ）らすすんでみがく

20ぽんぐらい

はえかわらないはとはえかわるは

むしばにならないようにするためにきをつけること

を三つかきましょう。

はブラシのけはどちらがよいでしょう。

・ かたい　　　・あいだがあいてならんでいるもの

・ やわらかい　・あいだのつま・っているもの

はいしゃさんにいってむしばをなおしてもらったら

ははもとのようになりますか。

きゅうしょくをたべたあとむしばにならないように

するためにどうすればよいでしょう。

　こたえ

4．〔1）ねるまえにあまいものをたべないようにする。

　　（2）はをみがく。

　　（3）しょくじのあとうがいをする。

　　（4｝　日によくあたる。

　　（5）ござかなをたべる。　（このうち三つ）

5．　・かたい

　　・あいだがあいてきれいにならんでいるもの。

年三

1。

2．

3

4．

私たちは毎日はをみがいていますが，このはみがき

は何のためにするのでしょう。よいほうに○をつけ

ましょう。’

・ 基をうつくしくするため。，

・ はのそうじをするため。

むしばについて

ア　前ばとおくばとではどちらにむしばができやす

　　いでしょう。

イ　なぜそこがむしばになりやすいのでしょう。

あなたがたのははみんなで何本あるのがふつうでし

ょう。18本。　20本。　24本。　26本。30本。　32本。

つぎの堅のえと，あてはまるζとばを一でむすび

ましょう。

9・　　　　　・いときりば㌦
　　　　　　　　　　　　　　・かみくだく
G・・まえば・
　　　　　　　　　　　　　　・かみきる
曾・　・おくば　・

　こたえ

1．　はのそうじをする。

2．　ア　おくば

　　イ　・たべもののかすがのこりやすい。

　　　　・そうじしにくい

3．24本，26本（どちらでもよい）

4．

四年

1

2．

3．

4．

私たちは毎日朝と夜ねるまえにはをみがいています

が，どちらのほうがだいじでしょうか。

° 朝　　　　・夜ねるまえ

はにたべものが残っていると（　　　）になりや

すいので朝だけでなく夜ねる前にも（　　　）と

よい。

はとほねをじょうぶにするためによい食べ物を左の

中からえらんで○をつけなさい。イ　パン　ロ　ご

はん　ハ　にぼし　二　小ざかな　ホ　えんどう

つぎのかんけいあるものをせんでむすびましょう。

前のは・

おくのは・

乳　　歯・

永久歯・

こたえ

1．夜ねるまえ

2．むしば

3．　にぼし

4・　前のは

　　　おくのは

　　　乳　　歯

　　　永久歯

・ 子どものは

・かみくだく

・ おとなのは

・ かみきったりひきさいた

りする

はをみがく

小ざかな

子どものは

かみくだく

おとなのは

かみきったりひきさいたりする

五年

1．歯のみがき方は，次のどの方法がよいでしょう。

　　・かいてん法（U一リンゲ法）　・よこみがき法

　　・その他の方法

2．乳歯はふつう上下あわせて①（　）本でおとなにな

　　ると②（　）本になる。
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3．歯をじょうぶにするには（　）と（　）を多く

　　ふくんだ食物をとるとよい。

4．下のえはおとなの歯と子どもの歯をくらべたえで

　　す。それぞれのぶぶんにその名前を下の中からえら

　　んで同じ番号をいれなさい。

　　　　　　　（）

5．歯のぞうげ質とエナメル質ではどちらの方がかたい

　　ですか。

　こたえ

1
200
4

5．

六年

噸
⊥
2
3
4．

5

6

かいてん法（ローリング法）

①20本　　　　②32本　参考　28本の人もある

（おやしらずがはえない人もあるので）

カルシウム　　　　リン

イ　　　　1

ロ　　　　2

ハ　　　　3

三　　　　4

エナメル質

歯みがきの3・3・3運動とはどんな運動でしょう。

歯ブラシはどんなのがよいか二つかきなさい。

カルシウムは小ざかなや牛乳の中に多くふぐまれ

④（　　）や②（　　）をつくります。

はえかわる歯を何といいますか。

はえかわらない歯を何といいますか。

下のえは歯のしくみをかいたものです。

（）の中へ下のことばを番号で書きいれなさい。

ふっその塗布は何のためにするのでしょう。

・むしばをなおす　　　　歯をつよくする

・ 歯をきれいにする

　こたえ

1．三度の食事のあと三分いないに三分間歯をみがくと

　　よいという運動です。
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2．毛はかたいものがよい

ま淑いにならんであし”（「u’るのが國

圭雲1まばは小さ嚇よい（ゆび狸ミ

　　毛の質の同じものがよい

り

0

」
4
F
O
ρ
0

口にあった大きさのものがよい（この中いずれか二

つ）

骨，歯（二つできて○とする）

乳歯，永久歯（二つできて○とする）

イー3　ロー1　バー2　ニー4
歯をつよくする

はのお話し集

　　　　　　　　　　　　　大阪市立東三国小学校

もくじ

1．　口や歯のはたらき

2．　むし歯のできるわけ

3．’歯のできる時期

4．むし歯のすすみ方

5．　歯の生えかわり

6．生えている歯の数とむし歯

7．歯のつくり

8．　「歯医者さんは魔術師」

9．　大切なつば

10．歯とたべもの

11．　口や歯はいつもきれいに

12．歯ブラシについて

13．歯磨剤について

14．　こんなくせはやめましょう

15．歯をみがくとき

16．おやつとむし歯

17．むし歯のある子とむし歯のない子

18．むし歯のよぼう

うなはたらきをしてくれているところがありますが，

や歯もその一つです。

　では，どんなはたらきを，Uているのでしょう。大きく

わけて3つあります。

　まず一ばんはじめに大切なことは食べ物をこまかくか

みくだいてくれることです。前歯は大きいものをかみき

ってくれるハサミのような役目をし，また，奥歯はそれ

をすりつぶすウスのような役目をするのです。

　次に，みなさん口や歯が人と話をする時，大事な役目

1．ロや歯のはたらき

　わたしたちの体には健康な生活をおくるためにいろい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口



要

を果してくれていることはよく知っていると思います

が，「アーアー」と声を出すのはのどのところなのです。

そしてそれをことばにするのは歯や舌や唇のはたらきな

のです。前歯がないとスースー空気がもれてサ行タ行の

ことばはたいへん聞きとりにくいのです。

　このように，口や歯はことばを作ってくれるのです。

3つ目は，みなさんのかおを作るのに役立っています。

口や歯がないかおをちょっとおもってみてください。と

てもおかしなかおになります。こうして口や歯は，気が

つかないうちにも，いろいろなはたらきをしてくれてい

るのです。

2．むし歯のできるわけ

　みなさんの中に「わたしはほんとうに健康です」と言

える人はどれだけいるでしょう。「健康です」と答えた

あなたの口の中にはなおしていないむし歯はないでしょ

うか。むし歯はおそろしい病気の一つです。むし歯にな

らないよう日頃から気をつけていないといけません。

　それにはまずどうしてむし歯ができるのかよくおぼえ

ておきましょう。口は体の中でいち．ばん不潔になりやす

いところで，それはたくさんのばいきんが住んでいま

す。これらのばいきんは自分で酸素をだし歯の間に残っ

ている食べかすのさとうやでんぷんなどを発酵させ乳酸

を作ります。この酸が歯のカルシウム分をとかすために

歯の表面のかたいエナメル質に穴があくのです。これを

脱灰といいます。

　次に歯のたんぱく質などがとかされ，むし歯ができる

のです。

　こうして考えてみるとむし歯になる原因は食べかすを

残しておくとできるのですから物を食べた後は食べかす

を残さないように，奥歯のかみ合わせや歯と歯の間など

特に気をつけてみがいたりうがいをしたりしましょう。

3，歯のできる時期

　わたしたちの歯は生まれてから死ぬまで二度生えま

す。はじめに生える歯を乳歯といい，生えかわった歯を

永久歯といいます。

　乳歯の時は上の歯10本あわせて20本の歯が生えるので

す。

　この歯は，2歳位から3歳位までに全部生えそろうの

が，普通ですが，この乳歯の芽ができるのはいつごろだ

と思いますか？　それは，みなさんがおかあさんのお腹

の中にできてから大体35日目位にもうできるのです。こ

の時のみなさんの身長はまだ1㎝位しかありません。こ

の時分からみなさんのおかあさんは強い歯をもった子ど

もであるようにと歯や骨を強くするカルシウム分をたく

さん含んだ食品をたべるように心がけてくださったので

す。ですから，こうしておかあさんからいただいた歯を

むし歯にしてしまってはいけません。

　さて歯の芽ができるといってもそれはあごのほねの中

でできるので，口の中にすぐはえてくるわけではありま

せん。歯はあごの骨の中で少しずつ作られ，それから歯

ぐきをやぶって生えてきます。

　ちょうど竹の子が土をやぶってすくすくと生えるよう

に口の中に現われます。

　これは永久歯も同じことですが，今生えている歯，こ

れから生えてくる歯を強い歯にするのはみなさんの責任

です。

4．むし歯のすすみ方

　みなさんは去年より背が高くなったでしょう。体重も

増えて毎日とても元気よく勉強しています。

　しかし，ちょっと口を開いてみてください。去年より

むし歯が1本増えていませんか。また新しくできた人は

ないでしょうか。も．し，冷めたい水や空気にふれたとき

「スー」と歯にしみるようではまずむし歯ができたので

はないかとうたがってみましょう。

　学校で歯の検査の時，’Ci，　C2と歯の先生がいわれま

すが，これはむし歯の進み方をあらわしているのです。

　C1というのは，むし歯のはじめで，歯の表面の硬い

エナメル質に黒いしみや，くぼみができ，ザラザラした

感じになりますが痛みは感じません。

　C2というのは，エナメル質がこわされ象牙質までお

かされて，冷めたい水や空気がふれたりキャラメルなど

甘いものをかみしめたりするとその瞬間だけ「ピクッ」

としみるようになります。

　C3というのは歯の頭が欠けてしまい根だけになって

しまった歯です。こうなるともう歯としての役目は果さ

ず口の中をきたなくするだけです。

　このようにむし歯はどんどん進みますから，むし歯に

なったら早くなおすようにしましょう。

5．歯の生えかわり

　わたしたちの歯は6歳ごろになるとかわいい前歯がブ

ラブラになって，しまいにはぬけてレまいます。そして

間もなくその後にびっくりするような大きな歯がはえて

きますが，これは乳歯がぬけて永久歯がはえてきたので

す。
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　永久歯は体の他の部分のように少しずつ全体が大きく

なるのではなく，歯ぐきから歯の頭を出した時はもう大

人の顔にふさわしい歯が生えてくるのです。かわいい子

どもの顔であるわたしたちのお口に大きな歯が生えるの

がほんとうでおどろくことはないのです。

　この生えかわる時期は永久歯の歯ならびやあごの発育

などにいちばん大切な時で，小学校3年生，4年生頃が

特にはえかわりの多い時です。

　乳歯のむし歯を放っておいたり，早くぬいてしまった

りすると食べ物をよくかむことができず，あごは小さい．

ままで大きな永久歯が正しく並んで生えることができず

がたがたの歯並びになったりします。

　きれいな歯並びにするためには，この歯の生えかわる

時は特に気をつけまレよう。

6．生えている歯数とむし歯

　「あなたの口の中に今何本歯が生えていますか。その

中にむし歯は何本ありますか」と，きかれたらすぐ答え

られるでしょうか。

　自分の身体についてはよく調べておぼえておきましょ

う。わたしたち人間の永久歯は全部で32本生えます。で

もいちばん最後に生える第三大臼歯，普通親知らずとい

いますこの歯は生えない人もあるのです。

　しかし28本は必ず生えます。といっても歯は一度に全

部生えるのではなく歯によってだいたい生える年令がわ

かっているのです。そして上の歯と下の歯とでも生える

時は少しちがいます。それぞれの歯には形や役目によっ

て名前がついています。前歯というのは中切歯，側切歯，

犬歯のことです。

　また，奥歯というのは第一小臼歯，第二小臼歯，第一

大臼歯，第二大臼歯のことで4本ずつ生えます。この中

でいちばんかむ力の大きいのは第一大臼歯で，この歯は

全体の歯の中心となり歯並びにも関係している大切な歯

なのです。

　さあ一度鏡を見ながら自分の歯を数えてみましょう。

またむし歯も調べましょう。

7．歯のつくり

　歯をたてにわってみると大体下の図のようになってい

セメント質

歯根
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ます。

　歯は図のように歯ぐきから上の部分を歯冠部といい，

歯ぐきにかくれているところを歯根部といい，その間の

ところを歯頸部といいます。歯のおよその形をつくって

いるのは象牙質といわれる部分で骨によくにており，こ

の硬さは年令によって少しちがいますが，ガラスぐらい

のかたさです。この象牙質の中を神経の方から表に向っ

てたくさんの小さい管がとおっています。

　この象牙質の頭にあたるところをかたいエナメル質が

おおっており，このエナメル質の硬さは水晶と同じぐら

いで人間の体の中で一番かたいところです。

　根のところはごくうすいセメント質でおおわれていま

す。

　次に，象牙質の内部には空洞があり，ここを歯ずい腔

といい，やわらかい神経や血管が1本1本歯の根の先か

ら入っています。この歯ずいは歯に栄養をはこぶ大切な

役目をしでおり，歯はいつもつやつやとして生きている

のです。

8．歯医者さんは魔術師

　太郎くんは小学校の2年生ですが，きょうは歯の検査

があるのでいつもよりきれいに歯をみがいてきました。

歯の先生は，かわいい太郎くんの口の中にむし歯がある

かないかを調べるために，先のとがったはりのようなも

のと，小さな丸いかがみを口の中に入れて，ていねいに

検査してくださいました。

　その時，歯の先生は「小さなむし歯ができましたから

早くなおしておきなさい」と，いわれたのです。

　それから太郎くんの口の中をみて「たいへんきれいに

みがけていますね」と，ほあてくださいました。

　太郎くんはむし歯があるといわれたのはとてもいやで

したが，口の中がきれいだとほめられたのはとてもうれ

しくおもいました。

　家にかえって早速おかあさんに歯医者さんに連れてい

ってもらったのです。でも太郎くんはこわくてしかたが

ありません。

　歯医者さんへいってみると，ちょうど太郎くんと同じ

2年生ぐらいの男の子が1人できていたので少し安心し

ました。

　太郎くんの番がきました。さっきの男の子はゆうゆう

と診察室からでてきて先生に「ありがとう」といってピ

ョコンと頭をさげさっさと帰っていきました。

　そこで太郎くんも勇気をだして診察室に入っていきま

した。



　治療いすにすわると白いエプロンを首にかけてもらい

先生が足でボタンを押すと太郎くんはスーと上にあがり

びっくりしました。先生がコップを置くと水は自然にジ

ャーと出て，一ぱいになるとひとりでにとまりました。

まわりにはいろいろなみなれない器械がピカピカ光って

いました。やさしそうな先生は太郎さんの口の中をみて

「これはかんたんだ」といって小さな箱からコードのつ

いたものを口の中に入れました。するとピューンと音が

して口の中はまるでジェット機がとんでいるみたいでし

た。そのあと白いものをつめられ，　「またあしたいらっ

しゃい」と，いわれカー一，ドをくださいました。おかあさ

んは「太郎ちゃんどうだった。こわくなかった」と，心

配そうにたずねました。すると太郎くんは大きな声で，

「おかあさん歯医者さんてまじゅつ師みたいだね」とい

ったので，みんなわらいました。でも太郎くんはほんと

うにそう思ったのです。

　「歯医者さんは魔術師みたいだ」と。

9，大切なっば

　つばというとみなさんはぎっときたないものと思うか

もしれませんが，このつばはとてもわたしたちに大切な

ことをしてくれているのです。

　まず，つばは口の中をきれいにしてくれますQ

　食べかすやその他いろんなものをきれいに洗いとって

くれるのです。

　次に肩の中をy＞つもなめらかにして，口の中がかわく

のをふせいでいます。

　そして，食べ物をやわらかくし食べやすいようにし，

たくさんつばがでるようにします。また，炭水化物を消

化し始めるとともに，いろんなばいきんの発育もおさえ

るのです。

　このようにつばはなくてはならないもので，もし，つ

ばがでなかったら，わ一fcしたちはどうなるでしょう。

　人と話をしたり，食べ物をのみこんだりすることがで

きず，口の中はとても不潔になり，むし歯や歯ぐきの病

気がどんどんふえて，しまいに身体も弱くなり長生きで

きないのです。

10．歯とたべもの

　みなさんは毎日学校で食べる給食は，きっと残さずに

食べていると思います。

　給食にはいろんな栄養がたくさん含まれていますが，

特に牛乳は歯によいのです。

　では，朝ごはん，晩ごはんはどうでしょう。食べるも

のに好き嫌い言わないでしょうか。強い歯をつくるには

何でもよくかんで食べることです。ゐルシウム分がたり

ないと，むし歯になってしまい，固い物をかんだりする

とすぐ欠けたりします。また，ビタミン類特にCがた

りないと，歯ぐきの病気になり歯ぐきから血がでやすく

なります。こうして，強い歯をつくるためには食べ物に

気をつけましょう。

●カルシウム分を多く含んだ食品

魚

介

類

まいわし

　丸干
　めざし

かたくちいわし

煮　干

たづくり

しらすぼし

こうなご（いかなご）

つくだに

あめに

どじょう

は　ぜ

　つくだに

　，かんうに

わかさぎ

　つくだに

さくらえび

海

草

類

乳

類

種
実
類

豆
類

すいぜんじのり

ひ　じ　き

わ　か　め

あ　お　さ

あおのり

あ　ら　め

こ　ん　ぶ

脱脂粉乳

チーズ（プロセス）

ご ま

塩えんどう

●ビタミンを含んだ食べ物（A，B1，　B2，　C，　D）

魚，卵，かんぞう，青菜，にんじん，トマト，のり，海

藻類，緑茶，みかん，はまぐり，あさり，かき，落花生，

バター，いわし，にしん，さんま，しいたけ，豆もやし，

小魚

11．ロや歯はいつもきれいに

　野生のサルは山の木の葉や草の実をバリバリとたべ，

四季の木の実をいつもたくさんたべています。そのせい
　　　　　　　　　Nか口の中はとても清潔で，歯によごれなどつくことがな

く，むし歯はもちろん1本もありません。でも，同じサ

ルでも家で飼われ，わたしたちと同じような物をたべて

いるサルたちの，口の中はきたなくよごれがたまり，む

し歯もあるのです。わたしたち人間は食物をなまのまま

でなくきれいに料理して食べます。

　こうして，毎日あたりまえの食事と思っている食べ物

やお菓子もむかしの人々には思いもよらない食べ物だっ

たのでしょう6きれいに料理された食べ物は，歯のまわ

りにつきやすいもので，ばい菌のふえやすいものが多く
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口の中はいつも不潔になっているのです。

　これではむし歯や歯ぐきの病気はふえるばかりです。

ですから，わたしたちもできるだけ，野菜などは生でた

べるようにしまし’．kう。

IZ　歯ブラシについて

　口の中をいつも清潔にしておきましょう。口の屯をき

れいにする方法としては歯ブラシで歯をみがくことがい

ちばんいいのです。しかし，この歯ブラシはどんなもの

を使ってもいいというわけではありません。

　では，どんな歯ブラシがいいのでしょう。歯ブラシの

毛の種類には，ナイロン，ぶた，たぬき，羊などいろい

ろありますが毛があまりやわらかすぎていけません。

　大体，たぬきと羊の毛以外だったらどれでもいいでし

ょう。

　たぬきと羊の毛はこしが弱く，あまりきれいにみがけ

ません。

　また，一般におとな用で，それも大きすぎるものばか

りのようです。

　それから，うわっている毛と毛の間は少しすきまがあ

り，毛の長いもので弾力性のあるものがいいのです。

　次に大きさですが，これも大切なことで，やはりみな

さんは子どもですから口にあった小さな歯ブラシを使い

ましょう。狭い所をみがく場合にも困らないように大き

さは下の前歯の内側にブラシを横にして楽にはいるぐら

いのがよく大体自分の手の2横指ぐらいの大きさです。’

　次に気をつけたいごとは使った後，歯ブラシに歯磨剤

などが残っていないよう，手できれいに洗って風通しや

巴当りのよいところへかけてかわかしておきましょう。

　あまりたくさん使うとあわがたくさんでて口の中がす

っとしますからよごれが全部とれていないのに磨けたよ

うな気になってしまいます。歯磨剤は歯ブラシの毛の壱

ぐらいでいいでしょう。また磨いた後は口をよくすすい

で歯磨剤を流し出しましょう。

14．　こんなくせはやめましよう

　きれいに並んだ歯の口もとはとても美しいものです。

歯並びは発音時や物査かむ上にとって大切です。きれい

な歯並びにするためにはまず乳歯の時から大切にしない

といけないのです。乳歯をむし歯にしたまま放っておく

と，’乳歯の役目がおわってもひとりでにぬけず，下から

はえてくる永久歯はゆがんではえてしまいます。

　こういうふうに次々生えてしまうと永久歯はガタガタ

の歯並びになり，かみ合わせの悪い受け口や出っ歯にな

ってしまいます。歯並びが悪い』と食べかすがたまりやす

く，また，歯ブラシで磨きにくく，むし歯になりやすく

なるのです。歯並びやかみ合わせには，遺伝もあります

が，くせによっても悪くなる時が多いのです。次のよう

なくせのある人は注意してやめるようにしましょう。

　テレビを見たり，本を読むときなど，あごを両手でさ

さえてみないように。また，寝るときまくらが高くなり

すぎたりしないように。口をあけてねることのないよう

に。鼻やのどに病気のある人は，早くなおしましょう。

また，くちびる，指，爪，鉛筆などをかんでいると，歯

並びが悪くなりますから，やめましょう。

　そして歯の検査の時に歯並びやかみ合わせについて注

意されたら，お家の人と相談して早く歯の先生になおし

てもらうようにしてください。

13．歯磨剤について

　歯磨剤には粉末，半練，チューブ入りなど，また子ど

もが使いやすいようにしてあるイチゴやバナナ，弗素入

りなどいろいろあります。歯磨剤は歯のよごれを落しや

すくするための補助剤として何げなく使っているのです

がやはりその役目はあるのです。

　まず歯にきずをつけないようにして，きれいなつやを

出します。そして歯にひらついているよごれや，ばいき

ん，口のくさいにおいなどを取ってくれます。

　また，あわを出して歯の間などのよごれにひっついて

よごれをとれやすくします。

　このように歯磨剤は歯を磨くためには必要なもので

す。自分の好きなものを選んで使いましようp

使う時の注意は

15．歯をみがく時

　口の中はいつも清潔で食べかすは全く残っていないこ

とがいちばんいいのです。でも，物を食べるたびに歯を

磨くζとはなかなかできません。しかし，1日3回朝，

昼，晩の食後には必ず歯を磨くようにしましょう。Lもし

磨けない時は忘れずにブクブクとうがいをしましょう。

　さて，物を食べた後，口の中が最もむし歯になりやす

くなるのは食後3分以内の間であるといわれています。

これは普通，口の中は中性なのですが，たとえば，ビス

ケットを食べると，ばいきんのはたらきによって口の中

はまもなく酸性になり，かたいエナメル質がとかされや

すい状態になるのです。

　そして，その後1時間あまりの間に少しずつもとの中

性にもどるのです。このことから歯をみがいたりうがい
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をしたりするのは食後直ちにするのがよいとされている

のです。

　また，1日のうちで夜の歯みがきは特に大事です。夜

はみなさん口をとじて寝ますね。そうすると口の中はま

っくらであたたかくしめっており，そこに食べかすをつ

けたまま寝ることは，ばいきんがとてもはたらきゃすく

なり，食べかすをどんどんくさらしてむし歯を作ってし

まいます。ですからむし歯をふせぐには，夜の歯みがき

はとても大事なことです。

16．おやつとむし歯

　みなさんは学校から帰るとおやつを食べると思います

が，おやつとしてたべるものにどんなものがあるでしょ

うか。チョコレート，アメ，ビスケット，パン，その他

いろいろあるでしょう。

　やはり砂糖のふくまれているものが多いですね。おや

つは食べていいのですが，必ず1日1回あるいは2回と

いうように回数と時間をきめて食べるようにし，いつも

口の中に何か食べ物を入れていることは歯にとっていち

ばんいけないことなのです。また，おやつばかり食べて

いると食事の時にごはんを食べることができなくなって

しまいます。おやつだけではじょうぶな身体を作ること

はできません。

　それから，ビスケットやチョコレートなど歯にベタベ

タひっつくものを食べたあとには歯をみがくか，うがい

をするのがいいのです。自分の歯は自分で，むし歯や歯

ぐきの病気にかからないよういつも気をつけましょう。

17．むし歯のある子とむし歯のない子

　10人のうち8人までの人がむし歯をもっています。そ

のうちでなおしている人は4人ぐらいで，あとの人はそ

のままなおさず放ってあります。むし歯は早くなおさな

ければいけないということはよくわかっていますが，な

かなかできないようです。

　では，むし歯をなおしてある子とない子はどうちがう

でしょう。例えば教室を掃除する時にいつも10人でして

いるのに4人の人が休んで6人で掃除するとすればどう

でしょう。

　きっとみんな早くっかれてしまいます。

　また，あまりきれいにお掃除できないかもわかりませ

んね。やはり10人でした方がいいでしょう。歯も同じこ

とです。たくさん生えているのだから・1本や2本むし歯

でもいいなどと思ってはいけません。歯は1本1本役目

がちがうのです。だから1本でもぬけたり，むし歯でか

あないままにしておくと他の歯がそめむし歯の分までは

たらかないといけませんから，いい歯までが早く悪くな

ってしまいます。

　また食べ物がむし歯の穴にはいるといたいのでよくか

まずにのみこんでしまい，胃腸を悪くしやすいのです。

　そして，むし歯のない方ばかりでかんでいると顎のゆ

がんだ子になってしまいます。

　でも，むし歯のない子はよくかんで食べることができ

ますから，胃腸はいつもじょうぶで頭や顎の発育も良く

いつも健康体です。こうしてくらべてみるとやはりむし

歯はない方がいいですね。むし歯のある人は早くなおし

ましょう。

18．むし歯の予防

　むし歯を予防するにはどんなことに気をつけたらいい

のでしょう。

第一　むし歯にかからない強い歯をつくることですが，

　　それには歯によい牛乳，卵，海そう，小魚，生野菓

　　などをたくさん食べましょう。

第二・よくかんで食べること。よくかむことは消化がよ

　　いばかりでなく顎の運動になり，レっかりした顎，

　　しっかりした歯ができます。

第三歯をみがくこと。物を食べた後は必ずみがくかう

　　がいをし口の中をいつも清潔にしておくことです。・

第四　あまいものをたべすぎないこと。あまい砂糖がた

　　くさんふくまれているお菓子をたべすぎると弱い歯

　　になってしまいます。

第五’歯の検査を受けましょう。学校で歯の検査をうけ

　　てむし歯があるかないか調べてもらいましょう。

　　自分でも時々口をあけて調べてみてください。

（歯の保健指導手引　発行　大阪市学校歯科医会より）

お母さん方へ

・ 小さいお子さんにはよんできかせてやってください。

・ むつかしい言葉は，わかりやすくいってきかせくださ

　い。

・ 大きいお子さんは分ると思いますが，お母さんも是非

　お読みください。

・ 特に，はえかわることのない永久歯は大切にいたしま

　しょう。

・ 「はのお話し集」をだしましたのは1もっと，もっと

　はについて，お家の方に，お子さんに，知っていただ

こうと思ったからです。
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　1

歯によい食品　煮干し粉

岡山県歯科医師会福島吉夫

　白砂糖やお菓子が歯のために悪いことは誰でも知って

いるが，歯のために良い食品となると，なかなか，むつ

かしい。そこで，歯のために最もよい煮干し粉を紹介し

てみたいと思う。煮干しは，いりこ，いりぼし，だしじ

ゃこ等々，いろいろの呼び名があるが，学名は「片口い

わし」で，煮て干すから煮干しで生のまま干したもの

は，お正月に使う「たつくり」である。ベテランの乾物

業者は，煮干しの姿を見ただけで，産地，生産の時期，

またその時の天候までわかるという。

　成分表を開いて見ると，その主なるものは1009中，

蛋白質699，カルシウム2200㎎，ナトリウム1600㎎，リ

ン1500㎎，鉄18㎎，ビタミンD80㎎である。

　何百種とある日本食品の中で煮干し程人間に必要な栄

養を，しかもバランスよく含んでいるものは他にない。

　戦時中に生れ育った子どもにはむし歯が非常に少なか

った。お菓子が少なかったせいもあるが，こういう小魚

を頭も骨も無駄なく摂取したことも一つの理由らしい。

　わが町（岡山県山陽町）においても，昭和34年頃，む

し歯のために幼児の体位が低下するという大問題が起き

た。そこで私は，妊婦や幼児に煮干しを食べる運動をし

て見ようと思った。しかし，実際問題として，食糧が豊

富になるにつれ，だしかすを食べるようにいっても，実

行する人は一人もない。そこで煮干しを粉末にすること

を思い立った。粉末にすれば忙しい妊娠中の母親も，離

乳食の赤ちゃんも歯の悪い幼児も，容易に食べることが

できる。上等の煮干しを，よく乾燥して，電気ミキサー

に入れて（コップ1／4程度）電気を入れると2分位で，き

れいな粉末になる。これを，清潔なビンに入れて，ち

ようど化学調味料と同じ要領で使用すればよい。時間的

にも経済的にも大変助かる。

　化学調味料といえば，最近もっぱら味の素やハイミー

ばかりに頼る人があるがこれは大変危険なことである。

随分昔のことだが名古屋医大の勝沼内科で行なった次の

ような貴重な実験がある。重症奇形児，無脳児，脊椎破

裂，こういう子どもは生まれるとすぐ死んでしまうが，

こういう重症奇形児を生んだ母親に，カルシウム，リ「

ン，鉄，ビタミンDの4種を複合剤として与えた（全く

煮干しの成分である）ところがそのうち38人妊娠した

が，今度は全部が正常妊娠で，正常分娩で，しかも全部

が男子であったとの報告がある。逆もまた真なれば，こ

ういうものが不足すると，将来奇形児の生まれる恐れな

きにしもあらずということもいえると思う。

　わが町では，昭和37年から妊婦にはカルシウム剤を町

費で支給し，妊婦及び離乳食の赤ちゃんから煮干し粉を

使う運動をしているが，幼児のむし歯の減少，体位体力

の増強に，かなりの成果を収めている。

　この成果が人から人へ，町から町へ伝えられ，県下一

般にかなりの普及率を示している。今では煮干し粉の業

者もあり大々的に製造し，山村僻地まで農協で取り扱っ

ている。この運動が普及すればするだけ幼児のむし歯は

減少するものと確信する。煮干しに限らず全て小魚の頭

（首）まで食べるとその中にはガングリオシットという

延命作用のある成分が含まれているという。

　学童のむし歯を少なくするためには，学齢期以前の問

題を取り上げる必要があり，そのためには地域ぐるみの

保健活動が絶対に必要であるということである。

むし歯予防

米子市新納重義

　むし歯の予防といえば私の記憶からでも30年も前から

毎年毎年行なわれてきたが，その話といえば大体同じよ

うな歯を磨くこと，食後にうがいをすることに終始して

いるようである。よくも30年も同じことばかり繰返して
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きたものだ。それでその効果はといえば一向に上ってい

ない。この近年子どものむし歯はといえば毎年毎年増加

する一方である。むし歯を持っている子どもは90幾％と

かいう数字が出ている。この辺で少し考えなおして見る

必要があるのではなかろうか。

　わが国民の食生活は以前よりは余程改善されたとはい

え，まだまだ殿粉質の食品が過量に摂られていることは

事実である。その上この頃貿易上の関係上からか，必要

以上に砂糖が輸入されているようだ。これを種々の菓子

に製造されて食べよ食べよといわんばかりに売出されて

いる。何も知らない国民はわんさと飛付いて買って食べ

る。これが一番主なむし歯の増加と，肥満児の製造とに

大いに役立っていることは明らかだ。われわれの食生活

にはある程度の必要はあるが，無制限に摂っていいもの

ではない。

　砂糖の過剰摂取はむし歯を増発するばかりではない全

身的にも種々の障碍をもたらすことは指摘されている。

人体の砂糖必要量をたしかめた上，砂糖の輸入業者に政

府は必要量以上の砂糖は輸入させないようにすべきであ

る。利益だけで国民の健康を無視して貰っは困る。貿易

の帳尻だけを見て過量の砂糖を輸入して貰いたくないも

のだ。砂糖の輸入量はこの頃では必要量の数倍に上って

いるものと思う。われわれ日本人は過去にどの位の砂糖

を消費していたのだろうか，幸いにある新聞に一人当り

一力年の消費量が載っていたので書取っておいたものが

あるから御参考までにあげてみよう。

　昭和12年から43年に至るものでおよそ30年間の消費量

である。

　次のような数字が載せられていた。大体の量はつかめ

るだろう。；

国民一入当り砂糖の消費量

昭和12年　　　　14kg　　　　　26年　　　　7kg

15年

18年

20年

24年

16kg

10kg

lkg

3kg

28年　　　　11kg

30年　　　　12kg

36年　　　　16kg

43年（予想）23kg

　砂糖の大量消費がそれ程むし歯の発生に関係があるだ

ろうかとお思いになる方があると思う。

　大量消費も慢性化してしまうと，それ程の被害も案外

気付かなくなるかもしれない。

　太平洋戦争中，戦後にかけて子どもを育ててきたこと

で砂糖の消費量がむし歯の発生に大影響のあることが私

にはよくLわかっている。自分のことを申し上げては大変

失礼とは思うが御参考までに申上げます。、

　私は1男4女の5人の子どもを育てました。

　長女が昭和9年生，次女が11年生，長男が14年生，3

女が17年生，4女が20年生であります。

　長女は戦前の砂糖の豊富な時代であったから乳歯は全

部という程むし歯になった。

　だが永久歯が生える頃には戦争が次第に苛烈となり砂

糖が少なくなり永久歯には1本のむし歯もできなかっ

た。次女は乳歯にはむし歯はなく，3歳のとき疫痢で死

亡した。永久歯は生えていない時だから不明。長男以下

になると砂糖の入ったもの等見られない時代だったから

乳歯のむし歯は一本も見当らなかった。あの時代は学校

の児童の歯牙検診をしてもとてもむし歯は少なかった。

　この戦争がもたらした貴重な実例によりむし歯の発生

は砂糖の消費量と一致していることは明らかである。こ

の砂糖の摂取量を野放しにしてむし歯の予防を叫ぶのは

甚だおかしな話である。樹によって魚を求めるの愚では

なかろうか。むし歯予防の実績を上げようと思うならば

まず砂糖の摂取量を半減すべきである。そうすればむし

歯の発生も半減することは疑う余地はないだろう。

集団用歯ブラシ保管箱に収納する歯ブラシの

個別標識法の考案

熊本市城東小では，各学級教室の入口近くの廊下に洗

口場兼手洗場が設けられ，これにこたえ学級毎に歯ブラ

シ保管箱を備え児童各自は個人専用の歯ブラシ1本宛を

熊本市栃原義人

所有している。かくて本校では学校長を中心に全教職員

の協力のもと，殊に松本養護教諭の主働によって，正し

い歯みがき指導，給食後の歯ブラシ使用励行など熱心に
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コクヨM製　6型テープライター

印記したテープを貼付した歯ブラシ

実行されていることは，筆者が，しばしば紹介してきた

ところである。歯ブラシについて，些細なことである

が，ただ1つ毎年，苦労しているのは，歯ブラシ管理の

上から歯ブラシの個別標識のために刻印する煩雑さであ

る。しかるに，本年度からテープライターを使用し極め

て，気楽となり結果もよいから，ここに報告したい。

歯ブラシ

　現在，城東小の全校生徒が校内に私有する歯ブラシ

は，U一リング・ライオン・ジュニァである。市販の小

人用歯ブラシの中で最も信頼できる製品だからである。

これを新学期の当初に学用品として自己負担で購入させ

る。1力年使用した古ブラシは家庭に持ち帰らせ，進級

するたびにまた，新品に換え新しい歯ブラシが保管箱の

中に備えられる。このライオン会社製ジュニアは，合成

樹脂柄の15°屈曲型，長さ145mm，毛束3列9毛束，

植毛部27mm，毛束の長さ11mm，毛はナイロン製の繊

維の直径0．013～O．・014cmのやや硬毛になっている。高学
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年は，そのままだが，低学年（1，2年）用は，歯ブラ

シの頸部に近い毛東を1列抜き去り植毛部を23mmに短

縮して使っている。この場合，毛束をきり取るより歯科

用プライヤーなどで抜き取れば簡易である。歯ブラシに

は男女別に数字番号を記入し，男子は柄の色を青緑系，

女子は赤色系とした。歯ブラシの取扱いは，使用後よく

水洗し，よく水を切って保管箱に各自の番号位置に収納

し，自然の乾燥を待つ。城東小式では1度決められた歯

ブラシの持ち主は終始変らないところがミソである。す

なわち，普通一般家庭の取扱いの実情に最も似ている。

歯ブラシ柄の番号記入経験

　歯ブラシ保管箱の構造は省略するが，歯ブラシ柄に番

号を記入する法については，これまで手を焼いた。歯科

用タービンのポイントを使って彫刻したり，万年筆店に

刻印を依頼した時代を経て，結局，4年前からは次の方

法でやってきた。まず，柄に焼印を押し，そして焼けて

できた凹みをヤスリで修正し黄色エナメルを流し入れ

る。かくて，色彩鮮明にして記号明確な歯ブラシが出来

上る。しかし，この番号入れの作業は相当面倒で何かよ

い方法はないものかと多年悩んできた。とはいっても新

学期を迎えると季節の行と思って歯ブラシ1本1本に児

童の歯の健康への祈りをこめて作業するのであるから不

思議と悪い気はしなかった。

歯ブラシの個別標識法としてのテープライターの利用

　この目的には，’コクヨ社製Dymoテープライター

2，600円で充分である。一般の文房具店，デパートで求

められる。文字板にA　B　C……26字と数字があるか

ら適当に選字して所定のテープに印写すればよい。そし

て，印記されたテープの裏打ちの薄膜を剥がすとセロテ

ープのように，どんな材品にもピタリと貼付することが

できる。男子は青色テープにAIA2A3………女子は

赤色テープにBIB2B3……と印記し，また指導の学

級担任先生用の大人用歯ブラシには先生の名前をタイプ

したものを貼付する。誠に簡単で，しかも耐久性強く，

水にも強く・充分目的にかない何ら支障ない。但し・煮

沸には耐えない。現在～歯ブラシ製造工程の途中で番号

入れまで望むことは無理らしいから，現時点ではテープ

ライターの利用が最良法だと思われる。あえてお勧めす

る次第である。

参考：　熊本市城東小学校における歯みがきの指導の実際　健

　　　康教室　247集　昭和43年2月



ずいひつ

KATui

言語障害児と口腔検査

大原小学校言語治療教室主任教諭青野直

　口の中の問題が，子どもの言葉の発達に大きな影響を

あたえていることは，衆知のとおりである。

　現在の学校における口腔診査が，単なる身体検査の行

事として終わってしまうようなことなないであろうか。

記録する目的に検査を使っていくよりも，子供の教育目

的にそれを使ってゆきたいものである。

　言語障害児を多く扱ってみて，口の中の問題が，子供

のことばに，これ程大きな影響をあたえているとは思わ

なかった。口蓋裂はもちろんのこと，歯ならび，舌の動

きの早さ遅さ，、軟口蓋の動き，不正咬合一それぞれ，

ことばに関係が深い。中には虫歯を放っておいたがため

に，その苦痛からことばの学習をしそこなった。あるい

は言語の発達を遅らしたケースもあった。

　学校歯科医は，積極的に教師と親を含めた啓蒙をして

いく必要はないであろう。とにかく虫歯が2本ある3本

あるといったぐらいでは，児童や家庭がびっくりはしな

いのである。それで心身の発達に大きく作用して行く事

実をとりあげて訴えなければとても駄目である。口の中

を検査することは，医学的処置をする目的もあるが，子

どもの成長発育を促進させていくという教育的問題とし

て，とりあげなければなちない時期がきているのではな

いだろうか？

　子どもを今後どのように指導していったらよいか。現

在の状態で，子どもがどのくらい損をするか。歯科医師

と教育者との協力が大事である。言語障害児を扱ってい

てそのことを痛切に考えた。

　そこで私は提案したい。三歳児検診とか，就学時身体

検査の際，言語検査をして，言葉の問題が発見されたと

きは，その視点にたって，歯科医の診断を一層精密にし

てゆくようなシステムにしたら，子どものために，より

有効のように思う。診断検査のみで終わらせたくはな

い。その中で欲しいのは指導なのである。子どもを今後

育てていくうえに，その問題がどういう意味をもってい

るのか。そのためには，今何をしてやるのがいいのか。

そういう指導をする。そういう中で人間関係ができてい

く。意味を理解し相手は承認してくれる。私のような職

種の立場からは，それがr番大事なことのように思う。

　言語障害児だけの問題ではなく，今の教育は教育の分

野だけでは，子どものお世話はできなくなってきてい

る。まして，言語障害児はそうである。そういう子ども

のために，歯科医師の協力がすぐ得られるような組織を

作ってゆきたいものであり，その結果，子ども達に向か

って，打って出る切って出る医療を一それが，子ども

達にいい意味の指導につながることであり，職種を有効

に生かし社会に奉仕することにつながっていくのではな

いだろうか？
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絵と旅

滋賀県学校歯科医会尾松譲

　医者は元来多忙な職業で，開業医ともなれば，木曜日

・午後休診の札を出しておいてもノコノコ入ってきて「今

日は診ていただけないのですか」といいながらあがりこ

んでくるド心臓型。　「今日はヨオー空いてますなあ」と

あがりこんでくる，おとぼけ型。

　一体札の字が読めないのだろうか，風邪気味で，はや

幕を閉めさせてもらおうものなら「先生でも病気するの

ですか」などと全く人間扱いされない。患者の心理もわ

からぬこともないが，医者とてしょせんは人間である。

終日診療室にいて，患者の診察にばかり追われていると

身も心もどうにもならなくなってしまうことがある。

　こうした時に外に出て，ほんの僅かの時間でも患者か

ら解放されると，いわば命の洗濯ができて，清新な気持

で再び診療にとりかかることができる。フラーと出る散

歩，それもよい。仲間と一緒の旅，それもまた楽しい。

　しかし，何か趣味，絵，写真，釣り，何でもよいそれ

らがあることにより旅の楽しみは計り知れないものとな

る。かくいう小生は下手の横好きで，油絵を趣味として

いるものだから，必然語ろうとする話は絵と旅というこ

とになろう。絵が好きで描くということが楽しければ，

下手でもよろしい。という点，小生にとってチャーチル

会は大変居心地のよい会である。定例の稽古はさぼるこ

とがあっても，チャーチル会の全国大会だけは，多少無

理をしても出席することにして既に十年，その時の写生

や，スナップ写真が皆楽しい思い出につながる。全国大

会ほど愉しいものはない。開催地の姉妹会のご努力とお
　　　｝
心尽しとで，安くて楽しいのだから，こんないい旅行は

他にない。同じ趣味で結び合っている団体旅行は，旅行

社などの一般の集りとは全く違う。こんな団体の中には

必ず妙な人や，いやな人が一人二人いるものである。

　チャーチル会の大会旅行は，皆絵具箱一式を抱えスケ

ッチブックをカバンに入れ，ベレー帽をチョイトかぶっ

て，プロの絵描き顔負けの完全武装といういで立ち。大

会は毎年新緑の頃に開かれ，北は北海道から南は鹿児島

まで，三百数十名の日曜画家が集まり彩管をふるう。ま

ず「おはなはん」の原作者である林謙一氏（チャーチル

会東京幹事長，いわゆる家元）の大会宣言で幕があく。

次にチャーチル会生徒代表として藤山愛一郎氏の挨拶，
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さすがに堂に入ったもの。宴会は各姉妹会が趣向を凝ら

して華やかなものである。特に九州勢はものすごい。翌

日はそれぞれに画架を立て腕をふるう。郊外で堂々とキ

ャンバスに向かうのは恥ずかしいような気もするが，心

臓の方も徐々に強化され，「この人，ほんまの絵描きさ

んや」てな蔭口を耳にしながらも，平気な顔で絵筆をは

こぶところなど板についてくるものである。

　大会に出始めた頃は，よその連中，一体どんな絵を描

くのか，さぞや上手ではなかろうか。おそるおそるスケ

ッチの現場で，彼らの腕前の程を見たものである。「ウ

ーム，うまい！」とうなされたこともあり，ホッと急に

親近感を抱いたこともある。誰も彼も楽しそうにキャン

バスに向かっている姿が，何よりも楽しかった。その日

の各人の迷作を恒例の宮田重雄先生を委員長とする作品

の審査風景，これが林謙一氏の名司会でいとも楽しいな

ごやかなムードの中で展開する。チャーチル会は地位，

名誉も無視，絵の上手，下手も無し，描くこと自体が楽

しければよいというのがモットーで，他の姉妹会との交

友もチャーチル会らしく遠慮のない，楽しいふんいきの

中でまじわることができる。数年前，臨時休診の札を出

して北海道の大会にも飛んだ。北大風景を描いた作品が

審査で入賞し，はるばる遠征したかいあってチャーチル

会大津の面目をほどこした。昨年は湯の町別府で大会が

あり，更に九州横断ハイウェイを経て，雲仙，長崎と回

り，長崎で絵筆を握る。活水の丘から眼下にくり広がる

古びた洋館の嶺，その先は造船所と，全く絵になりすぎ

る位出来た風景だ。その八号は当時の印象を昨日のよう

に話してくれる。今年の五月は神々が出雲の国に集まり

給うように古きよき日本の面影を求め松江に集まった。

　旅情というものは遠く故郷を離れてこそ，しみじみと

味わえるもので，神代の神楽，安来節は松江の旅の印象

を忘れ難いものとして旅ならでは味わえぬ自然の美しさ

をしみじみ感じさせてくれる。旅は天候に恵まれること

が第一だが，一人旅の一夜も，チョッピリ味わいなが

ら，作品の手入などしていると，夜の更けるのも忘れて

いる。床についてふと頭をかすめた。「画家は充実と放

出の段階をたどる。これが芸術の秘密の全部である」と

いうピカソの，謎のようなことばを反鋼しているうち

に，いつしか深い眠りにおちてしまう。暖かい自然に包

まれて，無我の境地でキャンバスに向かっている時は，

小生の一番幸福の時だ。できた作品の構図や，色彩がま

ずくても，そんなことはどうでもよい。趣味としての絵

描きは絵をかくことそれ自体が楽しいのだ。そして絵を

描きたいために旅にでる。　（チャーチル会大津幹事）



所変われば品変わる

大阪市学校歯科医会　内　海　澗

　世界中の国々では言語，衣食住はいうまでもなく違う

が，狭い日本でもその通りで，日本語でも聞きとれない

その土地土地の独特の言葉がある。

　去年ヨーロッパを歩いた時イタリアのミラノだったか

大きな寺院（教会）の広場に多くの鳩が群らがって広場に

降りて人々の間を歩いている，やはりクックーとない

ている鳩のなき声は万国共通かなあ，食べる物も豆（と

うきび）を食べているし，日本の寺やお宮で豆を売って

いるのと同じように豆を売っていた。

　山羊もメェーと鳴いているし，豚のなき声も同じだ。

他のものは判らないが，これらは万国共通とすれば人類

だけがその土地で言葉が変わる不思議を思わせる。

　迷信とか「まじない」とかに至っては必ずといって未

だに各地に残っている。ジェット機がとび・月へのロケ

ットがとび出す時代に，それぞれの理由はあるらしいが

何とも不思議な時代だ。まあ「まじない」位は笑い話で

すむが迷信に至っては正に頭にくるような気がする・

　大和か京都かに歯痛のお宮さんがあるとか，歯が痛く

て困ると自らお参りしてもいいし行けない時はハガキで

お願いしてもいいとのことだ。これがまた，なかなか繁

盛？　して硫るから不思議だ。

　どなたか探究して見ませんか。「まじない」と小生の

　　　　　t当ったのを一二述べましょう。

1．窩洞に石油を入れこれに火をつけると治るという。

　この患者は軟粘膜を火傷していた。

2．窩洞に人糞を唄塞していた。

　以上は理由も何も聞く余地なしだが，こんなまじない

らしいものがその国々土地によって若干あるらしい。あ

な不思議な世の中です。宇宙征服時代地上ではゲバ棒か

らコンピュータの時代に逆行した妖気が感ぜられる。

挿話にもならない話

福岡県学校歯科医会下条民信

今から夏にかけて雑草の季節である。ちょっと油断す

ると庭の隅の方は雑草でおおわれてしまう。その雑草も

季節によって変わって行く。私は俳人ではないので季節

感が鋭いというわけではないが，雑草をみているとその

中に季節の移り変りが感じられる。しかしそんな悠長な

ことをいっているわけにはゆかないので，つい引っこ抜

いてしまう。妻は雑草を枯らす薬でやっつけたらとい

う。しかし私にはそこまで踏み切れない。雑草を抜くに

も露草の二三株，おおばこの1本，川たでの一群そんな

ものを残しておきたいからだ。バラの花は美しい。しか

し一株の雑草もまた私の眼を楽しませてくれる。

　ある春の日射も漸く深みを加え新緑の色も濃さを増し

てきた午後のことである。24，5歳のミニスカートのお

嬢さんが訪れてきた。5月ともなれば何か刺激を求めて

無柳をかこつ今日この頃である，珍しく美人の患者なの

で興味をもって迎え入れようとすると「先生お久しうご

ざいます」という。私にこのようなお嬢さんの知合いも

ないし，前一度来院したことのある人かと記憶を辿って

みても想い出せない。返答に困っていると「私は○町の

××です」という。それを聞いて，あああそこのお嬢さ

んかとようやく分ったので「ああそうですか，大きくな

ったので見忘れていました。さあお掛けなさい」という

と，彼女は「今日は先生にちょっと御相談に参りました。」

という。よくいろいろの相談をp．町の人から受けること

があるが，ニキロ近くも離れている家のお嬢さんがと幾

分不審の気持で話を聞くことにした。その話というの

は，彼女が小学校六年の口腔検査の時に「先生があなた

の歯は立派だから大切にして一生虫歯にかからないよう

気をつけなさい」といわれた。それで毎日朝晩に歯を磨

いて，食物にも気をつけて甘い歯にくっつくようなもの

はなるたけ避けてきた。このたび結婚するのでその前に

虫歯はない塑歯の健康診断をして下さいという。

　なんだ虫歯の話かとちょっとロマンチックな考えを打

ち消されたようで淋しかったが，私が小学校の時に話し

かけた一片の言葉をこんなにも大切にしてくれた人がい

たかと驚くとともに限りない嬉しさがこみ上げてきた。

　早速口腔の健康診断をしてみたが勿論虫歯もなくきれ

いな歯をしている。「あなたの結婚のお祝にあなたの歯

をきれいに磨いてあげましょう。式の前日か前々日に一

度お出なさい。」　といって帰した。彼女は勿論幸福を一・

杯含ませた姿で式の前日に現われた。私は彼女の幸福を

願っで丁寧なブラシングをしてやった。彼女はエンジン

のリズムを行進曲のように聞いて眼を閉じていた。

　　この一文よく畑隅に茂る露草の役割を演じ得るかを危

みながら，禿筆を走らせ学校歯科医の味わった嬉しい挿

話にもならない一面を書いてみた。
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加盟団体だより
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青森県

定時総会開催

　昭和43年度青森県学校歯科医会定時総会は7月28日，

五所川原市，市民会館において開催された。西北地方に

て総会が開催されたのは今度が初めてである。梅原会長

の挨拶，各報告一，議事も万場一致承認されたが「学校歯

科医会の在り方」について会員より活発な意見が出され

たことは学校歯科に対する関心のあらわれであり，当地

で開催した意義が充分実ったことと思われる。なお次期

44年度の開催地は三戸学校歯科医会の御世話で三戸町で

開催されることと決定した。

　次でサンスターの細見忠雄先生の「弗素塗布の理論と

実際」と題する特別講演があり終了した。

鳥越吉三先生叙勲祝賀会

　今般，八戸市学校歯科医会会員鳥越吉三先生が多年に

亘る学校保健に尽力せられた功績が認められ勲五等瑞宝

章を授与せられたので総会終了後「松竹」にて祝賀会を

開催した。当日先生は健康を害し出席できなかったが小

杉県歯会副会長が替って鳥越先生の人間性についてユニ

ー クなお話があり盛大であった。先生は明治20年生れ今

年83歳の高令ながら今なお元気で診療に従事しておら

れ，青森県歯科医肺会副会長を27年間の永きに亘って歴

任され，また，八戸市学校歯科医会を創設，会長として

今日の同会の発展に寄与した。
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よい歯の小学校・児童コンクール

43年度よい歯の学校並びに児童の表彰が10月　27日，青

森市において開催され今年は次の学校，児童がそれぞれ．

県一に決定表彰された。

　よい歯の学校

　　浪打小学校　　（青森市）

　　小目名小学校（下北郡）

　よい歯の児童

　　大久保るり子（五日町立蛯川小学校　1年）

　　加福．立春　　（藤崎町立藤崎小学校　6年）

第22回　青森県学校保健研究大会

　去る，9月25，26日の両日，第22回大会が八戸市にお

いて開催された，当日学校歯科関係から次の3氏が県よ

り表彰された。

　　　宮沢正太郎　　（八戸市）

　　　小杉正一郎　　（八戸市）

　　　長内　秀夫　　（青森市）

群馬県

昭和43年度学校歯科医会事業予定

4月 う歯発生基礎調査理事会　幹事会



5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

理事会　コンクール準備委員会　役員会　主催

者会議（コンクール）

口腔衛生週間（6日より）よい歯の子のコンク

ール　ロ腔清掃運動（児童，生徒）

役員研究協議会　コンクール中央審査，同表彰

式

よい歯の学校コンクール中央審査

理事会並びに幹事会　指導講習会

よい歯の学校表彰　関プロ学校保健大会　全国

学校歯科医大会（熊本）

全国学校保健大会（岐阜・大垣市）　よい歯の

学級中央審葦　学童の保健研究発表（歯科に関

するもの）

よい歯の学級表彰

理事会，幹事会，監査会

群馬県学校歯科医会総会　同学校歯科部会研究

協議会

昭和44年度学校歯科医会事業予定

月
一
月4
56月

7月

月
月
Q
u
Q
V
10月

11．月

12月

2月

う歯発生基礎調査　理事会　幹事会

理事会　コンクール準備委員会　役員会　主催

者会議（コンクール）へき地学校歯科巡回診療

口腔衛生週間（6日より）よい歯の子のコンク

ー
ノレ

役員研究協議会　コンクール中央審査，同表彰

式

よい歯の学校コンクール中央審査

理事会並びに幹事会　指導講習会　全国学校歯

科医大会（滋賀）

よい歯の学校表彰　第21回群馬県学校保健大会

関プロ学校保健大会（静岡）

全国学校保健大会（鹿児島）よい歯の学級中央

審査　学童の保健研究発表（歯科に関するもの）

よい歯の学級表彰

理事会，幹事会，監査会　群馬県学校歯科医会

総会　同学校歯科部会研究協議会

　群馬県学校歯科医会では眞歯科医師会，県教育委員会

の協力を得て学童のう歯発生の基礎調査を開始（39年）

以来4力年一応のデータが出たので，43年度学校歯科総

会において発表した。引続い（研究調査を進めている。

　なお学校歯科医会と県歯公衆衛生委員会がタイアップ

して僻地診療を実施す。

　　（対象校）吾妻中之条第5小学校　勢多郡黒保根村

　　　　宿廻小学校上田沢小学校　利根郡新治村入須

　　　　川小学校　須川小学校

　上記対象校については県教育委員会よりの強い要請に

より毎年各校を選定して実施，該当校より感謝されてい

る。

新潟県

越路のたより

　越路の新緑に身も心もとけこんでいるさ中，もう第2L

報をとのお催促。加盟の諸県も相変わらず，う歯予防に

なんとか良いてはないものかと，なやみのあけくれを迎

えられたことだろう。第1報で紹介したように43年度

は，本間雄委員長を中心とする公衆委員会が大いに企画

をねつたが，アレコレと沢山あって計画だおれにならぬ

よ・うに慎重に案を立てた。

　43年度は県歯科医師会の創立60周年，県学校保健会の

20周年と二つの式典を打ちあげたことは第1報の通り。

43年度の諸事業は既報のように好成績に終わったが紙面

の都合と前進的の意味で44年度の事業計画のうち，特に

目あたらしいものの概略をお知らせしたい。，

　本年はちょうど各委員会の改選期で，本間委員長再選

で新しい年度のスタートをきった。

　　（歯の衛生週間行事）

1．三条地区を本年のモデル地区にとりあげ当地区にお

　いて「僕の歯」　「わたしの歯」というテーマのもとに

　小学校は3年から中学は3年までの作文を募集。

2．図画ポスターの募集

本年も小学校は図画，中学はポスターを募集，各地区

のデパートや公共機関を利用し，展示。優秀者には賞を

与える。

3．衛生週間中に新聞広告をする。

　　（無歯科医地区の検診）

43年度は予期以上の好成績で延人員歯科医師73名，衛生

士助手60名，検診人員4，819名をかぞえ，本年も当然実

施しこの手当の改善，検診車の内容整備を計画。

　　（よい歯の幼稚園表彰と母子コンクール）

　多数の幼稚園の参加をPRする。

　　（弗化物のう蝕予防について）
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　厚生省の「弗化物溶液の洗口法によるむし歯予防」の

抜すいを全会員に配布。

　　（よい歯の学校コンクール）

　この行事はもう11回目に当たり，内容の一段の向上を

計り，県歯科医師会，県学校保健会，新潟日報の三者共

催，県教育委員会後援郡市会に重点をおき，昨年度と比

べ学校歯科衛生実態調査票改善と主な改革点をあげると

ユ．対象に高等学校を加えたこと。

2．従来は市町村教育委員会で第1次審査を行なった

　が，本年からは郡市学校保健会が行なう。

3．審査の結果，優良努力にあたる学校は郡市学校保健

　会で表彰する。

4．県本部は教育と管理を重視し，郡市学校保健会推せ

　んの学校について審査し，県1位等は定めないで，優

　良校，努力校を選んで表彰する。

5．　この運動に熱心な支部を選び，支部を単位として優

　勝旗を授与する。等の進歩的改善を加えた。

　　（日学歯の会員増募）

　学会や各種会合の機会をとらえ，会員増募運動を県，

郡，市の歯科医師会にPRしてもらい，一層の学校歯科

向上の関心及びこれが研究濃度を高めるよう活動に入

り，既に加入会員の増加をみつつあるのはよろこばし

い。以上概略を記したが，他に県学校保健会新潟支部の

学校歯科部会では，弗化物の含漱によるう蝕予防と，第

1号に発表したカラ’一テスターとして新潟県環境衛生研

究所で開発したフロキシンテスト錠等を利用する清掃評

価の問題を研究テー一マとしてとりあげたことを報告，第

2号の越路のたよりとする。　　　　　〈大村　義国〉

て半減達成が全国にさきがけたことは，奥村賞という金

字塔をうちたてたことでも，周知の通りであります。今

後予防面の強化による処置率以前の問題をとりあげ富山

県下の郡市小学校四校を指定し（入善町，富山市，高岡

市，小矢部市）で昨年より1年2回実施することは弗化

物塗布の効果が如何に統計上記録されるかが興味ある問

題と思います。また富山県でも，無医村地区，僻地巡回

診療計画が年間事業計画として，とりあげられています

が，検診及び予防処置の奉仕に2日間の汗をながしてい

ます。このようなことについては，他県の種々な方針も

ありますが，当県としては奉仕の精神が，基本になって

います。だが今後この問題についても議論め余地はあり

ます。上半期，下半期を，県下くまなく，歯みがき訓練

に小学校をまわります。正しい歯のみがき方は反復練習

することによって，習慣形成を身につけさせることを，

学童に対する方針としています。これに併合して，父兄

の指導をおこなっていますが，家庭の協力が，学童の衛

生思想向上に結びつくことと考えられるからでありま

す。本会は，その年の総会開催後は，他日，養護部会と

の研修会を開き，学校歯科医と，現場教師との質疑応

答，対話により，現場の周題解決にあたるようにしてい

ます。特別講演は，つねに学校歯科の基本問題の反省を

おこたらず，臨床としての受けとめ方の態度を勉強して

いくように，全員努力しています。以上の結集が，文化

の日の表彰として，学校，児童，生徒，交兄にあたえる

効果をねがい富山県学歯会は不断の切磋琢磨をおこたら『

ないようにしているものです。

千葉県
富山県

弗素錠を学校児童に

学歯会だより

　富山県学歯会は，昭和44年度，菅田晴山会長再選，平

井茂光，和記憲一副会長及び沖田弘正専務理事を満場一一

致で再選され，27名郡市理事を選出して発足しました。

本年度より部会組織として，総務部，学術研究部，企画

調査部とにわけて，多角的な運営により機能性を発揮し

てゆきたいとの意向であります。富山県が過去の業績を

つみかさねて現時点にある「よい歯の学校運動」によっ

　下記のごとき弗素含漱事業計画書を作成し現在実施中

である。

1．趣　旨

　　近年国民の虫歯はますます上昇の一途をたどり，正

　に国民病であるが，これに対する国の対策は全く放置

　されている。虫歯半減運動の足がかりとして実験小学

　校2校とその対照小学校2校を選定して「洗口用弗素

　錠L」を実験小学校2校の児童に含漱を3力年間に亘
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　り実施，対照小学校2校の児童との比較を行ない，も

　って実績を把握して将来の対策としたい。

　　あわせてこの4校の口腔衛生水準の向上にも貢献す

・ることを目的とする。

2．主催千葉県歯科医師会，千葉県学校保健会

3．後援千葉県教育委員会，

　　　　　　　ライオン歯磨株式会社口腔衛生部

4．実施期間　43年9月～45年9月までの継続事業

5．実施学校並びに該当校医及び第1回検査役員と日時

　　（1｝実験校　白浜町立根本小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　対象児童　約30名

　　　　　　　　　　　校医　水　島　　　洋

　　　　対照校　館山市立神戸小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　対照児童　約160名

　　　　　　　　　　　校医　岡　崎　孝　彦

　　　　検査役員　今井理事，前田委員長

　　　　　　　　　水島委員，斎藤委員

　　く2｝実験校　光町立日吉小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　対象児童　約100名

　　　　　　　　　　　校医　郡　司　辰　二

　　　　対照校　光町立南条小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　対象児童　約120名

　　　　　　　　　　　校医　依知川　　　庸

　　　　検査役員　北総理事，久保幹事，及川委員

　　　　　　　　　橋本委員，伊藤委員

　〔3｝検査と指導日時　9月19日（木）午前10時～午後

　　　　　　　　　　　1時まで

6．検査方法

　　（1）含1軟について

　　　　「洗口用弗素錠L」　（ライオン歯磨製品）養護

　　　　教諭，受持教諭の協力により1日1回昼食後2

　　　　錠使用して20秒以上含漱させる。

　　　　対照校については含噺等は行なわないがその他

　　　　はすべて実験校同様とする。

2
0
0
4

対象学年

検査期間

検査日

（5）記録統計

1学年～3学年までとする。

3力年の追跡調査を行なう。

学校の定期検診時に学校歯科医によ

り状況検査を行なう。

学校歯科医並びに養護教諭に協力を求め定期検

診の結果を本会の検査票により3力年記録した

ものを本会に送付願うこと。

　但し，必要に応じ主催者より調査に出向くこ

とがある。

7．　その他

　　（1）検査は適当な方法をもって実験校並びに対照校

　　　　に対し送付すること。

　　（2）含漱後のうがい用コップを実験校に寄贈する。

島根県

昭和43年度会務の紹介

5月12日　役員会（常任理事）新役員の決定，担当割当

　　　　について

　総務　原田，，浅津副会長，業務　田中常任理事，会

　計　大芦常任理事，庶務　大町常任理事。委員の推

　薦，担当について，編集広報金森委員，四方委員。

　　昭和43年度の事業計画について，歯科保健指導者講

　　習会について，僻地診療について，会員の研修会に

　ついて，会誌の発行について，全理事並に支部長会

　　の開催について

5月26日　全理事並に支部長会（県教育委員会保健体育

　課より，宮部学校保健係長，曽田技師臨席）　指導

　者歯科衛生講習会について，僻地学校の歯科診療に

　　ついて，診療車導入の推進について。会員の研修会

　　について。会報の発行について。表彰規程の確認に

　　ついて。第9回全日本よい歯の学校表彰について。

　　第23回全国学校粛科医大会について。歯の衛生週間

　　行事について

6月26日　歯科保健指導者講習会（県歯科医師会と共催

　　於益田市民会館）講師本会より田中常任理事，県歯

　　会より中田理事，受講者55名　長洲会長出席，県教

　　育長代理として宮部学校保健係長臨席

7月23日　常任理事並に委員会　学校保健功労者（文部

　　大臣）表彰候補者推せんについて，第32回全国学校

　　歯科医大会参加者について，歯の衛生週間行事の児

　　童生徒の図画ポスターの審査について，昭和43年度

　　第2回目の歯科保健指導者講習会開催について，島

　　根歯科へ本会より投稿について

7月24日　県学校保健研究協議会理事会　本会より長洲

　　会長出席，学校保健功労候補者の選考について・本

　　年度県学校保健研究協議大会の運営について

8月24日　昭和43年度文部大臣表彰（学校保健功労）の
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　　候補者，選考審査　本会より長洲会長出席

9月12日　昭和43年度健康優良児童の実地審査　本会よ

　　り長洲会長出席

10月5日　常任理事並に委員会　報告　学校保健功労表

　　彰候補者の審査の結果　昭和43年度学校保健功労の

　　文部大臣候補者の選考審査の結果　昭和43年度健康

　　優良児童の実地審査の結果　協議　昭和43年度第2

　　回指導者歯科講習会開催について　第18回全国学校

　　保健研究大会について，校医手当の問題につき特別

　　委員会について　第17回県学校研究協議大会につい

　　て　県学校保健協議大会の後援（寄付金）について

　　県歯会と共催の学会に研究発表者を選出方依頼につ

　　いて

10月16日　第17回県学校保健研究協議大会（於大原郡加

　　茂町）　本会より長洲会長出席

10月24日　本年度第2回歯科保健指導者講習会（県歯会

　　と共催，於江津市民会館）講師本会より田中常任理

　　事，県歯会より中田理事　受講者33名　長洲会長出

　　席，県教育委員会より曽田技師臨席

11月8，9日　第32回全国学校歯科医大会（於熊本市民

　　会館）本会より浅津副会長，田中常任理事，四方委

　　員出席

11月17日　県歯会と共催の秋季歯科医学会（於県民会館）

　　出席者101名

11月19日　常任理事並に委員会　報告　第17回県学校保

　　健研究協議大会の状況（長洲会長）　第32回全国学

　　校歯科医大会の状況（浅津副会長）　本年度第2回

　　歯科衛生指導者講習会の状況（長洲会長）協議　学

　　校保健に功労の会員に対する被表彰者の推せんにつ

　　いて　校医手当について　広報活動について　僻地

　　学校診療実施の支部へ助成金交付について　県保健

　　体育課との打合せ懇談会についで

工1月21，22日　全国学校保健研究大会（於岐阜県下呂温

　　泉）本会より長洲会長出席

12月10日　常任理事並に委員会　県費助成金について

　　校医手当について　表彰規程の細則制定について

1月26日　常任理事並に委員会　会員の叙勲申請につい

　　て　昭和44年度事業計画について　同年度予算編成

　　方針について　監事会の日程について　学校保健研

　　修会開催について　全理事会開催日程について

4月30日　島根県学校保健主事会総会（於島根県庁）本

　　会より長洲会長臨席

2月1日　常任理事並に委員会　講演，シンポジウム開

　　催について
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2月5日　1講演，シンポジウムについて県教育委員会と

　　の打合せ会　本会より常任理事並に委員出席

2月11日　講演，シンポジウムについて松江市教育委員

　　会との打合せ会本会より常任理事並に委員出席

2月16日　監事会　昭和42年度決算について　昭和43年

　　度前期における収入，支出の監査について　上田監

　　事，長洲会長立会

2月23日　講演，シンポジウム（於県歯会会館）講演

　　島根大学　福井一明氏　演題「学校保健の歯科領域

　　における教育と管理め諸問題」聴講者　会員27名，

小・中学校校長及び教諭並に保健主事　50名　PTA

　　3名　歯科衛生士　16名　合計　96名　シンポジウ

　　ム　テーマ「学校歯科の生きた推進のために」　指

　　導助言者　島根大学助教授　福井一明，島根県学校

　　歯科医会会長　長洲朝行　発言者　島根県教育委員

　　会指導主事　藤波稔　松江市教育委員会保健給食係

　　長井原好美　中学校長会　第一中学校長　西島誠

　　発言者　古江小学校長　石川助之丞　第二中学校教

　　諭谷口安弘雑賀小学校教諭松下寛第四中学

　　校教諭　藤原満美　竹矢小学校養護婦　木谷益江

　　松江市中学校連合PTA会長　泉　彬　内中原小学

　　校PTA会長　裕源秀雄　幼稚園研究会長　田代広

　　子常任理事田中瑞穂，大芦寿夫，大町正武松

　　江市学校歯科医会　副会長　三原徳重　司会　島根

　　県学校歯科医会　〃　浅津貫山

東京都

離島診療によせて

　活発な動きをしている団体には，必ず核になって走り

回る熱狂的ともいえる人物がいる。その人物に手足とな

る有能な何人かの陰の協力者がいると，事業が発展す

る。

　人それぞれに，共通の目的のために，異なった才能を

生かして動くことは楽しい。学校保健や公衆衛生活動

が，この国で長い歴史をもちながら，それほど発展しな

いのは，これらが，なんのみかえりのない奉仕活動であ

るということだろう。そのくせ，この必要は誰しもが認

め，形式的にはどの団体も事業計画のトップに掲げるけ



れど，これを懸命にやりとげようとするひとは少ない。

　学校歯科保健の必要とその面白さを知るには，かなり

の時間と労力と勉強が必要である。数人の熱心な活動家

のたゆまざる努力が，長い時間をかけて，若い人たちに

少しずつ理解され，いま東京都学校歯科医会に実を結ぼ

うとしている。ほとんど毎週のように，若い人たちが自

主的に集まって，学校歯科保健を真剣に論じている様子

は，これからのこの会の発展を示唆しているようだ。と

同時に，これからがほんものだという気にさせる。

　これは，この会が独自な大会をもって3年，離島診療

を行なって3年という，この間の歩みによく現わされて

いる。

，離島診療，そのはじめは，島の人たちに横をむかれ，

学校からも激しい反対にあった。聞いてみれば，怒るの

が当然で，島には毎年のように夏になると遊びがてらの

口腔歯牙調査班が，大学や，お役所を通してやってき

た。当初は島の人たちも期待し歓迎したが，いくら待っ

ても調査はするがその結果の報告はない。実際には治療

ひとつしてくれるわけでもない「俺たちは，モルモット

じゃない」というのが蓄積された怒りの原因であった。

　第1回は，頭をさげて診療をさせて戴いた結果になっ

た。しかし，調査の結果はすぐに島の人たちに知らせ，

沢山の資料を送った。第2回は，正式に都教育庁の後援

を得て，より以上の人員が器械を担いで出かけた。疑惑

は，感謝と喜びになり，帰りの港には名残りをおしむ人

でいっぱいだった。第8回歯に関する児童生徒の作文集

に島の中学校から応募してくれて，そのうち2篇が優秀

作に選ばれ，・第2回東京都学校歯科医大会に校長が出席

して表彰状を受けられた。

　第3向の今年は，さらに感激的なシーンが展開され

た。その日f式根新島両島めすっかり顔なじみになっtg

子供たちと教師，それに教育委員会の人たちは，あげて

待っていてくれた。しかし，この時期には，全く珍しい

風速27，8米の風が，、診療班の乗った小さな船を襲い，

船は波に翻弄され，大島出航後5時間を経て，新島を目

の前にして，出むかえの人たちの視界から消えてはまた

現われるという状態を繰り返し，とうとう接岸すること

ができなかった。島の人たちは，一様に，もう駄目だと

思ったという。乗っていた13人の診療班の人たちは，生

きたことちもなく，まるで俵の芋のように，左右の船壁

にたたきつけられ，頭上をいったりきたりする洗面器を

誰ひとりどうすることもできなかった。ついに新島には

上陸できず，それでも式根島で荒海をついてのハシケ作

業でなんとか上陸，休息1時間後には児童の待つ小学校

へ急行した。翌日，嘘のように静まりかえった海を新島

に渡り，帰る間際まで全力をあげて診療を行なった。

　島の人たちの感謝と驚きは大変なものだった。そし

て，何よりも子供たちが年一度の私たち診療班を待って

いてくれたことが一番嬉しかった。

　最終日，あど数人を残して麻酔薬が切れてしまった。

「麻酔なしでいいですから僕の悪い歯を抜いて下さい，

我慢します」といって，親までいっしょになって懇願す

るという場面もあった。過去3年間の保健教育は徹底し

て，どの子供もよく口腔清掃がゆきとどいていた。そし

て新島の辺地にある小さな若郷小学校が，今年，全日本

よい歯の学校として表彰されることになった。

　罹患率100％，処置率0，からはじまったこの離島で

の努力が少しずつ実ってきたように思われる。学校保健

は，理論より，まず誠意ある実践でなくてはならない

と，今日も私たちは励む。　　　　　　〈弘田　仁哉〉

川崎市

事業報告一端

1．良い歯の児童生徒のコンクール実施　第20回

2．川崎市学校歯科医研究協議会開催　第i8回

3．　口腔衛生ポスター募集，以上三大行事　第17回

（1）市内小学校の新入学生男女各1名，六学年児童男女

各1名，中学校三年生生徒男女各1名，本年は全員にて

小学校計265名，中学校60名程にて中学校は修学旅行の

関係上参加者が少なく，第斗次審査を3名の審査医によ

り実施す，各学年中10名を選出す。そのうちより最も良

い歯の児童生徒を各5名選出じ，地区代表として県に送

る。本年は相当良い歯の児童ありましたので県にて入選

摯難矯翻皐蕪譜灘覚呈鞭
は会より全部参加賞を贈る。ちょうど本年は20周年に当

り県で実施す。

②　定期口腔検査が毎年5月初めより6月半頃までに児

童生徒及び職員全部検査実施す。

　参加対象として学校当局すなわち校長，衛生主任，養

護先生，市教育課の課長，係長，主任，各職員方学校に

ありて特に歯の衛生に関係のあるPTA役員及び会員等
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とす。本年度の研究協議事項

　定期口腔審査後の処置を如何に効果的にするか

1．研究発表　本校う歯予防の保健管理について

　　　　　　　川崎市立土手小学校養護教諭　竹内先生

2．研究発表　本校う歯予防対策について

　　　　　　　川崎市立高津中学校衛生主任　木村先生

3．会員発表　食生活とう歯予防について

　　　　　　川崎市立南河原小学校歯科校医　森田

　　特別講演　学童生徒の健康管理について

　　　埼玉県大宮市小児歯科衛生主任　大沢三武郎先生

　　講演時間約1時間半　2，3の質問もあって盛会

　　　　　　　のうちに終了す。

（3）口腔衛生に関するポスター募集

　口腔衛生週間時に市内小中学校児童生徒に呼びかけ小

学校6年生，中学校は全部の生徒に1人1枚にて画用紙

大型のもの提出。期間6月1～10日。本年は，小学校の

部350枚，中学校83枚，そのうち優秀なるもの10枚を選

定す。その選び方は，専門の先生と会員役員学校側先生

等と調査して10人を選定。うち最も良いのを県に提出。

市にて選出された者に会より表彰状と記念品を贈る。

　なお小中生徒中最も良いポスターを1枚原色印刷して

市内学校，会員の医院に配布致しております。これらボ

スター提出児童及び生徒にてその学校別に佳作を定めこ

れらの賞品も本会にて贈る。

　以上の事業はいずれも2昔に近い今まで続けておりま

す。この外口腔衛生のフイルム，ハブラシ体操の模型等

もあり学校側の希望にて何時も会員にて実施しておりま

す。なお昨年より会誌も発行致しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈森田錨之丞〉

静岡県

静岡県学校歯科医会

　　　　　会員数　452名　　　昭和44年3月31日現在

　昨年は研究発表を主とした会誌を発行，中でも学校保

健会と共催で実施した学校歯科衛生に関する調査書にも

とついて発表した「静岡県学校歯科衛生に関する現況に

ついて」の論文は県下の学校歯科の問題点が健康管理と

教育のいずれの面にあるかを提示することによって，本
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県の学校保健の向上発展に寄与するところ大であった。

　ついで6月15日熱海市において第10回総会を開催，総

会終了後講演会を開催愛知学院大歯学部教授榊原悠紀田

郎先生より「学校歯科の手びきについて」と題された御

講演を聴く。

　11月14日　静岡県学校保健大会の席上，歯牙優良学校

16校を表彰する。

　なお全日本よい歯の学校表彰に応募し表彰された県内

学校は29校。

　次いで本年2月各支部別学校歯科医の手当額等の調査

を行なう。

　本年度の総会は6月14日伊豆長岡市において日学歯よ

り湯浅会長や静岡県体育保健課長（代理）や県学校保健

会長らを来賓に迎えて盛会裡に開催することができた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈朝浪惣一〉

名古屋市

学校歯科のことども

はじめに

　私たち歯科医師は，歯科医療を行ない保健指導を掌る

ことによって公衆指導の向上および増進に寄与し，もっ

て国民の健康な生活を確保するために日常の仕事を行な

っている。そして私たちは自分たちの仕事を社会機構の

流れに乗せるために，みんなで歯科医師会を持つことに

よって，よりよい社会的地位付けが，なされることは思

違いない。第二の国民である学童生徒のためにある学校

歯科医会も，また同じことがいえると同時に，バックボー

一 ンとして歯科医師会が存在することを忘れてはいけな

い。

　近来，日進月歩どころではなく秒よみ時代の社会情勢

のペースに従い，学校歯科もまた，遅滞なく新しい学問、

および新しい考え方を導入しなければならないことが，

このむとこのまざるとにかかわらず，社会的に要求され，

ている。したがって学校歯科医会自身も旧来の状態から

脱皮して，その体質を改善向上しなければならない時点．

に至っているのではないかと思考いたします。

●学校歯科の歴史

　いまから約80年前の明治31年に学校医令の公布によっ．



’て学校保健というものが形づくられたが，この時代に

は，まだ学校歯科のことについては，あまり省みられな

かったようであります。しかしながら，これより先，約

3年前の明治28年，三重県の直村善五郎先生が，わが国

で最初に学校で歯牙検診を行なったことが記録として残

されています。

　大正9年11月4日に当時の内務省主催で，わが国最初

のt〈ムシ歯予防デー”が催され，公衆歯科衛生としてデ

ビューし，毎年行なわれているところの，　く噛の衛生週

間”としての組織的な形態は，昭和3年6月4日から発

足したものであります。この間，わが国の学校歯科にお

いては，とくにこの催しについて，常に中核的存在を保

ってきたといっても過言ではないような行事をいくつも

実施してきたのであります。名古屋市に初めて学校歯科

医が委嘱されたのは大正13年のことでありました。昭和

6年に学校歯科医令が公布され，昭和9年には学校の教

材として，歯のことが取り入れられ，現今に至ってはい

ろいろな形にてカリキュラム構成に取り入れられている

ことは諸賢のご承知の通りであります。

●学校歯科の機構

　この機構については名古屋市学校保健会の規程にもと

ついて解説させていただきますので，他の地区において

は多少の差異があるかもしれないことを，まずもってご

承知おきいただきたい。さて別表のごとく母体である学

校保健会は，各都道府県および各市町村の教育委員会に

事務局を置き，そのチェーンの一つのセクションとして

学校歯科医会の他，各々五つの会を総合し，これを軸と

して組立てられています。学校歯科医を設置する根拠は

学校保健法にあり，学校歯科医の任命は学校長からの内

申にもとついて教育委員会にて行なわれます。学校保健

会は，教育委員会，各学校（園）長会，各PTA－協議会，

および関係団体と横の連絡を密にして，（1）保健衛生思想

の普及啓発　（2）学校保健に関する事業の企画実践　（3）学

校保健に関する調査研究　（4）学校保健関係者の指導なら

びに研修　（5）その他本会の目的遂行に必要な事業などを

行なうことになっています。なお本会には23条からなる

規程があり，これによって運営されています。ここで学

校歯科についての機構に焦点をしぼって申しあげます。

まず別表（1）の各会に関する規程は学校保健会の規程を土

台として個別に定められて，運営されています。

　学校歯科医会には会長1名，副会長1名その他に幹事

若干名，顧問，参与および委員をおくことができると規

程され，このうちの幹事は各区の支部長さんが慣習的に

その役になっておられます。顧問は会の諮問に応じ，参

与は会務に参加します。委員は委任された事項を担当す

ることになっています。以上のメンバーが役員として会

務を分掌します。なお名古屋市学校歯科医会には最近調

査企画部が設置され，本会の目的遂行に必要なる事業な

どについて調査企画を行ない，必要に応じて部会を開催

します。調査企画部は名古屋市学校歯科医会の中枢であ

りヒルンでもあります。調査企画部において企画された

ことを役員会にてこれを決定し，学校（園）の現場にお

いて実施されるしくみになっています。今のところ，こ

の部についての人員そのほか細かい規程については何ら

定められていないようです。

●歯科医師会と学校歯科医会

　私たち歯科医師は，日歯の会員であり，都道府県の’歯

科医師会の会員であり，地区歯科医師会の会員であり，

学校歯科医の方々はその会員でもあります。ですからこ

れらの会員は同一人でありながら，いろいろの会に属し

ているわけであります。私たち歯科医師会の会員は直接

的母体である歯科医師会と常に緊密なる連繋をもってい

ることが必要であります。そして各会の会長は各々の会

とのパイプつなぎを強力に保ちつつ会を円滑に運営しな

ければなりません。とくに学校歯科医会は歯科医師会と

はその性格の面において，少し異なるところがあります

ので各々会の会長さんは，とくにこの点に留意すべきだ

と思考します。

おわりに

　学童生徒の学習能率をより向上させるためには，健康

であることが必要条件であり，健康保持増進をはかるこ

とは学校教育の円滑な実施とその成果を確保するための

基本的要件の一つであります。学校病としてトップクラ

スにランクされるう歯対策（文部省昭和41年度学童う歯

罹患平均率一全国89．　4％，愛知95．8％，名古屋市92．6

％）については学校歯科医のみならず歯科医師会会員全

般としても注目すべき問題であります。昭和6年にわが

国に学校歯科医制度が確立された当時から子供のむし歯

は早期発見，早期治療によって解決できるという考え方

が学校にも，学校歯科医にも，また一般にもそう考えら

れていた傾向がありましたが，このような考え方ではと

うてい解決できないという状況判断から，現今に至って

は，教育活動の現場の中で早期治療のみの偏重から脱皮

して種々な施策が行なわれることが強く要求され，学校

歯科としての特別な学問およびそれにまつわる特殊な技

術が必要ときれ，将来はいっそう高度なことが必要とさ

れることと思考されます。これらのことを前項の各々の

団体が共々じゅうぶんな理解と協力しあうことによpて
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はじめて期待される学校歯科医会が完成されるのではな

いでしょうか。学校歯科医会のあり方は，いままでのよ

うに，象牙の塔的ムードのような観念的なあり方でな

く，社会の一機関としての行き方が，現代および将来も

一般国民から要望されるものと思考いたします。

　（注）本稿は愛歯月報6月号に掲載したものを再録し

　　　　たものであります。〈河合　　豊〉

名古屋市学校歯科医会昭和43年度のあゆみ

1・名古屋市学童歯みがき訓練大会および歯科衛生優良

　　校表彰式

　期　日　昭和43年6月8日

　会場名古屋市公会堂
　参加者　約2，000名

　表彰校　名古屋市立白壁小学校他8校

2．名古屋市学校歯科医制45周年記念大会

　期　日　昭和43年9月29日

　会場中日パレス
　参加者　杉戸名古屋市長，鹿島日歯会長，学校歯科医

　　　　学校保健関係者

　永年勤続者表彰　20年以上　40名

　　　　　　　　　30年以上　16名

　特別講演　　《t学校歯科のあゆみをおもう”日学歯会長

　　　　　　向井喜男

　　　　　　tc学校歯科における早期充填の予後”

　　　　　　愛知学院大学歯学部教授　榊原悠紀田郎

3．学校歯科衛生研修会

　期　日　昭和43年9月20日

　会場名古屋市教育館

　参加者　学校歯科医，保健主事，養護教諭約500名

　講　演　　｛t学校保健の管理と指導く

　　名古屋ライオンファミリー歯科診療所長　田熊恒寿

4．名古屋市学校歯科医大会
　　　　　
　期　日　昭和44年2月23日

　会場名古屋ホテル
　参加者　学校歯科医280名

　講　演　　CC法歯学について”

　　　　　　医学博士　飯野輔司

　　　　　t《医事紛争について”

　　　　　　愛知学院大学歯学部教授　加藤孝一

5．学校歯科衛生研修会

　期　日　昭和44年2月4日，12日，14日，18日，19日

　　　　　20日

　会場六ブロックに分割開催

　対象保健主事，養護教諭

　講　師　名古屋市学校歯科医会調査企画部員

　テキスト　名古屋市学校歯科衛生研修主要項製作使用

6，合成樹脂接着剤（シアノアクリレート）によるう歯

　予防填塞法実施

名古屋市学校保健会構図表
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事務局

名古屋市教育委

員会体育保健課
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学術部（三師・保健主事・養教で構成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　調査企画部
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各区支部（三師，保健主事，養教で構成）

一千種区支部

一
束　　〃

一
北　　〃
1
一
西　　〃

一中村〃

一
中　　〃

一昭和〃

一瑞穂〃

一熱田〃
L中川〃

一
港　　〃

一
南　　〃

一守山〃

一
緑　　〃
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期　日　昭和44年3月5日，12日

会場名古屋市立西山小学校

　（注）　シアノアクリレート実施状況のカラー8mm

　　撮影を行ないましたので，御希望の方は名古屋市

　　学校歯科医会まで御連絡下さい。

　　　フィルムをお貸し致します。送料実費御負担願

　　います。

43年度の事業

1．第16回名古屋市学童歯磨訓練大会「歯をまもる良い

　子の会」

9
θ
Q
り
4
F
O
ρ
0

名古屋市学校歯科医制定45周年記念大会

名古屋市学校歯科医大会

学校歯科衛生研修会

シアノァクリレートのてんそく実施

巡回歯磨訓練大会の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈長屋　弘〉

滋賀県

滋賀だより

●若がえった県学歯執行部

　県学歯史上，最大の行事第33回全国学歯大会の本県開

催を目前に，県学歯執行部の改選が行なわれた。本会で

は，これより先に定款の一部を改正して，新しく評議員

制度を設け，執行機関と審議機関の分離充実が図られた

が，その初めての評議員会で，井田貞治郎前会長より川

村輝雄新会長にバトンがタッチされた。さらに副会長に

はベテランニ人を選出，理事には若い新人を起用し，し

かも従来の12名の理事を一挙6名に半減，その平均年齢

も50歳より，40歳にと若がえり，斯界に清新の風を吹き

込む努力のあとがうかがわれ，蓋し，学歯発展のエポッ

クを画したようである。ちなみに新役員は次の通りであ

る。

　会長　川村輝雄i，副会長　西田武郎，多田一夫，専務

理事　佐藤守，理事　高田悟，速水昭介，下村宏，山本

直，朝日奈辰郎，山本義男（県体育課長）監事　久木竹

久，饗場太喜雄

●速水理事，県立歯科衛生専門学院長に

　歯科医師で大津保健所，保健課長という全国的にもユ

ニークな存在であった本会理事の速水昭介氏が4月1日

付で，県立歯科衛生専門学院長に就任された。昭和27年

保健所に入り，同33年より課長に抜てきされ，爾来，そ

の若さと情熱は県保健行政の大いなる推進力であった。

しかも傍ら本会の理事として，各種事業のプランナー

わ，リーダーとしての手腕は高く評価されていた。学院

長就任後もその寸暇を割いて理事として引続き尽力して

いなだくことになっていることは，誠に御同慶のいたり

というべきであろう。

●就学時児童の6歳臼歯Caries追跡調査に県より70万

の補助

　就学時の児童検診で早くも6歳臼歳にCariesを発見

することは誠に憂れうべき状態として，関係者はその対

策に悩まされているところであるが，本県では全国最年

少野崎知事が就任以来「青年滋賀」の建設をモットーと

され「青年の体力育成」がその基本線として打ち出され

たために，この種事業には比較的理解があり，本年度よ

り70万の県費の補助を受けることになったρ厚意に応え

て，本会では目下全機能をあげて基礎調査を実施中であ

る。

●県教委に歯科衛生士雇用さる

　本会の事務局は県教委の保健体育課内におかれている

が，へき地診療，フッ化物巡回塗布，さらに前記6歳臼

歯の追跡調査と事業の拡大，充実に伴い専門職員の雇用

は，焦眉の急務であったが，本年4月1日付で，森田た

きえ衛生士が県技師補として採用された。

　関係役員の「夜討ち朝駈け」的陳情政勢も大いに力が

あったようであるが，県当局の深甚な理解に応えるべく

「滋賀県を歯牙健に」と鋭意努力中である。この人事は

ひとり学校歯科にとどまらず広く県全域の公衆歯科衛生

活動の大きな戦力としてその今後が注目されている。

京都府

京都府学校歯科医会

●第13回京都府学校保健大会開催さる
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　（1｝期日　昭和43年10，月18・19日

　（2）会場　京北町岡山中学校

　㈲　問題別分科会

　　第1分科　学校保健計画と組織活動

　　第2分科　保健教育の指導方法

　　第3分科　保健管理と指導の実際

　　　歯牙検診後における処置法

　　　提案要旨　　市場小保健主事　一色和美

　　　歯牙検査と予算措置による成果と学校対策

　　第4分科　環境衛生の整備改善

　　第5分科　安全教育の指導管理

　　第6分科　特殊教育の対策

　　　養護学校における歯牙衛生教育

　　　提案要旨　　向日丘養護学校歯科医　後藤宮治

　　　歯牙清掃の訓練とう歯早期発見と処置の励行

　（4）研究発表「う蝕進行速度に対する考察」

　　　　　　　　　　　京都府学棟歯科医会　後藤宮治

←）　う蝕進行速度については，過去30年におよぶ校内診

　　療と10年に亘る僻地巡回診療から得た体験から考察

　　する時，次のような段階を挙げることが出来る。

　1．　C1よりC2に進行するには1力年を要し

　2．　C2よりC3に進行するには6カ月を要し

　3．　C3よりC4に進行するには3カ月を要する

　　もとより個人差があるので一様に律する事は出来な

　　いが，その理由としては，

　1．　C1よりC2に進行するのに日時を要するのは，班

　　螂質がう蝕の進行に抵抗力が強いことによるもので

　　あり

　2．　C2よりC3に進行するのに速度が早められるの

　　は，象牙質が球榔質に比し抵抗力が弱いのによるも

　　のであり

　3．　C3よりC4に進行するのには，速度が一層早く，

　　この段階にいたったものは歯髄が壊死して歯質が脆

　　弱化することによる。

O　う蝕進行を左右する条件

　1．歯質のう蝕に対する抵抗力の強弱

2
3
4
5
6
7
　
1

　

　

　

　

　

　

⇔

歯牙清掃の完全であるか否か

嗜好品の種類と摂取量

糖分の消費量と使用法

唾液の粘稠度と分泌量

咀噛の完全であるか否か

環境と衛生観念と意欲の如何

う蝕進行を阻止する対策

歯の検診を励行して，う歯を早期に発見’し早期に

82

　　処置する

　2．処置後も油断せず清掃を励行して，二次う蝕の発

　　生を阻止する

　3．完全咀噛を行ない，栄養の摂取により歯質を強化

　　する

　4．　日光浴を励行して，ビタミンCを摂取し歯質を強

　　化する

　5．糖分の過剰摂取を避け，食後は3分以内に清掃も

　　行なう

　6．就寝前の歯の清掃の励行と弗素の利用

⑳　むすび　要するにう蝕の進行速度は，歯質の強弱と

　歯牙清掃の完否に加うるに生活環境の改善とう歯予防

　に対する自覚と意欲の如何が大きく左右する。

●京都府学校歯科医会総会の記

　日時　昭和44年3月23日

会場　ステーションホテル

　次第　定時和田会長以下各役員及評議員が出席し，会

　　計及庶務報告を承認し，役員改選をし和田会長の留

　　任が決定し，後日会長の指名により左記の新容が生

　　まれ新しい構成と形式により力強く発足した。

長

長

事

　

会

会

副

理

監　事

顧　問

和田正治

後藤宮治　　山上　茂

松井健三　　小山　一

小国清治

柏井郁三郎　高井栄之亮

鈴木　脩　　前田　勝

北川正夫

北岡秀夫

嶋善一郎

●在校生3名の芹生分校における検診

　陸の孤島といわれる山また山の山間に貴船川の清流に

　沿って・昔の寺小屋を思わせるひなびた校舎に・森田

．先生夫妻が二人の愛児とともに校内の一室に住み込ん

　でいる。

　　中学女子1名，小学男女各1名，計3名を夫婦－協力

　で教育に当っている。在校生中中学3年の女子は劃

　C1を有し，小学生の女子2年の子は，すでに齋ともに

　C1を有し到が要抜去歯であり，6年の男子は全然う歯

　を認めなかった。

●僻地無医村のう歯予防対策

京都府船井郡瑞穂町の檜山，明俊，三宮，質美の四小

学校と瑞穂中学においては，う歯予防対策の一環とし

　て，養護教諭が引率して町内瑞穂病院に出向いて集団



的にC1及C2のアマルガム充填交換期乳歯の抜去

を，歯科校医の手によって実施し成果を収めた。

●前田勝氏の受賞

元京都府学校歯科医会長前田勝氏は，藍綬褒章を受け

多年に亘る輝かしい功績が嘉せられ盛大な祝賀会が持

　たれた。　　　　　　　　　　　　　〈後藤宮治〉

大阪市

市学歯会昭和44年度

　　歯の衛生週間のうごき

　本年は，特にCt乳歯の保護と第一大臼歯の監視強化”

をねらって幼稚園児の母親教室を下記の日程で実施，若

いお母さん90％以上の出席をえて大いに成果をあげた。

　当日回収したアンケートの内容は次の通り

①保健所の3歳児検診の通知を受けたか

②3歳児検診を受けたか

③3歳児検診で子達の歯の治療の指示を受けたか

④指示されて歯の治療をしたか

⑥歯科医院で先隼になれて全治まで通院したか

⑥歯が生えて何歳頃歯痛を訴えだしたか

⑦食後間食後ブクブクうがいをさせるか

⑧子達は歯刷子を使うか

⑨どんな歯刷子を使っているか

⑩日に歯をみがく時と回数は

⑪むし歯予防に弗素が有効であることを知っているか

6月4日

　　〃

〃

5日

9日

10日

〃

11日

〃

12日

〃

野里幼稚園

伝法幼稚園

東住吉中

城東幼稚園

鶴橋幼稚園

常盤i幼稚園

住吉幼稚園

生魂幼稚園

東三国小

西野田幼稚園

日本橋幼稚園

〃

14日

17日

19日

長吉第二幼稚園

玉造幼稚園

中大淀幼稚園

今里幼稚園

　　　　　＊

　　新任学校歯科医の懇談研修会

　毎年15名位の学校歯科医の就任がある。新設校の新任

もあり勇退後の補充新任もある。

　学校歯科医としてどうしても知っておいてもらいたい

事柄を保険医になる時の講習のように実施することは会

員に対する親切である。

　本年度は下記の要項で実施した。

　4月19日　午後2～5時

　学校保健法と学校歯科　市教委学校保健課長　岡　氏

　学校歯科医の専門的職務　　　専務理事　内海　　澗

　歯科検診と大阪市学歯会基準　　理　事　柿野　恵一

就学時検診

検診事後処理及追及

公衆衛生と学校歯科

学校歯科教育と管理

その他（学校医療券，歯刷子）

堺　市

堺市学校歯科医会便り

副会長

理　事

副会長

会　長

平林　兼吉

丹田勝三郎

土居　信久

川村　敏行

　第32回熊本の全国大会には堺市より代表3名を派遣し

ました。

　本年度は学童の弗素塗布に主力をそそぎ，全校生の終

了せるもの10校を越えています。

　なかには今年で3年目を迎える学校も出てきて，デー

タ作成の準備をしているのもあります。毎年本市学校保

健会の主催で研究発表会が行なわれていますが，去る2

月の発表会には，弗素塗布の現況について発表を行ない

ました。

　例年6月の週間に表彰式が市教委の学校保健会，保健

所学校歯科医会の名のもとに行なわれ，市長じきじきの

お祝の言葉があって，盛大に挙行されました。本年も6

月12日はなぱなしく行なわれました。本年の特色は歯の

処置に努力した学童が多くなったことで処置率の上昇が
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ー

うかがえます。また保健所が主催する虫歯予防ポスター

・図画の応募作品が1，200余点に達したことは前例がな

く作品も優秀なものが多いたあに佳作の段階を特別に造

ってその労にむくいました。

　今年9月の大津大会には全員バスにのって参加するよ

う計画しています。秋の日本歯科医学会総会にはテーマ

がわれわれに関係が深いので勿論全員参加を予定してい

ます。

和歌山県

和歌山県学校歯科医会の今日

　この4月，新年度は新役員で発足した。楠井清胤新会

長のもと，根来副会長，岩尾担当常務らによる執行部は

学校保健専門家の川口吉雄会員らをはじめ，会を挙げて

の活動を企画しているようである。

　当県の学校保健界は今後の活動に注目している。

●第16回近畿学校保健学会

　6月15日　和歌山市　信愛女子短期大学において開催

される。和学歯からも幹事，評議員を学会におくりシン

ポジューム，研究発表等盛大に開かれる。

●歯科巡回診療車

　県下ヘキ地学童を対象に歯科巡回診療車が活動を続け

てきたが，今年も充実した計画が幹部によりたてられ，

特に今年は地区住民と共に学童の診療の実を挙げるよう

考えられているようである。

●県口腔保健センター

　昨年末最新の設備で開設された県歯科医師会館内県歯

科保健センターが，今年の6月4日歯の衛生週間初日よ

り実際活動を開始した。学童の相談，コンクール表彰な

ど歯科保健センターが終日賑わった。
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神戸市

第33回全国学校歯科医大会への花道として

七大都市学校保健大会にハリキッタ神戸市

学校歯科医

　去る6月8日一9日（日）　（月）の二日に渡って開催

された，神戸市担当の七大都市学校保健協議会において

神戸学校歯科医会は分科会協議及び部会協議に学校歯科

医の団結力を示すべく，神戸市学校歯科医会会長右近示

先生を始め，清村，安達副会長は前年京都においての約

束の如く，みな様御希望の神戸の奥座敷の有馬温泉で，

それも温泉有馬の最もほこりの向陽閣において，事前協

議会を催した。

　6月7日（土）　午後1時に神戸，三宮駅前に七大都

市の学校歯科の代表者50有余名が集合，右近会長のお迎

えのバスと会員の自家用車で，神戸港より六甲山ドライ

ブゥェー一を経て六甲オリエンタルホテルに入って，昨夜

来の雨も晴れた，高原のさわやかさのホテルのベランダ

より，大阪湾を一望に絶景かなの声を，またカメラを右

に左にシャッター音がパチリ，パチリ，ロビー一でお茶

に，また遠路の車中で食事をしていない方は，食事をさ

れる方等々，一服した後裏六甲ドライブウエーを有馬温

泉へ，途中の六甲山の山なみに満足そうであった。予定

より少し遅れて午後4時向陽閣に到着，直ちに会議場に

入り，ひと息入れて会議開始となった。

　安達副会長の司会で，右近会長の挨拶に始まり，協議

事項は七大都市保健協議会の比較資料によって進められ

　各都市の事業予定の新企画

　う歯罹患の状況

　う歯予防，対策実施状況

　学校歯科医配置状況

　学校歯科医任命について

　学校保健主事について

　学校歯科医の手当について

　学校保健関係職員の研修について

　部会，分科会への協議題について

　●う歯予防では

　1．　う歯半減運動のコーホート観察（東京都）

　2．　昭和43年度より実施している学童歯科治療10割給

　　付後における事後措置の成績について（京都市）

　3．学童のう歯予防対策として幼稚園児のう歯予防強



　　化と幼稚園地域社会のう歯予防運動の推進（大阪市）

　●歯科医部会では

1．学校保健法，同施行規則第7条事後措置に基づい

　　た『治療のお知らせ（治療勧告）』の様式は一様で

　　はない。その様式と内容について一定の基準をもう

　　けることを要望する。　ζ東京都・名古屋市）

2．う歯対策の問題点や治療をこばんでいる諸条件に

　　ついて（京都市）

　3．小学校入学1年生児童の6歳臼歯の対策について

　　（大阪市）

　　以上にて協議事項を終わったが，各都市とも活発な

意見を出して，将来の学校歯科のために大変に有意義

な，進歩の指針となったと思う。

　終わって各員は指名割当された室で旅行に引き続いて

の会議で疲れた身体を有馬の湯でいやした。昔一の谷で

の負傷の兵どもが疲れをこの有馬の出湯で治した，伝説

のあるこの湯は，日本学校歯科の湯浅会長も，向井のお

湯もよいが，有馬の湯は浅からぬよい湯だと思われたこ

とでしょう。

　さて次は7時に旅装をといてひと風呂浴び揃いの浴衣

で，舞台付大広間にて懇親会にうつった。湯浅会長を中

心に各市会長，特に今年の日学歯大会の開催地，滋賀の

大津市での大会のPRに出席の滋賀県の準備委員R川村

輝雄先生の顔が並んで，開会に際しては地元の挨拶に下

座より，右近会長，清村，安達副会長が充分御閑談をと

有馬の湯の自慢も加えて一言，それに対して湯浅会長の

日学歯の現況と将来につき，重要な学校歯科の目的を説

明，次いでこの地味にして苦労の多い学校歯科の仕事

は，献身的努力と理解ある諸先生方の御協力の結集によ

り，研究によってよりよい成果を上げることができる。

どうかよろしくお願いします。また大津の大会において

も一段とよい研究発表，報告等のあることを期待し，本

夕に御参加の各位は全員大津の大会にも御参加をと結べ

ば，今秋の大津大会準備委員長の川村先生が大津大会へ

の誘いの一言，宴はいよいよ酎となり，灘の名酒に会員

一
同えびす顔，亀沢先生もかの巨体を若鮎に見せんもの

とピチピチとまでは行かぬが，舞台の上で踊る一幕もあ

　　jって，宴は流れ解散となった。ある組は自室にもどるや

有馬の美しい妓の三筋の音に夜を更かす。また有馬の湯

の街を散策する等々，楽しい前夜の懇親会を満喫して夢

路に入った。

　明けて本番の大会は，・全員が旅館前に集合して，タク

シーと会員のマイカーに分乗，六甲山の2，800mトンネ

ルを通って兵庫県私学会館の会場に向かい下記スケジュ

一ルの協議大会に参加した。

　　　　　　　記

第20回七大都市学校保健協議会開催要項

1．趣旨，七大都市相互の緊密な連絡協調のもとに，学

　　　　　校保健の進歩向上に資する。

2．主催，神戸市教育委員会，神戸市学校保健会

　　後援　日本学校保健会

3．期日　昭和44年6月8日（日）9日（月）

4．会場　兵庫県私学会館

5．　日程

　1．　開会式（9．3．－10．00）

　　　開会の辞　　　神戸市学校保健会長　渡辺廉二

　　　あいさつ　神戸市教育委員会教育長　宮田芳彦

2．

3
4

5．

6

7
°
8

9．

祝

祝

祝

辞　　　　　　神戸市長原口忠次郎

辞日本学校保健会長栗山重信
辞　文部省体育局学校保健課長

全体協議（10．00－10．20）

議長団選出　　京都，神戸，横浜

第19回協議会の事後処理報告

分科会部会の運営説明

休憩　（10．20－10．40）

分科協議会（10．40－12．40）

田　　健一

次の8班にて各都市の提案にもとづき研究協議を

行なう。

第1班精神衛生　　第2班性教育

第3班視力聴力障害第4班心賢疾患
第5班環境衛生　　第6班　う歯予防

第7班発育と体力　　第8班学校安全
昼食（12．00－1．20）

　この間各都市代表者会議

議会協議（1．20－3．10）

次の8部会にて各都市の提案にもとづき研究協議

を行なう。

第1部会　学校医　　　第2部会　学校歯科医

第3部会　学校薬剤師　第4部会　学校園長

第5部会　保健主事

第7部会　PTA
休憩（3．10－3．30）

全体協議（3．30－4．40）

各分科会，部会の報告

次期開催地の決定

閉会式（4．40－5．00）

第6部会　養護教員

第8部会　教育委員会

横浜市
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　　　次期開催市あいさつ　　横浜市

　　　閉会の辞　　神戸市学校保健会副会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清村　軍時

　10．懇親会（5．30－7．00）

　　　相楽園会館

　懇親会場の相楽園は協議会場の兵庫県私学会館より北

方1㎞程の県庁のすぐ山手にある。市の中心にこのよう

な静かな庭園があるかと驚く程のところ，春のさつき，

あやめ，秋め菊はあまりにも有名で，この中の迎賓館で

行なわれた。

　以上で，神戸市の報告を終わる。

　最後に神戸市学校歯科医会では6月1日に神戸市歯科

医師会館で総会を行なった。会費の増額を決定，よりよ

い学校歯科医会の運営に努力する決意をかためた。ちな

みに事業計画を報告すると，

　神戸市学校歯科医会，44年度事業計画

　1．　へき地児童，生徒のう歯予防巡回診療実施

　2．　口腔衛生強調週間行事として

　　　　市内児童，生徒のう歯予防ポスター募集

　　　　本年は「さんちか」に入選画を展示

3
4
5
6
7

8．

9

10．

兵庫県

良い歯の表彰

研修会の開催（市教委と共催）

う歯9力年追究調査研究

養護，保健主事部会と連絡協議会

5回神戸市学校保健大会に歯科部会として協力参

加

20回七大都市学校保健大会に歯科部会前日協議会

を開催（有馬温泉）

市内小学校において，歯磨体操等実施して，口腔

衛生の普及を計る。

会員名簿作製

活動状況

　兵庫県学校歯科医会の現況ならびにその活動状況はす

でに前回お知らせした通りですが，その後昨年秋の第8

回兵庫県学校歯科医大会開催を機会に「ムシ歯予防の5

原則」を制定し，ポスター1万枚を教育委員会を通じて

各学校に配布するとともに県下各医療機関にも掲示して

この5原則の普及につとめている。

●むし歯予防の5原則

1
2
、
3
4
5

好ききらいせずよくかんでなんでも食べよう

正しくきれいに歯をみがこう

おやっのあとはすぐうがいをしよう

むし歯は早く見つけてすぐなおそう

歯にフッ素をぬりましょう

　普及の具体策として，5原則の解説書を各学校に配布

したほか，学校教諭が日常の教壇で歯科衛生知識や実践

を各教科内容に容易におりこめるような教育資料の作製

を県教育委員会の協力を得て行ないつつある。この「小

学校学校歯科保健の指導細案」　（仮題）が各学年別に完

成すれば，学童のう蝕予防と治療の指導に強力な推進力

となるものとして活用される見とおしである。

　そのほか，県は年内を目途として巡回指導車を準備中

で本会も協力態勢を固めており無医地区などにおける学

童の歯科保健指導に活動が期待されている。

最近における主なる行事

　昭和43年には，淡路地区地方研修会が，2月11日（日）

午後1時から洲本市阪神相互銀行ホー・・ルで開催された。

地元一瀬耕介会長の開会の辞，各講師の紹介にはじま

り，細原広専務理事の司会により，吉本二郎常務理事，

高木定夫衛生研究部委員長，細見忠雄衛生研究部委員の

講演や，映画，デモンストレーションなどがくりひろげ

られ，多大の成果をおさめ，午後4時30分終了した。

　第9回兵庫県学校歯科医会定時代議員会は3月30日

（土）午後2時から，兵医会館講堂で開催され，会費値

上げを含む4議案を可決したあと，学校歯科医大会のあ

り方について活発な意見の交換があり，執行部からこれ

に関する新方針が打ち出されて注目を浴びた。

　兵庫県学校歯科医会主催・兵庫県歯科医師会（口腔衛

生部）協賛による昭和43年度学校歯科中央研修会が5月

26日（日）午後2時から兵歯会館2階大ホールで開催さ

れた。

　講師に大歯大矯正学教室助教授・岸本博士を迎えての

ユニークな企画に，難症例の矯正模型を持参した会員が

どっと押しかけ・その熱心さに一時は講師もタジタジ，

予定を約1時間超過して午後5時30分終了した。
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　9月13日（金）午後1時から会館ホールで，第6回兵

庫県よい歯の児童・生徒表彰式を挙行。県下各地区代表

の小学校男子14名，小学校女子14名，中学校男子13名，

中学校女子14名，計55名の表彰を行なったあと，各部門

での最優秀を選考する県中央審査に入った。最優秀者4

名は9月27日の兵庫県学校歯科医大会でcく兵庫県一”と

して再度表彰を受けた。

　第8回兵庫県学校歯科医大会が，9月28日（土）午前

9時から午後4時半まで兵歯会館ホールで開催された。

表彰式につづいて研究発表，歯磨実演・かねて注目をあ

びていた兵学歯フッ素塗布事業の研究報告，　「むし歯予

防の5原則」の発表，医博竹村一氏の特別講演「教育の

中における学校保健の位置づけ」，　各部門代表によるむ

し歯予防をめぐっての研究協議会など多彩な行事に有意

義な1日を過ごした。

　また，昭和44年には，第10回兵庫県学校歯科医会定時

代議員会は3月29日（土）午後2時から，兵歯会館講…堂

で開催され，予決算の承認を含む5議案を可決したあ

と，第9回学校歯科医大会のあり方や，巡回診療車の問

題について熱心に協議した。

鳥取県

学童を対象とした歯の週間行事

　毎年6月4日より行なわれる歯の週間行事に各種運動

が展開され一般に働きかける運動も多いことと思うが当

歯科医師会が毎年実施している学童を対象とした歯の週

間行事の事例をあげ，その概要を述べて地域歯科医師会

の参考に供したいと思う。大別して三つに分ける。

1．標語，ポスター，絵画のコンクー一ル

　　標語　　・小学校全学年より募集

　　ポスター　　小学校4，5，6年より募集

　　絵画　　小学校1，2，3年より募集

2．歯ブラシ訓練

　週間中の土曜日を利用して各小学校より参加希望者を

　まとめて各引率教師の指導のもとに，この運動に参加

　してもらう。

　以上の2件はあらがじめ2カ月前にこの行事に対する

委員会を作りそれぞれの項目において担当者を分担，会

計広報，受付，会場，指導，連絡，審査等を任命し特に

広報に重点を置きテレビ，ラジオ，新聞報道のスポーク

スマンとして事前に訓練する。

　連絡方法として市教育委員会，市学校保健会，地方学

校保健会，地方教育委員会と密接なる連絡のもとに各校

長会に出席してその趣旨を徹底させて連絡事項を校長よ

り教務一担任の教師一児童と末端までに浸透させる。こ

の間担当学校歯科医の校内歯牙検査を利用して普及に務

める。またこの間にも各県教委，県衛生部を通して各官

庁より学校の連絡がスムーズに行くべく働きかけること

は言をまたない。また保健所，地区歯科衛生士会と協力

推進のため，これが協議会を行なう。標語，ポスター，

絵画のコンクールを展示する以上は一人でも多く一般市

民または学童に観覧してもらうべく事前に市・市民課と

各公民館を通じて来場観覧方のPRにつとめる。入選作

品はラジオ，テレビ，日刊新聞を通じて発表し各部に特

選優秀賞，佳作を設定し，

　1．　県歯科医師会コンクールに出品。

　2．　日本歯科医師会コンクールにも出品する。

　歯ブラシ訓練に参加の全校に対し，ブラシ体操用のリ

ズムレコードの贈呈，参加児童には，全員に歯ブラシを

贈呈して実訓練に供する。訓練は説明とともに所要時間

約30分とする。歯科医師会員全員体操服着用，衛生士会

員も白の体操服の着用とし参加児童も同じく体操服の着

用とする。

　模型の大きいものをもって，リズムに合せて訓練する

ことは各地大体同じ事と思う。これを一カ所と限定せず

その年に応じて各所で開催。会員その他を班に結成し，

それぞれに区分これに当たる次第です。統制ある白一色

のきびきびした会のムードもリズムに乗って仲々見事な

ものです。

3．特定校を選出してこれにあらかじめ歯科医師会員を

班に結成したものをその該当校に送り，大体4，5，6

年を対象にして歯に対する知識の講演，指導普及会をそ

の小学校で開催，実地においてこれが指導に当たる。以

上が大体当歯科医師会が学童に対して行なう行事です

が，その都度反省会を開催して昨年度に対する意見交換

を行なって一歩前進した企画を狙って行くという次第。

来年はニューアイデァを織り込み，この運動の趣旨を徹

底さすべく実施致したいと考えております。大方諸公の

御批判を乞い，なにか他に参考の件ありますれば，御一

報いただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈樋口数士〉
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広島県

学校歯科保健

　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和43年度実施）

●第16回広島県学校保健研修会

1．趣旨一児童生徒及び幼児の歯科保健に関する諸問題

　について研修し，学校歯科についての認識を深あ県下

　の学校歯科保健の進展に資する。

2．主催一広島県教育委員会；広島県歯科医師会，広島

　県学校保健会

3．　期日一昭和43年9月8日（日）

4．場所一広島県歯科医師会館

5．参加者一（1）幼稚園，小・中・・高等学校及び特殊教育

　諸学校の校長，保健主事，養護教諭（養護職員を含む）

　（2｝学校歯科医　（3｝PTA保健関係者　（4）市町村教育委

　員会の学校保健関係者

6．　日程一9時30分受付，10時開会式，表彰式11時研究

　発表，12時昼食，口腔保健センター検診見学，13時研

　究協議，14時30分，特別講演，16時閉会式

7．　研究発表，（1｝「本校における歯の保健教育」世羅郡

　世羅町立小国小学校長’②「学校歯科巡回診療の諸問

　題」について，県歯科医師会理事。

8．研究協議題一パネル方式による

　「学校における歯科保健のすすめ方」について

　パネルマンー県歯科医師会理事1名，市歯科医師会理

　事1名，学校長1名，1保健主事1名，養護教諭1名，

　県教育委員会1名。

9．　特別講演「学校歯科保健について」広島大学教授

　常光旭

10。表彰一（1）昭和43年度学校歯科保健優秀学校並びに優

　良学校　（2噛科保健に関する図画ポスターの入選者，

　優秀校（小1校，中1校）優良校（小12校，中4校）

　特選17名，入選177名。出席者（学校関係97人，歯科

　医29人）

●第16回広島県学校歯科保健研究協議大会

1．趣旨一学校保健に関する当面の諸問題について研究

　協議し，学校保健の振興を促進し，心身共に健康な県

　民の育成に寄与する。

2．標題一「たくましい児童，生徒の育成をめざして」

3．主催一広島県教育委員会，広島県学校保健会西条町

　教育委員会，日本学校安全会広島県支部賀茂郡学校保

　健会
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4．期日一昭和43年11月10日（日）

5・場所一賀茂郡西条町立西条小学校

6．参加者一小，中，高等学校特殊教育諸学校の校長及

　び幼稚園長並びに学校医，学校歯科医，学校薬剤師，

　保健主事，養護教職員，一般教員，PTA

7．　日程一9時受付，10時開会式，表彰式，11時協議i会

　班別研究，12時昼食，12時50分協議会，班別研究，14

　時特別講演，15時30分閉会式

8．特別講演「たくましい人間を育成するために」九州

　大学助教授　成瀬悟策

9．班別研究協議会一9班に分れ，それぞれ研究協議，

　第2分科会研究内容一「学校病の歯科う蝕予防対策で

　学校，家庭はどのような対策をたてたらよいか」賀茂

　郡黒瀬町立下黒瀬小学校教諭　平町幸登

10．表彰一（1広島県教育委員会，日本学校安全会の表彰

　（2）日本学校安全会広島県支部の表彰，被表彰者A，広

　島県教育委員会，広島県学校保健会の表彰するもの1，

　学校保健功労者一学校医，学校歯科医，学校薬剤師，

　学校長，保健主事，養護教諭各1名，2．学校保健優良学

　校一12学級以上，3校，11学級以下1校，3．学校保健

　準優良学校一12学級以上，1校11学級以下1校，4．健

　康優良児童男子2名，女子2名，5．準健康優良児童男

　女各3名，B．広島県教育委員会，日本学校安全会広

　島県支部の表彰するもの

　1．作文特選1名，入選5名，2．図画特選（全国2位に

　1名入選）1名，入選11名，C．日本学校安全会広島

　県支部の表彰するもの。1．昭和43年度学校安全優良学

　校一小学校8校，中学校2校，高等学校1校，幼稚園

　保育所各1園（第2分科会参加者122名，全体参加者

　620名）

　44年度学校保健会開催予定

①第17回広島県学校歯科保健研修会（9月14日）

　場所一広島県歯科医師会館

②第17回広島県学校保健研究協議大会（11月2日）

　場所一広島県御調郡向島町向島中学校　〈田中久茂〉

下関市

当山口県においては学校歯科医の育成，助成は主とし



て県歯科医師会が行なってきているが戦後保健委員会が

構成されると同時に学校保健会が結成されて各学校で運

営されてきている。学校の種々なる事情により保健委員

会の活動は現在当地区においては発展というよりむしろ

消滅してきた状況にあるが，学校保健会は今日まで川の

流れの如く流れ続けた事業専門委員会の分科活動をして

きている。

　学校保健会の構成は歯科医師会，学校医部会，薬剤師

部会，学校長部会，保健主事部会，養護部会よりなり当

学校歯科部会の役員は今日まで殆んど連続就任している

が，予算の関係等よりしてそのベテラン性が充分発揮で

きず，これといって自慢になる業績をあげていないのが

誠に恥ずかしく役員一同目下反省しています。

　当下関地区には校内における歯科診療室も過去は相当

校設備していましたが，この維持増設の予算が取れず現

代の著しく進歩した器械設備を完備しなくては多人数の

診療は無理であり，旧式の診療施設での診療は歯科医学

良心にもとるので校内診療は自粛の方針に持って行きつ

つありますが，父兄学校側の校内診療の要望は大きいの

で自治体の責任か国が設備の法制化を望みます。いやし

くもモデル校として他地区から視察を受ける学校の歯科

室はわれわれの診療室に設備されている以上のことをし

ていなくては歯科というものの認識を子供や父兄，教師

からあやまられ理容業の如く装飾的設備が歯科医業かと

思われる危険性があります。すなわち校内歯科室の設置

基準の制定が望まれます。

　今回県歯科医師会の努力により県自治体がレントゲ

ン，タービン，消毒等近代設備の完備した診療車を購入

したので，今後この車の活用を県歯，本会と研究して行

きたく思っています。

　年間事業としてよい歯のコンクールを歯科医師会，教

委，保健所と共催で行なっており，年度を通じて中，高

等学校生徒の口腔優良者の表彰を学校単位に行なってお

り，学校歯科，小児歯科の小学会を二回開催予定にして

おり；養護教員，診療所の看護婦を対象に児童生徒の口

腔衛生指導の要領の集団研修会も予定しております。

　日学歯への加入は本県は下関地区のみ僅かしかしてお

らず誠に淋しいが，この下関を一つのともしびとして，

だんだん大きく光り輝く光の集団にすべく今後努力して

行く決心です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈徳永希文〉

高知県

学校歯科発展への努力

　今どき学校歯科の発展だの開発などといったら，高知

県は後進県だと思う人もあろうし，また熱心に学校歯科

発達への努力をたゆまず続けていると思われるお方もあ

ろうが，そんなことはどうでもよい，ただ一筋に学校歯

科の健全なる発展のみを期するものである。

　さてわが高知県学校歯科医会は以前より県内各地域毎

に作っていた郡市学校歯科医会が昭和33年4月公布され

た学校保健法の施行と同時に連合してできたものであ

る。あれから11年，高等学校以下の学童生徒の衛生指導

や学内検診，検診後の処置徹底，保健管理に熱心に努力

を続けてきた。

　本県学校歯科医会では学校保健法の施行以来毎年高知

市において一回学校歯科医大会を開催して学校歯科に関
　　　　　ひ
する研修，啓蒙，地域開発，住民の学校歯科への理解，

う歯半減ではなくう歯なき学校の出現への努力を続けて

きたし，一方この大会では学校歯科医としての要望も強

く打ち出してきた。六歳臼歯保護法の制定の建議，養護

教諭の増員，学校歯科医手当の増額，幼稚園児童の検診

入学時前の検診は学校歯科医の業務外として，その手当

の支給の要望や，へき地向けの検診車運行などについて

要求やら検討を続けている。

　この大会も県内一カ所だけでやっていたのでは客入遠

方から来らずで，効果も上がらない点も発見されたので

5年程前から県内主要な市や町へ出張大会を開くことに

なり，中村市，安芸市，須崎市をすませ，今年は南国市に

おいて開催することにしている。この大会には開催地付

近の市町村長，教育委員，校長，養護教諭などの参集を

求めて学校歯科医全員出席して盛大に開催を続けてい

る。かくしてこそ地域社会の住民の啓蒙も急速に効果を

あげ理解と協力を得られるものである。従って学校歯科

保健も70％から100％へと効果を現わしてきつつあるの

である。

　会務の都合があって高知県学校歯科医大会が11年目の

今年の2月16日に高知県学校歯科医会10周年記念大会を

高知市で開いた。10力年に亘って学校歯科保健衛生に特

に顕著な業績をあげた学校の管理者と養護教諭の表彰と

学校歯科医として10年以上指導的地位にあったもの。20

年以上学校歯科医として学童の検診に当ったものの表彰
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もやり，学校歯科一般についての講演もし，知事，副知

事，厚生労働長，県教育委員長，教育長，体育保健課長

など，高知市より市長，助役，市教育委員長，教育長新

聞社長，記者，テレビ，ラジオ，県医師会，県歯科医師

会などからの出席を得て10周年記念大会にふさわしい盛

大なものであった。

　高知県学校歯科医会は表題の如くますます学校歯科発

展への努力を続けるであろう。

　他県の学校歯科に対する業績，計画などお知らせ下さ

るこζを得れば幸いです。　　　　　　〈浜田　　剛〉

香川県

香川県におけるう歯予防実験校

　波おだやかな瀬戸内に面した香川の風土は，古くから

讃岐三白（白砂糖，白米，白い塩）を産み，そしてまた

人情細やかな讃岐人を育んできている。

　これを学校歯科からみると，白砂糖の生産はう歯の罹

患率を進め，温和な讃岐人気質は，学校歯科医会の人の

和と奉仕の精神を生み，両々相侯って，学校歯科の隆盛

と高い評価を得ている。

　奥村賞受彰校2校，昭和43年度全日本よい歯の学校受

彰小学校101校（県下小学校の45％）が，そのことを裏

付けている。

　しかし，年の移りかわりとともに，新しい観点からす

る学校のう歯対策を望む声もまた少なくない。

　こうした背景のもとに誕生したのが，小学校4校によ

るう歯予防実験校の研究であり，昭和43年9月20から次

のような歩みを始めている。

1．　う歯予防実験校

（1）研究期間

（2｝主唱機関

（3｝実験校名
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昭和43年度から昭和45年度まで

香川県教育委員会

香川県学校保健会

香川県学校歯科医会

関係市町村教育委員会

寒川町立石田小学校

高松市立屋島小学校

坂出市立松山小学校

多度津町立多度津小学校

（4）指導者（敬称略）

　　日本歯科医師会公衆衛生委員

　　香川県学校歯科医会長

〃

〃

ノノ

〃

長会副

常任理事

　　〃

　　　松山小学校歯科医

　　　四箇小学校歯科医

2．研究の歩み

本村　静一

津谷　航一

米田　貞一

池田　常博

河田　辰雄

柴　　照夫

香西　　猛

島田　　清

（1｝う蝕過程とう蝕防止法についての仮説の設定

　　う歯予防実験校関係者間の共通理解を確かめるた

　め，本村静一先生指導のもとに，次のう蝕過程とそ

　の防止法の仮説を設定している。
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（2）各実験校の研究体制

学校矧対象則 研究実践事項

石　田

小学校

屋　島

小学校

4　年

児　童

年
組
童
4
2
児

〈生活指導によるう蝕防止対策の
　確立〉
・ 歯に対する保健指導の充実
・ 効果的な口腔清掃指導
・ 正しい食事指導
　PTA，地域活動による保健思
　想の普及
・ 実態調査

〈弗化物によるうがい指導とう蝕
　対策〉
・保健学習の強化
・口腔清掃指導
・ 検診回数の増加と早期治療
・ 弗化ナトリウム溶液によるうが
　い

乙

塾
ほ
f
聖



1
，

松　山
小学校

四　箇

小学校

生
年
童

年
1
3
児
全　校

児　童

〈弗化物塗布によるう蝕対策〉
・ 口腔衛生についての一般指導
・ デントガードによる弗素塗布

〈弗素剤によるう蝕対策〉
・口腔衛生についての一般指導
・ 弗化物塗布
・ 弗化物による洗口

㈲　実験研究校の近況

　各実験研究校の歩みは，理論研究→研究計画の作成

または修正→実践→評価反省，といった一連の流れの

もとに，反復して行なわれている。

　現在は，研究開始半年のため，まとまった成果は得

られていないが，家庭の親子歯磨き運動，正しい間食

運動，たくあんの厚切り運動等々と，ほほえまし炉運

動もこれに加わって，地道ではあるが着実に研究が進

められている。

徳島県

みんなで歯の治療しらべ

　本会は県教育委員会と共催で一昨年7月に県下の小，

中学校の養護教員を対象に，児童の口腔衛生についての

講習会を開いた。その席上，定期の口腔診査の結果をい

かに早期治療にもってゆ’くかが議論の中心となり，治療

票を個人に渡していた今までの方針が効果の薄いもので

あったかを反省しあった。その結果県下の幼稚園，小，

、中学校の教室ごとに歯の治療しらべの一覧表を作ること

に決定した。

°これは新聞二面大の紙に一教室全員の全顎歯型を描き

その下に氏名を書く。その歯型に各人の口腔診査によ．る

要治療歯，処置歯をその部位に記入させ教室の後の壁に

はっておく。

　要治療歯が全治すれば担任の先生に報告し，治療完了

の印を押してもらう。生徒は互いにこの表を見て早期治

療の競争意識ができ，早く完了の印を押すことに心掛け

るようになってきた。

　また，授業参観のおりに父兄がこの表を見て，自分の

子供に印がなければ注意して早く治療完了にもってゆ

く。このような結果になり，よい効果を収めている。

福岡県

会費増額で全員日学歯会員に

　福岡県学校歯科医会では，去る4月26日昭和43年度代

議員会（第21回）を福岡県歯科医師会館で，代議員全員

の出席を得て開催，会計決算，事業計画，予算，会則の

一部改正などを原案通り可決決定した後，本年度は役員

改選の年に当たり，8期16年の長期にわたって，本会発展

につくしてきた加藤栄会長が，自ら強く辞意を表明し，

次期新会長に境栄亮氏が選出された。

　第2号議案として提案された会費増額の件では，昭和

44年度からは本会会員は全員日学歯の会員になるべく，

年間500円の会費増額を決定し，福岡県学校歯科医会費

は年額2，500円に増額した。この措置によって本会は，日

学歯加盟団体の中では最も会員数の多い団体となっ元。

　昭和44年度事業計画

　①小学校教職員の口腔検診

　②公私立高等学校，学校歯科医の研修会

　③第13回学校歯科医会の開催

　④視察（校）会の開催

　⑤漱運動実施指定校の設置

　⑥学校歯科衛生研究協議会の開催

　⑦郡市区学校歯科医会長との連絡懇談会

　⑧僻地無歯科医地区の対策

　⑨会報の発行　　第8号

　⑩う歯半減運動実施月間

　　第1回自7月15日至8月14日
　　第2回自1月15日至2月14日
　⑪良い歯の学校表彰

　⑫良い歯の学童表彰

　⑬全国良い歯の学校表彰

　⑭歯の衛生週間

　⑮学童口腔衛生ポスター図画募集

　⑯全国学校歯科衛生研究協議会参加

　⑰第33回全国学校歯科医大会参加

　⑱第18回全国学校保健大会参加

　⑲第20回九州地区学校保健大会参加

　⑳福商県学校保健大会参加

　⑳九州地区学校保健学会に協力

事業計画第5項の漱運動実施指定校の設置については
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「ぶくぶく運動」の提唱として本誌第13号で紹介した

が，いよいよ本年度は大牟田市不知火小学校を2年連続

の予定で，指定校に決定，本格的にその運動を推進する

ことになり，特に工場地帯の公害問題も出ている時期で

もあり，「ガラガラ漱」と併用すればう歯予防と公害予

防の一石二鳥の好結果が期待されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　〈升井　健三郎〉

　学校保健功労者として，永井千八氏が藍綬褒章，文部

大臣表彰を受けた。

た学校を表彰している。なお5力年，10力年連続受彰に

は特別の賞状及び記念額が贈られている。本会からもお

祝いの賞状・記念品を贈っている。

佐賀市

昭和44年度事業計画

長崎県

会の記録より

●長崎県よい歯の学校表彰とう歯半減運動

　本会発足第1年度より，う歯罹患の実態を把握する目

的で，県教委体保課と協同の下に，県下の全小中学校の

協力を得て資料を集め，成績優秀の学校小中各3校を選

び，毎年長崎県学校保健大会の席上これを表彰してきて

いる。

　なおこの調査によると，定期診断時からその年の11月

までに，永久歯う歯の処置率が50％以上（すなわち半減

達成）の学校は，初年度，26校（小）であったが，43年

度では148校に達した。

年次別う歯半減達成学校の数

年度1　34　1　3S36　1　37　1　3S3914・14・42　1　43

小学校i26・gl　5・6・165698・198・・4）・48

中学校145i　8・3i・3・3・4・Sl　2・12・

永久歯処置歯に対する処置完了歯の率（県平均）

　昭和44年度第20回九州地区学校保健研究協議大会が佐

賀県の主管で佐賀市において開催されるにあたり当佐賀

市学校歯科医会においてこの期を逸せず，佐賀県内の学

校歯科医は勿論九州学校保健大会出席の県外の学校歯科

医の諸先生方との親睦を計り研究討議をなすべく純専門

的の学校歯科医大会を左記の通り開催いたします。

　会場　佐賀県立図書館（佐賀市城内）

　日時　8月7日午後1時～5時

　内容　総会　特別講演　座談会（研究討議）

　特別公演の講師は日本学校歯科医会の理事長丹羽輝雄

先生を迎え（学校歯科活動に考慮すべき二三の問題に就

いて）2時より4時までお願いしております。

　日本学校歯科医会副会長栃原義人先生にも御臨席をお

願いしておりますので座談会の助言者として御意見をい

ただく予定でおります。

　本大会開催にあたり講師派遣方に御協力いただいた日

本学校歯科医会及地元佐賀市歯科医師会は勿論佐賀歯科

医師会においては大いに御賛同をいただき物心共に御協

力を承わりましたことを誌上をかりて厚く感謝の意を表

します。

鹿児島県
年度34　）　35　）　3637　）　3S　1　39’1　4・14・］42　1　43

小学校1i8％・61232528363・13・139139・　9

L　li学校［i8％i・3・4j・92・9・1・gl　25［24127・　S
学校歯科活動で思うこと

●全国よい歯の学校表彰

　主催は日本学校歯科医会で毎年全国より応募を求めて

処置率50％以上の学校の保健活動，教育指導面の充実し

　鹿児島県学校歯科医会が例年実施している事業，特に

学校歯科保健関係者（教委，校長，保健主事，養護教諭

学校歯科医）の連絡，協議研究会ならびに僻地学校巡回
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」

歯科診療の実施を通じて特に感じた点を申し上げてみた

い。ee－一に痛感することは関係当事者が学校歯科保健の

本質を正しく理解認識していない点である。学校歯科と

は口腔診査と，う歯を治療することだと思っている人が

多い。この点は学校歯科を達成するにあたって最も重要

なポイントである。申し上げるまでもなく学校歯科が教

育であることをしっかり理解認識して頂きたい。う歯の

治療も勿論学校歯科の一部面であることは申すまでもな

いが，学校歯科の本質は教育的に歯科衛生環境を整備

し，教育的に歯科疾病を認識し歯科衛生教育として教育

し，究極は児童生徒が自主的に歯科保健を身につける事

だと思う。この中で児童が自主的に歯科保健を体得する

ことこそ教育のねらいであり，また学校歯科の究極の目

的であることをはっきり認識すべきではあるまいか。そ

こで鹿児島県学校歯科医会は学校歯科の簡単な手引とな

るようなものを作って各方面の御参考に供したいと準備

を進めている。僻地学校の問題は，極端にいうと鹿児島県

僻地における学校は歯科保健とは全く無縁の存在である

と申し上げても過言ではあるまい。我々が僻地で行なっ

た巡回診療の実態から見てもこのまま放置出来ない問題

であろう。まして保健教育の立場がこの問題を行政的に

どう解決するか。我々の行政当局への期待は大きい。

　離島僻地の医療対策については従来しばしば論議され

ていたが昭和42年特別医療対策として国や県がこの問題

に前向きの姿勢をしめして来たとことは誠によろこぼし

いことである。鹿児島県は多くの離島をかかえており半

径4キロ以内に医療機関のない無医地区が94カ所，無歯

科医地区が137カ所も存在している。

　しかも近年の高度経済成長がもたらした社会構造の急

激な変化により，いわゆる過疎化の現象の進むに伴って

無医地区の悩みは益々深刻化するであろう。これに関連

して最も憂慮されるのは発育過程にある学童に正しい保

健教育が実施出来ないことである。せめて歯科疾患の受

診だけでも何とかならないものか教育御当局の御関心を

促したい。この事について開業歯科医の団体である学校

歯科医の協力には限界があり，またかかる重大な問題と

取組むには，あまりにも非力である。年1～2個所の巡

回診療を実施して協力する程度が限界であろう。国や県

や教委の行政として解決のすみやかならんことを念願す

る次第である。　　　　　　　　　　　〈上国料与市〉

鹿児島県学校歯科医会だより

学校歯科の年中行事で最も大きな行事は学校歯科衛生

研究協議会，僻地巡回歯科診療の実施，学校保健功労者の

表彰である。学校の行事は教育委員会を通じて行わなは

ないと徹底しないので校長，教頭，保健主事，養教，地区

教育委員会，PTA関係者，学校歯科医と共同で学校歯

科衛生研究協議会を通じて毎年2回の研修を行なってお

ります。鹿児島県は多くの離島，僻地をかかえている。

　県学校歯科医会としては昭和41年度，昭和42年度，昭

和43年度にわたり，離島僻地の学校歯科巡回診療を実施

し地区住民より感謝されている。本年度も鹿児島県出水

郡東町獅子島地区の巡回診療を行なった。

　鹿児島県学校保健会の席上で学校保健功労者として鳥

飼忠二先生が表彰を受けられた。全国よい歯の学校とし

て10校が表彰を受けた。鹿児島県学校歯科優良校として

吉田小学校が決定し表彰された。さらに特筆すべきは学

校歯科医の手当が増額されたことである。県学校歯科医

会としては県知事，県会議長，県教育長，県市長会会長，

県町村議長会会長，県町村会会長，県教育長協議会会長

県市議長会宛に学校歯科医の手当増額に関する陳情を行

なった。その結果鹿児島県立高校，市郡立小中学校より

増額の通知の報告があった。

　本年度は11月22日，23日，24日鹿児島県担当で日本学

校保健研究大会が開催されることに決定いたしておりま

す。多数の御参加をお願い申上げます。

沖縄

昭和44年度学校歯科医会報告

　沖縄では数年前からの琉球政府文教局，教育委員会と

の話し合いが実を結び，まず検診料が全琉統一して支給
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され，つづいて新年度（1969年7月以降）が執行される　　　の小，中学校に対しては，本年度は第4回本土派遣検診

と同時に，校医に対し，辞令と校医手当が支給される事　　　団が実施完了，ζのように春の学校検診は軌道に乗る事

1 になり，制度の上でも本土に肩をならべる状態となり，　　　が出来ましたので，本年度の歯の衛生週間は無歯科医地

会員も一層の責任を感じて，学童の口腔管理に努力する　　　区の検診は中止し，下記の歯の衛生展を実施しました。

覚悟を新たにしております。これみな本土の先輩方によ　　　　歯の衛生展

る御指導と御援助の賜物と感謝している次第です。　　　　　主催　琉球政府厚生局，文数局，歯科医師会

この琢府関係者の熱意に応えて，われわれ学校担当者　　　　後援　日本歯科医師会，ライオン歯磨KK，その他

は，沖縄本島にて，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那覇市山形屋デパートにて6月4日～10日
1

小学校　　　　　中学校　　　　　　　　内容1・　目で見る沖縄の歯の人類史

中部連合教育区　54校41，990名　29校22，804名　　　　　　　2．沖縄ハブの毒牙について

那覇連合教育区　35校41，858名　19校21，734名　　　　　　　3・世界の歯の賦衛生ポスター”展

［ 南部連合数育区　30校、18，860名　21校　10，512名　　　　　　　4．だれでも解る，歯の衛生パネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．異相差微微鏡による口腔菌の提示計　　　129校102，708名　69校55，050名

i 6．小・中学生の鳴歯の衛生ポスター”入選作
以上の全学校に対し・検診を完了。　　　　　　　　　　　　　　　　品展

1 小学校　　　　　中学校　　　　　　　　　　　7・歯科無料検診・無料相談
1

宮古連合教育区　21校　11，842名　17校　⑤490名　　　　　　　8・養護教諭による・歯磨指導

八重山連合教育区34校　＆168名　22校　4652名

日本学校歯科医会会則　　　　　　　　　　　　　　に於て選任し，その任期を2ケ年とする。但
1

し重任はさしつかえない。本会に名誉会長，

1

第1条　本会を日本学校歯科医会と称する。　　　　　　　　　　顧問，参与を置くことができるδ名誉会長は第2条　　　　本会は学校歯科衛生に関する研さんをはかり　　　　　　総会の議を経て推戴し，顧問，参与は理事会　　　　学校歯科衛生を推進して学校保健の向上に寄　　　　　　の議を経て会長が委嘱する。

；
1

　　　　与することを目的とする。　　　　　　　　　　第9条会長は会務を総理し本会を代表する。副会長第3条膿緩縫棄糞議う・　　　霧甕講憲講鑑灘霧

：
2・会誌の発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を掌理し会長副会長の事故あるときは会長

1 3．学校歯科衛生に関係ある各種資料の作成　　　　　　　　の職務を代理する。常任理事は会長の旨を受

4・学校歯科衛生に関する調査研究　　　　　　　　　　　けて会務を分掌し，理事は会務を処理する。

5．その他本会の目的達成に必要なこと　　　　　　　　　監事は会計事務監査にあたる。顧問，参与は
1 第4条本会は現実においてその地域に組織されてい　　　　　　重要な事項について会長の諮問に応ずるもの

…： る都道府県又は郡市区等の学校歯科医の団体　　　　　　　とする。
1 （全員加盟）をもって組織する。　　　　　　　第10条　会長は本会と各地方との連絡又は調査研究そ
1旨 前項の都道府県又は郡市区の学校歯科医の団　　　　　　　の他必要があるときは委員を委嘱することが
1

体の長は毎年回所属会員の名簿を本会に提出　　　　　　　できる。

1

ー
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
ー

　　　　するものとする。　　　　　　　　　　　　　　第11条　本会の経費は，会費，寄附金等をもって支弁第5条　本会は事務所を東京都に置く。　　　　　　　　　　　　する。会費の額は総会で定める。

I
I 第6条　本会は毎年1回総会を開く。　　　　　　　　　第12条　会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年3月

1
［

但し臨時総会を開くことができる。　　　　　　　　　　31日に終る。
1 第7条　総会に出席すべき各団体の代表者は所属会員　　　附　　　則

数によってきめる（会員50名までは1名とし　　第13条　第3条の事業を行なうために必要な規定は別
旨 50名以上になると50名又はその端数を加える　　　　　　に定める。
1 ごとに1名を加える）　　　　　　　　　　　　第14条　本会は日本歯科医師会並びに日本学校保健会

1

1 第8条　本会に左の役員を置く。会長1名，副会長3　　　　　　と緊密に連絡し事業の達成をはかる。
2

1
名，理事長1名，理事若干名（内若干名を常　　　第15条　本会則を変更しようとするときは総会に於て
任とする），監事2名。　　　　　　　　　　　　　　　出席者の3分の2以上の同意を要する。会長，副会長，理事長，理事，濫事は総会　　　　第16条　本会則は昭和3ブ年4月1日から施行する。
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　理事会報告

全国理事会

＊昭和44年4月26日　午後1時（日歯会館会議室）

＊出席者：向井，湯浅，栃原，亀沢，川村，関口，丹羽

　山田，榊原，窪田，本村，榎，小沢，内海，川村（輝）

　梅原，井上，川原，小林，北総，高橋，谷，小島

＊関口常任理事の開会の挨拶，湯浅会長の挨拶，新役員

　の紹介（本号会誌P96の役員名簿参照）

＊機構の編成について

　庶務・会計，学術・普及，企画・編集Q各部門をおき

、それぞれ，亀沢・川村，栃原副会長を会長より責任者

　に指名，了承，常任理事，理事の分担についても指名

　と協議があり，次のように決定された。

　　庶務　関口・窪田常任理事

　　会計　加藤・榎常任理事　井上・川原理事

　　学術　丹羽・山田・榊原常任理事，北総・高橋理事

　　普及　丹羽，山田，榊原常任理事，小林・谷理事

　　企画　本村，小沢，内海，川村（輝）常任理事，

　　　　　梅原理事

　　編集：丹羽，山田，榊原常任理事

X企画委員会，研究委員会を設置する。

＋川村（輝）大会準備委員長から準備状況報告。

x7大都市学校保健会で，校医手当について話がでるの

で資料を集める。

第2回常任理事会

　44年6月17日午後2時（日歯会館会議室）

　出席者　向井，湯浅，栃原，亀沢，川村（敏），丹羽，

　　　　　関口，山田，榊原，窪田，本村，榎，小沢，

　　　　　内海，川村（輝），小島

＊研究協議会について講師決定　＊法人化　＊大会の研

究発表　＊次期開催地について　X研究指定校問題につ

いて協議，検討　＊43年度決算　＊海外視察旅行

第3回常任理事会

　44年7月10日　午後4時　鴨川グランドホテル

　出席者：向井，湯浅，川村（敏），栃原，亀沢，丹羽，

　　　　　関口，山田，本村，榎，小沢，窪田，川村，

　　　　　内海，大塚，小島，磯貝

ee庶務報告（研究協議会講師　奥村賞，佐賀市の第20回

　九州地区学校保健研究協議会学校歯科分科会に丹羽理

　事長出席，神奈川県歯科医師会学校歯科20周年記念式

　に湯浅会長出席，等）ac会計報告　＋会誌発行につい

　て　＊手当について「よい歯の学校」調査用紙から調

　べたらどうか。文部省の基準は30，000円

1

ー

第1回常任理事会

ee・44年5月13日　午後2時（日歯会館会議室）

＊出席者　湯浅，向井，川村（敏），亀沢，関口，丹羽，

　　　　　川村（輝），内海，窪田，加藤（増），榎，山田

　　　　　榊原

＊会誌は編集栃原副会長（発行名義人），丹羽，山田，

　榊原常任理事，8月末校了の予定で急ぐ。

＊法人化問題は滋賀総会に出し，設立総会とする。よく

　研究する。

＊研究協議会について。

＊よい歯について来年度以降の検査基準について検討

ee奥村賞・差がありすぎる。少なくともよい歯の基準を

　パスしたものにしたい。

＋学校の歯の検査のやり方について，亀沢，相田で改訂

　の審議をしているので，日学歯の意見も入れたい。榎

　が小学校学習指導要領の手びきをたのまれている。こ

　れを検討したい。

＊全会員の名簿がほしい。全員加盟にしたい。

＊43年会費は大体納入すみ。

＊川村（輝）より大会について報告

学術委員会

　5月20日　向井，湯浅，川村，丹羽，山田，榊原

＊会誌14号編集に関する話しあい。太村より案出す。

ee研究協議会について　＊よい歯の学校について

　6月16日　湯浅，川村，亀沢，丹羽，山田，榊原，榎，

　本村，高橋，相田，能美（文部省）

＊研究協議会の講師　　ac　3号様式の検査基準　＊学校

保健の手びきについて　ce指導要領の改訂

　8月5日　湯浅，川村，亀沢，丹羽，山田，榊原，

榎，高橋，相田，能美（文部省）

＊保健アンケート（相田）ceよい歯の学校の基準（榊原）

＊健康診断の項目，方法について　＊小学校保健指導の

手びき　＊小学校の保健指導・目標

　8月25日　湯浅，栃原，亀沢，丹羽関口，山田，榊

原，本村，榎，高橋，小島，相田　＊小学校保健指導の

手びき　Xよい歯の学校　ee学習指導要領の一部改訂

（山田）本誌P21参照

　7月30日，．8月4日，9月1日：小学校保健指導の手

びきについての小委員会
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日本学校歯科医会役員名簿
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川
小
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北
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井
今
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品川区上大崎3－14－3（〒141）

千葉市通町71（280）

熊本市下通1－10－28（860）　（企画・編集）

荒川区東日暮里町1－25－1（116）　（庶務・会計）

大阪市住吉区帝塚山西5－34（558）

豊島区南長崎2－22－8（171）

市川市市川2－26－19（272）

練馬区貫井2－2－5（176）　（庶務）

長野県小諸市荒町（384）

（学術・普及）

（学術・編集・普及）

名古屋市千種区観月町1－71覚王山荘（464）

千代田区神田錦町1－12（101）　（庶務）

太田区調布嶺町1－89（145）　（企画）

千葉市小仲台2－1733－6（280）　（会計）

和歌山市梶取113（641）　（企画）

大阪市城東区蒲生町4－266（536）　（企画）

滋賀県野洲郡守山町梅田（524）　（企画）

横浜市金沢区寺前町169（236）　（会計）

青森市本町2－6－2（030）

富山市常盤町1－6（930）

大阪府豊中市岡町南3－17（560）

岐阜市玉森町16（500）

京都市上京区仲町通丸太町上ル（602）

大阪市東住吉区山坂町3－133（546）

神戸市田区元町通4－61（650）

福岡県久留米市大善寺町（839－01）

島根県出雲市今市町1197（693）

高松市今新町1－14（760）

山形市本町1－7－28（990）

秋田市川元開和町10－20（010）

石川県羽咋市中央町ア5（925）

新潟市上大川前通り9番町1264（951）

台東区上野5－14－4（llO）

千葉県旭市口645（289－25）

文京区関口1－17－4（112）

川崎市砂子1－7－3（210）

横浜市中区宮川町2－56（232）

横須賀市汐入町2－45（238）

京都市上京区河原町荒神口下ル（602）

宇都宮市砂田町475（320）

（学術・編集

　大学

自

ライオン03－（624）1111

　03－　（441）　4531

0472－　（22）　3762

　　　　（53）　1882
0963－　　　　（52）　3315

夜03－（891）1382
昼03－（844）1739

　06－　（671）　6623

　03－　（951）　8911

0473－一一　（22）　8976

　03－　（990）　0550

02672－　（2）　0193

　　普及）
052－　（751）　7181

　03－　（291）　2621

宅03－（751）4952

0742－　（51）　7395

0734－　（55）　1703

06－　（931）　5015

07758－　（2）　2214

045－　（701）　9369

　01772　（2）　3737

0764－　（21）　7692

068－　（52）　3531

0582－　（62）　0464

075－　（231）　3692

06－　（692）　2515

078－　（34）　6488

09422－　（6）　2433

0853－　（21）　0486

0878－　（21）　3172

02362－　（2）　3677

01882－　（2）　4726

07672－　（2）　0051

0252－　（22）　3721

03－　（831）　6066

04796－　（2）　0225

03－　（268）　7890

044－　（22）　5250

045－　（231）　4650

0468－　（22）　1248

075－　（231）　1573

0286－　（33）　2980



，

〃

顧　　問

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

参　　与

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

夫

夫
信
縷
実
雄
男
弘
勉
郎
三
信
雄
雄
徳
豊
吉
三
郎
策
栄
一
勝
清
治
夫
吉
亮
郎
尚
夫

　

　

　

　

　

　

　

　

　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太

徹
恒
重
清
　
俊
英
　
　
明
次
見
俊
鐘
重
　

勇
貞
勝
正
　
忠
　
　
宮

昌
兼
栄
健
　
貞

島
中
山
本
原
島
村
屋
原
田
井
田
口
観
部
貝
原
田
本
川
田
田
田
内
藤
岡
林
　
内
瀬
塚

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

保

小

竹
栗
岡
中
鹿
中
長
松
池
石
今
野
地
渡
磯
榊
上
橋
石
浜
坪
前
堀
後
平
平
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目黒区中目黒3－1－6（153）

神戸市垂水区塩屋天神平298（655）

文京区西片2－12－20（113）

名古屋市千種区猪高町高針字梅森坂52－436（465）

武蔵野市吉祥寺南1－13－6（180）

千代田区永田町参議院議員会館内（100）

千代田区永田町参議院議員会館内（100）

名古屋市千種区堀割町1－17（464）

文京区本駒込3－1－9（113）

福岡市渡辺通5－3－25（810）

札幌市南一条東七（063）

板橋区東新町1－7（174）

杉並区永福町4－8－18（166）

港区芝今里町45（105）

世田谷区世田谷若林町226（154）

千葉市本町2－31（280）

横浜市港北区篠原町1841（222）

港区赤坂2－10－3（107）

八戸市大字長横町7（031）

中央区銀座3－5－15（104）

仙台市勾当台通17（980）

富山市東岩瀬326（931）

京都府左京区下鴨中川原町88（606）

京都市左京区下鴨東岸本町6（60）

京都市東山区本町4－115（605）

大阪市西区江戸堀北通2－9（550）

大阪市西淀川区柏里町2－8（555）

福岡市黒門9－12（810）

青森市大字古川字美法（030）

熊本市大江町九品寺269（862）

弘前市大字品川町4（036）

03－　（712）　7863

078－　（77）　0277

03－一　（811）　5130

052－一　（701）　2379

0422－　（43）　2421

03－　（581）　3111

03－　（581）　3111

052－　（751）　3648

03－　（821）　2366

092－　（76）　3926

0122－　（22）　5716

03－　（956）　2509

03－　（321）　8759

03－　（441）　1975

03－　（421）　3845

0472－　（22）　1255

045－　（491）　9448

03－　（583）　3076

01782－　（2）　0233

03－　（561）　0517

0222－　（23）　2445

0764－　（31）　9882

075－　（781）　0376

075－　（781）　0443

075－　（561）　7529

06－　（441）　4519

06－　（471）　2626

092－　（75）　5122

01772－　（2）　6028

0963－　（64）　0044

　　　　　　602

日本学校歯科医会加盟団体名簿（44．7現在）
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体
学
学
断
歯
学
断
学
歯

団
県
県
齢
県
県
齢
県
県

夢
田
襯
形
轟
馬
葉

　

青
秋
宮
山
茨
栃
群
千

名
原
葉
田
口
花
塚
藤
貝

長会

梅
稲
武
矢
立
大
斎
磯

　　彰

　　宏

善四郎

省　三

半　七

　　禎

静　三

　　豊

所　在　地

青森市本町1－7－1　長内歯科内（〒030）

秋田市中通1－3－32県歯科医師会内（010）

仙台市国分町12県歯科医師会内（980）

山形市十日町2－4－35（990）

水戸市五軒町2－3－3県歯科医師会内（310）

宇都宮市本町11－13県歯科医師会（320）

前橋市千代田町1－10－5（371）

千葉市神明町204衛生会館内（280）

会員数

　214

　112

　199

　128

　200
175

125

200

97
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98

艘
磁
欝
弘
講
雛
鰍
正
舗
諮
麟
灘
糟
不
灘
霧
正
驚
㌫
剛
額
飴
獣
覧
碧

川
沢
藤
塚
田
月
上
屋
田
竹
頭
田
原
鹿
村
井
本
田
田
村
村
津
野
近
住
山
村
洲
塚
永
井
谷
岡
田
尾
田
原
田
麟
崎
井

前

亀

加

富

森

望

子

長

山
大
高
関
菅
川
手
川
楠
米
和
池
川
中
天
奥
右
黒
秋
河
長
倉
徳
宮
津
正
浜
境
松
堺
和
栃
沼
上
山
向

浦和市高砂3－13－3　衛生会館内（336）

千代田区九段北4－1－20　歯科医師会内（102）

横浜市中区住吉町6－68歯科医師会内（231）

横浜市中区住吉町1－68　歯科医師会内（231）

川崎市砂子2－10－10市歯科医師会内（210）

甲府市大手町1－4－1　歯科医師会内（400）

静岡市駿府町1－62　歯科医師会内（420）

名古屋市中区三ノ丸　3－1－1　市役所内（460）

瀬戸市追分町64－1瀬戸市教育委員会内（489）

岐阜市司町5　歯科医師会内（500）

新潟市南横堀町294－1県歯科医師会内（950）

長野市岡田町96県歯科医師会内（380）

富山市総曲輪1

金沢市大手町1－15県歯科医師会内（920）

敦賀市津内1丁目（914）

大津市京町3－6－25

和歌山市小松原通り1－2－2

奈良市佐紀町72－17　県歯科医師会内（630）

京都市北区紫野東御所田町33

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会内（265）

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会内（265）

大阪市天王寺区堂ケ芝町51府歯科医師会内（265）

堺市大仙町991－6市歯科医師会内（590）

神戸市兵庫区湊町3－2－5

神戸市生田区元町通4　清村歯科内（650）

岡山市石関町1－5県歯科医師会内（700）

鳥取市瓦町701　秋山歯科内（680）

広島市富士見町11－9県歯科医師会内（730）

松江市南田町92　県歯科医師会内（690）

出雲市今市町1197　倉塚歯科内（693）

下関市彦島江の浦町杉田1235徳永歯科内（750）

徳島市昭和町6－9県歯科医師会内（770）

高松市鍛冶屋町6－9県歯科医師会内（760）

松山市堀之内町6－1県歯科医師会内（790）

高知県長岡郡本山町165（781－36）

福岡市大名1－12－43歯科医師会内（810）

佐賀市大財5－2－7　松尾歯科内（840）

長崎県南高来郡国見町神代乙338　堺歯科内（859－13）

大分市中央町3－1－2歯科医師会内（870）

熊本市坪井2－3－6県歯科医師会内（860）

宮崎市清水1－12－2（880）

鹿児島市照国町10－30県歯科医師会内（890）

那覇市壺屋223－1　ひめゆり歯科内

中野区上高田1－48倉島方（105）

541

1500

224

218

100

　70

486

239

　17

325

　48

100

富山県教育委員会体育保健課内（930）185

　　　　　　　　　　　　　　　　73

　　　　　　　　　　　　　　　　21

　県教育委員会保健体育課内（520）100

　　　　県歯科医師会内（640）　223

　　　　　　　　　　　　　　　　179

　　　　　　府歯科医師会内（603）　360

250

314

81

69

藤田ビル歯科医師会内（652）160

45

20

10

15

57

15

5
0
0
2
0
1
2
5
0
0
0
3
0
9
8
3
2
9
1
4
4
2
0
3
8
2
0
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1
　
1
　
　
1
1
1
1
6
　
1
　
2
2
1



編集後記

　会と会員との結びつきを果たすものは第1に会誌である。特tlC　，．日学歯の場合には，その比重が大きい。昭和

42年度がら会誌を乏しい会計の中から年2冊にしたのも，そんな意味からである。向井会長から湯浅会長ヘバト

ソタッチされ，新年度となって役員の事務分担制が決められ，会誌は企画広報所管に入れられたので，従来，発

行人理事長名とあった慣例を一応，責任者の栃原名義に変更された次第である。然し，内容的には，この責任者

は全くのロボヅトで，一切の編集作業は丹羽理事長が，それぞれの助手を得て進める実状である。それに，今度

の会誌15号は，会長交代による混雑した条件の中で，滋賀大会前の発行は物理的に無理だとあきらめさせられて

いたのに急ピッチで間に合せて頂いたのは感謝の外ない。全く丹羽理事長の労作のお蔭である。

　次号は滋賀大会号となるが，更にその後の編集についても竹内光春前理事長によって既に各地だよりの原稿集

めには，加盟団体長推せんの編集協力者（日学歯会誌リポーター）などの路線が敷かれているし，編集の補佐役

は鐸々の大物揃いだし心配なさそうである。ただ，問題は会計面の窮屈さだけである。ともあれ，この後，遅滞

なき会誌の発行に務めたい。〈栃原〉

」
讐
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